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北海道薬科大学 

Ⅰ． 建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色 

 

１． 薬科大学の建学の精神 

(1) 学校法人北海道尚志学園 

 北海道薬科大学の設置母体である「学校法人北海道尚志学

園」は、大正13(1924)年8月に自動車運転技能教授所として創

設された。「尚志」とは「志を高くする、志を尊ぶ」という意

味をもち、学園設置校共通の教育理念に掲げられている。また、

学園名に北海道を冠するのは「青雲の志を高く掲げ勇往邁進す

る北海道の学園である」ことをアピールしている。図 1に示す

学園のシンボルマークは、山と湖沼のコントラストをデザイン

したもので、北海道の豊かな自然をイメージし、色彩を反転す

ると「尚志」の理念をめざして羽ばたく鳥の姿も表している 。

この「学園全体の教育理念」は、『北海道尚志学園史』や 

『HOKKAIDO SHOSHI GAKUEN 2007』、「北海道尚志学園ホームページ」に掲載され

ている(資料 1-1、資料 1-3) 。 

図  1 北海道尚志学園

シンボルマーク 

 

(2) 北海道薬科大学 

 このような「北海道尚志学園」の理

念に基づいて、昭和 49(1974)年 4 月に

設置された北海道薬科大学の建学の精

神は、「地域的必要性と社会的要請に

応える薬剤師の養成」であると『開学

30 周年記念誌 桂青』(資料 1-1)に記載

されている。前者に対しては、北海道

における深刻な不足状況を来たしてい

る薬剤師の養成機関として、後者に対

しては、当時の公害問題に対応する薬

学技術者の養成機関として応えること

であった。薬剤師の「地域的必要性」

は、北海道においては不変的課題であ

り、一方「社会的要請」はその時代の

社会のニーズに呼応して変化する。現

在の社会的ニーズは、「臨床能力に秀

でた医療チームの一員としての薬剤

師の養成」である。本学は、平成

5(1993)年度から「薬剤師養成」に軸足

を置いて教育課程の見直しを進め（資

料  F-2 ；「教授会議事録」）、平成

18(2006)年度の 6 年制薬学教育課程導
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入を迎えるに至っている。現在の本学の教育理念と教育目標は図 2 に示す通り(資料 F-2、

資料 1-1～1-4)で、薬に関する全てに係わって、地域社会並びに国民の健康に寄与する薬

剤師という意味で、敢えて「ファーマシューティカル・ケア」という一般的には馴染みの

薄い言葉を盛り込んである。すなわち、平成 17(2005)年 1 月 28 日、中央教育審議会から

文部科学省に答申された「我が国の高等教育の将来像について」にある大学の多様な機能

のうち、「高度専門職業人養成」に比重を置き、「社会貢献機能(地域貢献)」を備えた大

学であることを明確にしている。特に、6 年制薬学教育課程の実施によって、本学は「地

域的必要性と社会的要請に応える優れた薬物療法の専門家としての薬剤師」を養成し、地

域医療に貢献することを打ち出した。広大な面積を有する北海道では、都市部も含めてそ

の地域に根ざした、ある限定された地域住民のための「地域医療」と、病院のない医療過

疎地の住民のための「地域医療」がある。本学はこの 2 つの「地域医療」における医療施

設としての「薬局」や医療従事者としての「薬剤師」を支援し、質の高い薬剤師を供給す

ることを教育理念・教育目標としている。この「教育理念」実践の一環として、平成 19(2007)

年度、図書館に「医薬情報室」を開設し、専任の教員 1 人を新規採用して「図書館・医薬

情報センター」とした（基準 9、資料 4-2）。この施設の目的は、本学卒業生 5,000 人余に

対して、双方向性の医薬情報を提供することであり、地域で活躍する薬剤師を支援するこ

とである。また、「国立大学法人旭川医科大学」、「医療法人財団夕張希望の杜」、及び「国

立大学法人小樽商科大学」と教育･研究に係る連携協定を締結し（資料 F-2）、地域の教育機

関・医療機関と協力して、大学が率先して地域に貢献する活動をしている機関であることを示し

ている（図 3～図 5）。例えば、旭川医科大学附属病院薬剤部から薬剤師 1 名を実務家教員（講

図 4 夕張希望の杜と連携協定 図 3 旭川医科大学と連携協定 

図 5 小樽商科大学と連携協定 
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師）として採用し、そのまま同薬剤部に薬剤師として派遣している。また、「夕張希望の杜」理

事長の村上医師と一緒に勤務し、地域医療で成果を挙げた経験を有する薬剤師を実務家教員（教

授）に採用し、主として夕張医療センターに派遣している。地域の医療施設に人材を派遣し地域

医療に貢献するとともに、実務家教員を医療現場である病院薬剤部、薬局に常時配置して、実務

経験を継続させる狙いもある（資料 F-2；「派遣教員に関する覚書」）。 

 本学は、6 年制薬学教育課程導入が不確実であった平成 15(2003)年度に「新校舎建築委

員会」を発足させ、来るべき 6 年制教育課程実施を視野に入れた薬剤師養成教育に相応し

い校舎の建設計画を進めていた。平成 18(2006)年 3 月に「臨床講義棟：Clinical Lecture 

Building（Ｃ棟）」が竣工し（図 6）、同 4 月の記念すべき 6 年制薬学教育課程のスタート

に相応しいランドマークに 6 年制教育課程 1 期生を迎え入れた（資料 F-2）。平成 18(2006)

年 4 月 14 日には「薬学教育 6 年制発足記念式典」を挙行し（図 7）、この薬学教育改革が

単なる薬学教育年限延長ではなく、全く新しい薬学教育制度の導入であることを全教職員

が誓い合った（資料 F-2）。 

この教育理念・教育目標に基づいた本学の教育改革、取組が評価され、平成 18(2006)

年度文部科学省「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム

（医療人ＧＰ）」に本学の取組「臨床能力を育む地域体験型学習とその支援」が選定され、

北海道全域にわたる病院、薬局、介護・養護施設、その他の医療機関において 1 年次から

3 年次まで、継続的な医療現場での体験学習を実施している（Ⅳ 特記事項 1）（資料 F-2）。 

図 7 薬学教育 6 年制発足記念式典 図 6 新臨床講義棟（C 棟） 

 

２． 北海道薬科大学が目指す大学像 

（1）薬学部 

 北海道薬科大学は、開学時に「薬学科」と「生物薬学科」の2学科制を設置し、薬剤師

及び研究者・技術者の養成を両立させてきた。開学から20年を経た平成5(1993)年、私学

としての特徴を出すために教育目標を「医療人としての質の高い薬剤師の養成」に絞るこ

とを教授会で宣言した（資料 F-2；教授会議事録）。この宣言に則って、「早期体験学習」

の導入、「実務実習」導入、「医療薬学」系講義の充実など、薬剤師養成教育のためのカリ

キュラム改革を進めてきた。当時、どこの薬系大学も6年制薬学教育課程の到来を予想も

していなかった時期である。平成16(2004)年度には学科を統合して「医療薬学科」とし、

本学独自の教育理念と教育目標を設定して薬剤師養成教育に本格的に取組む体制を整えた

（資料 3-1）。このような時期に、文部科学省は「６年制薬学教育課程」導入を決定し、薬
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剤師養成教育のための薬学教育

修業年限を6年間とした。文部科

学省は「6年制教育課程」と共に、

従来の「4年制教育課程」も残し

たが、本学は当然のことながら

薬剤師養成教育のための「６年

制薬学教育課程」のみを設置し

た（資料 F-2；各種パンフレッ

ト）。本学が育成すべき人物像を

「質の高い薬剤師」と明確にし

て、平成18(2006)年度に新入生

を6年制教育課程に受け入れた。

平成19(2007)年度は、1・2年次が6年制教育課程に在籍し、3・4年次に在籍していた4年制

教育課程の学生に対しても、質の高い薬剤師になるための教育プログラムを提供した。そ

の結果、平成19(2007)年度4年制教育課程卒業生の第93回薬剤師国家試験の合格率（総合）

は、東北･北海道にも多くの薬系大学が新設されたにも拘らず、図 8に示すとおり当該地

域でのトップの座を維持した。一方、在学生のみならず、これまでに卒業した「４年制教

育課程履修の薬剤師に対する卒後教育」にも真剣に取り組んでいる。その努力が認められ、

平成19(2007)年度文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」に本学

の事業が選定され、4年制教育課程を卒業した薬剤師に対する「薬学教育6年制導入に伴う

薬剤師学び直しのための教育支援プログラム」がスタートした（Ⅳ. 特記事項 2.）（資

料 F-2）。 

東
北
・
北
海
道
の
薬
系
大
学 

北海道薬科大学

国立大学 A

国立大学 B

私立大学 A

私立大学 B

全国平均

私立大学 C

55 60 65

 

（2）大学院薬学研究科 

 昭和 53(1978)年 3 月の学部完成を受け、「医療系薬学・生物薬学技術者を主とし、生命

と健康に関連する事象について、薬剤系、化学系、生化学系、衛生系、薬物系等の薬学技

術を通して対処しうる高度の Biopharmacist の養成」を目指して「大学院薬学研究科生物

薬学専攻修士課程」を同年 4 月に設置した。次いで「医療と生命の化学に関する生物薬学

の分野において指導的役割を担う研究者の養成」を目的として昭和 55(1980)年 4 月、「博

士後期課程」を開設し多くの修士（薬学）、博士（薬学）を輩出してきた。大学院薬学研

究科の教育理念の骨子は開設当時のものを継承していて、「薬学の基礎研究・臨床研究の分

野を強化・発展させ、広く医療現場、医療行政及び医療産業に貢献して、あらゆる薬学分

野における指導者を養成する」ことを目指している。大学院学則第１条には、「北海道薬科

大学大学院は、薬学に関する学術の理論と応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の

進展に寄与することを目的とする。」と定められている(資料 F-3)。ただし、平成 5(1993)

年度の学部教育方針の転換に伴い、大学院薬学研究科も社会的ニーズと医療を志向する学

生のニーズに応えるために、平成 6(1994)年度、修士課程を「薬学技術コース」と「医療

薬学コース」に分け、後者には 5 単位の学外病院施設での実地研修を必修とした。この「医

療薬学コース」は、平成 12(2000)年度に新たに独立した「臨床薬学専攻（修士課程）」と

なる。平成 18(2006)年度には、6 年制薬学教育において学生全員に必修となる実務実習を

   70 75 80 85
合格率(%) 

図 8 第 93 回薬剤師国家試験 合格率（総合）
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念頭に置き、「臨床薬学専攻」のみが履修できた「臨床薬学総合演習」(2 単位)と「臨床薬

学実務研修」(5 単位)を「生物薬学専攻(修士課程)」の学生も履修可能とし、希望する学生

には「臨床薬学実務研修」の一部を開局薬局での実務研修も選択できるようにした。更に、

平成 19(2007)年度には「臨床薬学実務研修」を「病院 3 か月」と「薬局 2 か月」に分けて、

両研修ともに必修とした。大学院におけるカリキュラムであるため 20 人未満の小規模で、

「薬剤師免許」取得済の学生で実施しているプログラムではあるが、来るべき 6 年制薬学

教育の長期実務実習（「病院薬局 2.5 か月」と「開局薬局 2.5 か月」）のプロトタイプとな

っている。これまでに、本学大学院で学位を取得したものの人数を表 1 に纏めてある。 

 

    表 1 大学院学位授与者数 

専 攻 学位 種類 授与者数（人）

修 士 318
課程 9生物薬学専攻

博 士 
論文 45

臨床薬学専攻＊ 修 士 93
      ＊平成 12(2000)年度開設 

 

 大学院の将来構想は図 9 に示すとおり、大学院設置基準に基づき、6 年制教育課程の「薬

学部」を基礎とする修業年限 4 年の大学院博士課程（3 専攻）を平成 24(2012)年度に新規

設置する予定である。本課程修了者には、「博士（薬学）」を授与することになる。一方、

平成 25(2013)年度までは現在の大学院（修士課程 2 年＋博士後期課程 3 年）が存続するが、

その後も 4 年制教育課程の他学部卒業生、あるいは外国人留学生の受け皿として、大学院

修士課程生物薬学専攻を薬科学専攻に名称を変更して残す（修業年限 2 年）。薬科学専攻

修了者には、「修士（薬科学）」の学位を授与することになる。特に、本学 4 年制教育課程

の薬学部を卒業した者に広く門戸を開放し、6 年制教育課程を修了した薬剤師と同等の学

位を取得できる生涯教育の一環とする。 

北海道薬科大学 
大学院薬学系研究科

大学院博士課程（修業年限４年） 
6 年制薬学部 基礎薬学専攻・生命薬学専攻・ 博士（薬学）

臨床薬学専攻 

本学４年制学部卒業 修士課程
修業年限 2 年 

修士（薬科学） 他大学 4 年制学部卒業 
薬科学専攻 

 図 9 大学院将来構想 
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Ⅱ． 北海道薬科大学の沿革と現況 

１． 本学の沿革 

昭和 49(1974)年 4 月
北海道薬科大学開学 （学校法人：北海道尚志学園） 
薬学科（入学定員 100 人、収容定員 400 人）・生物薬学科（入学定員 60
人、収容定員 240 人）設置 

昭和 50(1975)年 11 月
RI(Radioisotope)研究所（現 RI センター）、動物舎（現実験動物センタ
ー）開設 

昭和 51(1976)年 4 月 薬用植物園開園 

昭和 53(1978)年 4 月
大学院薬学研究科（生物薬学専攻）設立 
生物薬学専攻 修士課程（入学定員 12 人、収容定員 24 人）設置 

  11 月 図書館開館 

昭和 55(1980)年 4 月
大学院薬学研究科 生物薬学専攻  博士後期課程（入学定員 3 人、収容
定員 9 人）設置 

昭和 58(1983)年 4 月 中央機器センター開設 
 8 月 『北薬大情報誌 桂』創刊 

昭和 61(1986)年 8 月 第 1 回「卒後教育公開セミナー」（現薬剤師教育研修会）開催 
昭和 62(1987)年 6 月 中国瀋陽薬学院と学術交流提携の調印 
平成 3(1991)年 4 月 医療薬剤学講座新設 
平成 4(1992)年 10 月 新図書館完成 

 12 月
平成 5(1993)年度の改訂カリキュラム、大学の自己点検評価に伴う学則
改正を承認 

平成 5(1993)年 4 月 薬剤師の養成教育に絞ったカリキュラムに改訂 
平成 6(1994)年 9 月 模擬薬局、情報処理演習室開設 

平成 7(1995)年 4 月
英文大学人称を Hokkaido Institute of Pharmaceutical Sciences から
Hokkaido College of Pharmacy に変更 

 8 月 情報教育センター（現、情報システムセンター）開設 
平成 10(1998)年 6 月 学内 LAN (Local Area Network) 設置 

 9 月 北海道薬科大学ホームページ開設(http://www.hokuyakudai.ac.jp) 

平成 12(2000)年 4 月
大学院薬学研究科(臨床薬学専攻)設立 
臨床薬学専攻 修士課程（入学定員 10 人、収容定員 20 人）設置 

  4 月 薬学教育センター開設 
平成 13(2001)年 8 月 中華人民共和国瀋陽薬科大学と学術交流協定 

 8 月 中華人民共和国黒竜江中医薬大学と学術交流協定 
 8 月 中華人民共和国黒竜江省第二病院と学術交流協定 

平成 16(2004)年 4 月 薬学科と生物薬学科を医療薬学科へ統合 

 4 月
英文大学名称を Hokkaido College of Pharmacy から Hokkaido 
Pharmaceutical University School of Pharmacy に変更 

 5 月 北海道薬科大学 30 周年記念式典 
平成 17(2005)年 5 月 米国南ネバダ大学と学術交流協定 
平成 18(2006)年 3 月 6 年制薬学教育のための臨床講義棟（C 棟）完成 

 4 月 6 年制薬学教育課程の新入生入学 
 4 月 「薬学教育 6 年制」発足記念式典 
 8 月 平成 18(2006)年度「医療人 GP」に本学取組が選定 

平成 19(2007)年 3 月 本学外部評価委員会開催 
 4 月 図書館に「医薬情報室」開設 
 6 月 国立大学法人旭川医科大学と教育･研究に係る連携協定締結 

 7 月
文部科学省平成 19(2007)年度「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プ
ログラム」に本学申請が採択 

 7 月 医療法人財団夕張希望の杜と教育･研究に係る連携協定締結 
 7 月 第 1 回「医療人 GP」フォーラム開催（北見） 
 8 月 第 2 回「医療人 GP」フォーラム開催（函館） 
 9 月 中国黒龍江省第二病院から短期留学生として 宋莉 来学(12 月まで) 
 10 月 小樽商科大学と包括連携協定締結 
 10 月 禁煙支援室設置 
 10 月 「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」開講 
 12 月 第 3 回「医療人 GP」フォーラム開催（旭川） 

平成 20(2008)年 2 月 第 4 回「医療人 GP」フォーラム開催（帯広） 
 3 月 臨床講義棟（C 棟）日本建築学会作品選奨受賞 
 4 月 北海道薬科大学「父母後援会」設立 
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２． 本学の現況 

 

・ 大学名： 北海道薬科大学（『データ編』 表 F-1） 

 

 

・ 所在地： 〒047-0264 小樽市桂岡町 7 番 1 号（『データ編』 表 F-1） 

 

 

・ 学部の構成（『データ編』 表 F-2、表 F-3） 

薬学部 備 考 

医療薬学科 平成 17(2005)年度で募集停止 

薬学科 平成 18(2006)年度設置、募集開始 

6 年制薬学教育課程導入に伴い、「医療薬学科」は平成 17(2005)年度をもって学生募集を

停止し、「薬学科」が平成 18(2006)年度から学生募集を開始した。 

 

 

・ 大学院の構成（『データ編』 表 F-2、表 F-3） 

薬学研究科 修士課程 薬学研究科 博士後期課程

生物薬学専攻 生物薬学専攻 

臨床薬学専攻  

 

 

・ 学士課程（『データ編』 表 F-4、表 F-6） 

教員数 

学科 学年 在籍学生数
専任 助手 

兼任 

（非常勤） 

職員数 

1 年 255

2 年 270薬学科 

3 年 176

2 年 4

3 年 57医療薬学科 

4 年 204

71 0 8 29 

計 966 71 0 8 29＊ 
＊うち契約職員数 4 人 
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大学院博士課程（『データ編』 表 F-5、表 F-6） 

教員数 

専攻 課程 学年 在籍学生数 
専任 助手 

兼任 

（非常勤） 

職員数

1 年 16
修士 

2 年 10
23 0 0 

1 年 1

2 年 1

生物薬学専攻 

博士後期 

3 年 1

25＊ 0 0 

1 年 10
臨床薬学専攻 修士 

2 年 13
27 0 7 

29＄

計 52 51# 0 7 29＄

この他に大学院薬学研究科研究生が 26 人在籍 
＊生物薬学専攻・臨床薬学専攻修士課程専任教員のうちの有資格者 
#大学院研究科長+修士課程専任教員 
＄うち契約職員数 4 人 
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Ⅲ． 「基準」ごとの自己評価 

 

基準１． 建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的 

 

１－１．建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。 

《１－１の視点》 

１－１－① 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。 

 

（１）１－１の事実の説明（現状） 

・ 「学校法人北海道尚志学園」設置校共通の「教育理念」は、創立80周年を記念して刊

行された『北海道尚志学園史』（資料 1-1）をはじめ各種刊行物に記載され、また「北

海道尚志学園ホームページ（HP）」のトップページ（http://www.shoshi.ac.jp/top.html）

に掲載されている（資料 1-1、資料 1-3）。 

・ 北海道尚志学園理事長は、年頭の挨拶の中で毎年「尚志」が意味する「教育理念」に

ついて触れ北海道薬科大学を含む学園設置校の全教職員に対してその周知を図ってい

る。 

・ 北海道薬科大学の「建学の精神」は、「地域的必要性と社会的要請に応えるための薬剤

師養成」であり、『開学30周年記念誌 桂青』（資料 1-1）に詳細に記載され、卒業生を

はじめ、広く学内外に配布している。 

・ 北海道薬科大学学長は、入学式の告辞の中で新入生に対して「建学の精神」に基づいた

「教育理念」と「教育目標」を説き、その内容は、『尚志学園報』や『北薬大情報誌 桂』

に掲載され学生に対する周知を図っている（資料 1-1）。 

・ 各地で「入試説明会」を開催し、『入学案内』（資料 F-4）を配布し、受験生やその父

母に対して「教育理念」と「教育目標」を説明し、その周知を図っている。 

・ 「教育理念」と「教育目標」は、『北海道薬科大学概要』（資料 1-1）や『北薬大情報誌 

桂』（資料 1-1）、『学生便覧』（資料 F-5）、ホームページ「北海道薬科大学HP」

(http://www.hokuyakudai.ac.jp）（資料 F-2）等、各種媒体を通じて学内外に広く公表

し、その周知を図っている。 

 

（２）１－１の自己評価 

・ 「建学の精神」、「教育理念」、「教育目標」は、尚志学園理事長の新年交礼会での年頭の

挨拶、北海道薬科大学学長の入学式・卒業式の告辞の中で触れられ、各種印刷物、ホ

ームページ等の媒体を通じて学内外に公表し、周知することに努めている。 

 

（３）１－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 「建学の精神」、「教育理念」、「教育目標」は、学生及び教職員には十分周知されている

ものと考えるが、アンケート調査等によって学年別、教員・職員別に周知度を把握す

る。 

・ 本学の「建学の精神」を学外に広く周知することについては、現在の努力を継続するこ

ととするが、実務実習・体験学習を地方（医療過疎地）へ拡大する機会である「医療
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人ＧＰ」の取組を捉えて、本学の「教育理念」を広く公表し、北海道全域に周知する。 

 

１－２．大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。 

《１－２の視点》 

１－２－① 建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定めら

れているか。 

１－２－② 大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。 

１－２－③ 大学の使命・目的が学外に公表されているか。 

 

（１）１－２の事実の説明（現状） 

１－２－① 

 平成17(2005)年の中央教育審議会から答申された「我が国の高等教育の将来像につい

て」に記載される大学の多様な機能のうち、本学は、「高度専門職業人養成」に比重を置

き、「社会貢献機能（地域貢献）」を備えた大学であることを明確にしている。特に、6

年制薬学教育の実施によって、本学は「地域的必要性と社会的要請に応える優れた薬物療

法の専門家としての薬剤師」を養成し地域医療に貢献することを使命･目的としている。具

体的な方策としての「教育目標」を次のとおり定めている(資料 1-1、1-4)。 

①「地域社会に役立つ医療人の育成」を目指す。 

・ 到達目標:広大な北海道の医療過疎地における医療提供体制確保に貢献する。 

②「自立性と応用能力に優れた薬物療法の専門家の養成」を目指す。 

・ 到達目標:問題解決能力、臨床能力に秀でた薬物療法専門家としての薬剤師を育成

する。 

③「高い倫理性と豊かな人間性の涵養」を目指す。 

・ 到達目標:医療人としての基本センスと倫理観を醸成し、弱者に配慮できる優しい

人材を育成する。 

④「視野の広い健全な社会人の輩出」を目指す。 

・ 到達目標:薬剤師としてばかりでなく、地域社会に密着した広範な活動ができる人

材を育成する。 

以上の「教育目標」に基づき、地域住民のための地域密着型「地域医療」と医療過疎地

における「地域医療」に貢献する臨床能力に優れた薬の専門家としての薬剤師を養成する。 

 

１－２－② 

・ 大学校舎内の共用スペースには、「教育理念・教

育目標」が随所に掲げられている（図 1-2-1）。 

・ 各教員の研究室に「教育理念・教育目標」が掲げ

られている。 

・ 『北海道薬科大学概要』に本学の「教育理念・教

育目標」が明示されている（資料 1-1）。 

・ 『学生便覧』（資料 F-5）と『シラバス）』（資料 

3-3）に本学の「教育理念・教育目標」及び「薬 図 1-2-1 教育理念・目標の掲示 
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剤師綱領」が明示され、その中で本学の教育理念の柱である「ファーマシューティカ

ル・ケアの実践」が掲げられている（資料 1-4）。 

・ 年度初めの新入生ガイダンス及び在学生の学年ガイダンスの中で、毎年「建学の精神」、

「教育理念」、「教育目標」について説明し、周知を図っている（資料 1-5）。 

・ 「大学入門」（1年次前期開講）を薬学部長が担当し、その講義の中で本学の「建学の

精神」に基づく「教育理念・教育目標」を説明している（資料 3-3）。 

・ 「外部評価委員会」によって、学生、教員に対する周知度調査が必要との指摘があり、

「大学入門」の講義の中で1年次学生の周知度調査を行ったところ、「教育理念」をき

ちんと唱えることができる学生は全体（237人）の66%であり、ファーマシューティカ

ル･ケアの意味も含めて内容も理解している学生は35%であった。 

 

１－２－③ 

・ ホームページに、「教育理念・教育目標」が和文・英文で明示、公表されている（資料 F-2）。 

・ 毎年1,500部作成される『北海道薬科大学概要』に、本学の「教育理念・教育目標」を

明示し、広く学外に配布してその周知を図っている（資料 1-1）。 

・ 各地で実施される「入試説明会」の機会を捉えて、受験生やその父母に「教育理念・教

育目標」を示し、薬剤師を志向する学生のための大学であることを説明している（資

料 F-4）。 

 

（２）１－２の自己評価 

・ ホームページに、「教育理念・教育目標」が和文・英文にて明示され、学内外における

周知に寄与している（資料 1-3）。 

・ 学内はもとより、学外にも多く配布される『北海道薬科大学概要』に「教育理念・教育

目標」が明示され、その周知に成果を挙げている（資料 F-2、資料 1-1）。 

・ 『学生便覧』（資料 F-5）に「教育理念・教育目標」が明示され、全学生に対して常に

「教育理念・教育目標」を知らしめることに貢献している（資料 1-4）。 

・ 本学が配布する『入学案内』（資料 F-4）に「教育理念・教育目標」が明示され、薬剤

師を志向する学生のための大学であることを説明し、受験生の大学選択に役立ってい

る。 

・ 年度初めの各学年に対するガイダンスの中で、「建学の精神」、「教育理念」、「教育目標」

について触れ、学年ごとに学生は理念･目標を振り返ることに寄与している（資料 1-5）。 

 

（３）１－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ 現在の医薬分業の進展や薬剤師職能の高度化など、社会状況の変化を踏まえて定められ

た「教育理念・教育目標」が、学内外に更に周知される努力を今後も継続していく。 

 

【基準１の自己評価】 

・ 大学校舎内の共用スペース、各教員の研究室には「教育理念・教育目標」が掲げられ、

学生及び教職員が常に理念･目標に沿って行動することに成果を挙げている。 

・ 毎年、理事長は年頭の挨拶の中で「教育理念」について学園設置校全教職員に対してそ
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の周知を図り、教職員の一体化に貢献している。 

・ 毎年、学長は入学式の挨拶の中で新入生とその父母に対して「建学の精神」に基づいた

「教育理念」と「教育目標」を説き、その内容は、『北薬大情報誌 桂』に掲載され、

入学生のみならず全学生に対する周知に貢献している。 

・ 『北海道薬科大学概要』、『学生便覧』、『入学案内』、『北薬大情報誌 桂』、ホームペー

ジ等の多くの媒体に「教育理念･教育目標」を掲載することで、学内外への周知に努力

している。 

 

【基準１の改善・向上方策（将来計画）】 

・ 「教育理念･教育目標」を周知すべく努力はしているが、平成19(2007)年度入学者の半

年後の「教育理念」周知度は66%にとどまり、更に周知を徹底する。 

・ 平成19(2007)年3月に実施した「外部評価委員会」による外部評価では、教員に対する

｢教育理念｣周知度調査も必要とされており、FD(Faculty Development)を実施する際に、

「教育理念･教育目標」の周知度調査を実施する。 

・ 「建学の精神」に基づく「教育理念・教育目標」の学内、学外への周知についての努力

がなされているが、今後とも継続して努力する。 
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基準２． 教育研究組織 

 

２－１．教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、大学の使命・

目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の適切な関連性が保

たれていること。 

《２－１の視点》 

２－１－① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機関等

の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。 

２－１－② 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が教育研究上

の目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。 

 

（１）２－１の事実の説明（現状） 

２－１－① 

・ 北海道薬科大学は、北海道工業大学、北海道自動車短期大学、北海道尚志学園高校、北

海道総合電子専門学校、北海道自動車学校を擁する「学校法人北海道尚志学園」に属

している（図 7-1-1、『データ編』 表 F-7、資料 F-1）。 

・ 本学は、図 2-1-1「教育組織図」に示すように、「薬学部」と「大学院薬学研究科」か

らなる（『データ編』 表 F-3、資料 2-1）。 

体 育 学 分 野

学　　長

評 議 会

附 属 機 関

医療薬学科

語 学 分 野

臨 床 薬 学 系

公衆･環境衛生学分野

薬 学 教 育 系 薬 学 教 育 分 野

基 礎 教 育 部

生 物 学 分 野

物 理 学 分 野

数 学 分 野

化 学 分 野

薬 事 管 理 学 分 野

地 域 医 療 薬 学 分 野

大 学 院
薬 学 研 究科

生 命 科 学 分 野

医 薬 化 学 分 野

社 会 薬 学 系

臨 床 薬 剤 学 分 野

医薬情 報解 析学 分野

薬 剤 学 分 野

薬 物 治 療 学 分 野

常 設 委 員会

薬  学  科薬　学　部

研究科委員会

附 属 施 設

教　授　会

病 態 科 学 分 野

基 礎 薬 学 系
薬 理 学 分 野

（平成20年度まで）

図 2-1-1 教育組織図 

・ 学校教育法一部改正に伴い、平成19(2007)年4月から、学部･大学院の職位･資格･権限、

人事、会議構成員、教員組織などを大幅に変更した（『データ編』 表 F-6、資料 F-3）。 

・ 「助教授」を「准教授」、「助手」を「助教」に職位名称変更し、准教授と助教の間に「講

師」の職位を置いた（資料 5-1）。 

・ 全ての教員はそれぞれ独立した存在であり、基本的に「教授」に従属する等の形態はな

い（資料 5-1）。 

・ 専任教員の独立性から、各教員個人に対して「教員研究費規程」に基づく「研究費」、

「研究用旅費」、「研究費加算額」等が配分される（『データ編』 表 5-5～表 5-8）。 
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北海道薬科大学 

・ 助教は修士の学位を必要要件とし、講師以上の職位は博士の学位を必要とする（資料

5-1）。 

・ 上記以外に、学士の学位を有する教員を「助手」とする規程を設けてあるが、現時点で

該当者はいない（『データ編』 表 F-6）。 

・ 薬学部に薬学教育課程を6年制とする「薬学科」を置く。平成17(2005)年度に募集を停

止した｢医療薬学科｣が平成20(2008)年度まで併設される（『データ編』 表 F-4）。 

・ 平成19(2007)年度は、薬学科の下に「基礎薬学系」、｢臨床薬学系｣、「薬学教育系」及

び「基礎教育部」を置いていた。 

・ ｢臨床薬学系｣の一分野としていた「社会薬学分野」の拡大化に伴い、平成20(2008)年5

月の時点では、「社会薬学分野」を4分野から成る「社会薬学系」に分離独立させ、薬

学科は、4系＋基礎教育部で構成されている（資料 2-1）。 

・ 同時に、「基礎薬学系」の「生命科学分野」にある「衛生学」担当教員を、その教育・

研究目的から「社会薬学系」に移行し、「公衆・環境衛生学分野」に独立させている。 

・ 「基礎薬学系」は専門基礎薬学、｢臨床薬学系｣は専門医療薬学を担当し、「社会薬学系」

は、6年制薬学教育課程で必修となっているヒューマニズム教育、医療倫理教育など、

薬剤師と社会との関わりについての教育を担当している（資料 3-3）。 

・ 「薬学教育系」は、学生、特に成績不振の学生に対する学習支援を担当し、また、「薬

剤師国家試験」に関する対策全般についても支援している（資料 2-1、資料 4-2）。 

・ 教養教育の充実を図るために、基礎教育部の専任教員が他の系から独立して存在してい

る（資料 2-4）。 

・ 6年制教育課程では、例えば「英語教育｣は、低学年から高学年までの一貫教育が必要

なので、高学年での「英語」を担当する薬学専門教員と教養教育担当教員の緊密な関

係を保つために、基礎教育部も薬学科の下に置いている（資料 2-1、資料 2-4）。 

・ 薬学部の教育研究組織の運営、教育研究活動を支援する施設の運営、及び常設･臨時の

委員会の運営は「教授会」を中心として行っており、学長が必要と認めた場合、全教

員が参加した「拡大した教授会」として開催されている（資料 2-3；「教授会、研究科

委員会組織に関する申し合わせ」）。 

・ 大学院薬学研究

科は、「生物薬学

専攻」と「臨床薬

学専攻」で構成さ

れ、生物薬学専攻

には、「修士課程

」と「博士後期課

程」があり、臨床

薬学専攻には「修

士課程」のみを置

く（『データ編』 

表 F-3、資料 2-1

）。大学院薬学研

附 属 施 設

臨 床 薬 学 分 野

博士後期課程

臨床薬学専攻

生 命 科 学 分 野
生物薬学専攻

薬 剤 学 分 野

常設委員会

修  士  課  程

修  士  課  程

附 属 機 関

研究科委員会

医 薬 化 学 分 野

薬 理 学 分 野

基 礎 薬 学 分 野

生 命 薬 学 分 野

薬 物 治 療 学 分 野

薬　学　部

病 態 科 学 分 野

臨 床 薬 剤 学 分 野

社 会 薬 学 分 野

大 学 院
薬 学 研 究 科

学　　長
(研究科長)

評　議　会

図 2-1-2 大学院薬学研究科 
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究科の教育研究組織を図 2-1-2に示す。 

・ 大学院薬学研究科の「研究科委員会」は、大学院担当教授で構成される（資料 2-3）。 

・ 大学院の担当教員は、薬学部の教員の中から「研究科委員会」が指名する。 

・ 人事案件以外の大学院に関する運営は、講師以上の大学院担当教員が参加する「拡大

した研究科委員会」を中心に行い（資料 2-3）、「大学院運営部」が運営に関する立案等

を担当している。 

・ 准教授以上の大学院担当教員で「大学院担当教員選考要領」の基準を満たす者は、大

学院学生に対して博士（薬学）の学位取得のための指導ができる（資料 5-2）。 

・ 講師以上の大学院担当

教員で「大学院担当教

員選考要領」の基準を

満たす者は、大学院学

生に対して修士（薬学）

の学位取得のための指

導ができる（資料 5-2）。 中 央 機 器 セ ン タ ー 運 営 委 員 会

情報システムセンター運営委員会

薬 学 教 育 セ ン タ ー 運 営 委 員 会

情 報 シ ス テ ム セ ン タ ー

図 書 館 運 営 委 員

薬 用 植 物 園 運 営 委 員 会

実 験 動 物 セ ン タ ー 運 営 委 員 会

図 書 館 ・ 医 薬 情 報 セ ン タ ー

薬 用 植 物 園

実 験 動 物 セ ン タ ー

Ｒ Ｉ セ ン タ ー 運 営 委 員 会附 属 施 設 Ｒ Ｉ セ ン タ ー

中 央 機 器 セ ン タ ー

常設委員会

薬 学 教 育 セ ン タ ー

附 属 機 関

薬　学　部

大 学 院
薬 学 研 究 科

学　　長

会

・ 6年制薬学教育課程の

「薬学部」を基礎とす

る修業年限4年の「大学

院博士課程」を、平成

24(2012)年度に設置

するべく準備を進め

ている。 

・ 本学には教育・研究

活動を支援するため

の附属施設として、

図  2-1-3に示すよう

に「図書館・医薬情

報センター」（『デー

タ編』 表 9-6、表 9-7

）、「薬用植物園」（『

データ編』 表 9-4）、

「実験動物センター

」、「RI(Radioisotope)

センター」、「中央機

器センター」、「情報

システムセンター」

（『データ編』 表 9-8

）および「薬学教育

センター」が設置さ

れ、これらの施設運 図 2-1-4 常設委員会と臨時委員会 

薬 学 研 究 科

学　　長

（臨時委員会)

公的研究費不正防止･内部監査委員

動 物 実 験 委 員 会

研 究 推 進 委 員 会

共 用 試 験 実 施 委 員 会

体 験 学 習 委 員 会

附 属 機 関

高 大 連 携 推 進 委 員 会

個 人 情 報 保 護 委 員 会

個 人 情 報 苦 情 対 応 委 員 会

外 部 評 価 委 員 会

附 属 施 設

常設委員会

国 際 交 流 委 員 会

臨 床 研 究 倫 理 委 員 会

就 職 部

入 試 部

広 報 部

薬　学　部

大 学 院

卒 後 教 育 委 員 会

自己点検・外部評価小委員会

教 務 部

学 生 部

国 試 対 策 委 員 会

点 検 ・ 評 価 委 員 会

カ リ キ ュ ラ ム 委 員 会

ハ ラ ス メ ン ト 防 止 委 員 会

組 換 Ｄ Ｎ Ａ 実 験 安 全 委 員 会

病 院 実 習 委 員 会

薬 局 実 習 委 員 会

大 学 院 運 営 部

基礎学力テスト小委員会

態度学習支援小委員会

ＡＯ室

ＦＤ小委員会

ＣＢＴ実施小委員会

ＯＳＣＥ実施小委員会

医療人GP委員会

図 2-1-3 付属施設の運営 
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北海道薬科大学 

・ 大学運営のために図 2-1-4に示す「常設委員会」（黄色）が設置され（資料 2-2）、それ

ぞれ「委員会規程」が定められ活動している。 

・ 「常設委員会」のほかに図 2-1-4に示すように、「臨時委員会」（緑色）として「基礎学

力小委員会」、｢態度学習支援小委員会」、「AO(Admission Office)室」、「自己点検・外部

評価小委員会」、「 FD(Faculty Development)小委員会」、「 CBT(Computer-based 

Testing)実施小委員会」、「OSCE(Objective Structured Clinical Examination)実施小

委員会」および「医療人GP委員会」が設置され、期間が限定されるような案件の運営

に関与している（資料 2-1～資料 2-3）。 

 

２－１－② 

・ 大学全体の運営は図 2-1-1 に示す組織図に基づく体制で行われている（資料 2-1～2-5）。 

・ 平成 19(2007)年度は、学長の下に薬学科長（医療薬学科長を兼任）を置き、薬学科長

の下に基礎薬学系主任、臨床薬学系主任、薬学教育系主任及び基礎教育部長を置く組

織構成であり、学長の職務全般を補佐する学長補佐が置かれていた。 

・ 平成 20(2008)年度 5 月現在、学長補佐の定年に伴い空席となったその職をそのままに

し、代わりに薬学科長を「薬学部長」とした（資料 2-1）。これは、学校法人北海道尚

志学園に属する「北海道工業大学」が 1 学部から 4 学部へ改組したことに伴い、学部

長職が発生したことに連動している。 

・ 「薬学部」には「薬学部教授会」が組織され、「大学院薬学研究科」には「大学院研究

科委員会」が組織されている（資料 2-3）。 

・ 薬学部には薬学部長（薬学科長兼任）を置き、薬学科長の下に基礎薬学系主任、臨床薬

学系主任、社会薬学系主任、薬学教育系主任及び基礎教育部長を置く。 

・ 基礎薬学系主任は、生命科学分野、医薬化学分野、薬理学分野、薬剤学分野を統合し、

それぞれに分野責任者を置く。 

・ 臨床薬学系主任は、薬物治療学分野、病態科学分野、臨床薬剤学分野を統合し、それぞ

れに分野責任者を置く。 

・ 社会薬学系主任は、薬事管理学分野、地域医療薬学分野、医薬情報解析学分野、公衆・

環境衛生学分野を統合し、それぞれに分野責任者を置く。 

・ 薬学教育系主任は、「薬学教育分野」の教員を統合し、分野責任者を兼任する。 

・ 基礎教育部長は、化学分野、生物学分野、物理学分野、数学分野、語学分野、体育学分

野を統合し、それぞれに分野責任者を置く。 

・ 学部運営のために附属機関として「教務部」、「学生部」、「就職部」、「入試部」、「広報部」

を置く。 

・ 大学院研究科長は学長が兼任し、その下に生物薬学専攻長と臨床薬学専攻長を置く。 

・ 大学院薬学研究科の運営のために薬学部長、生物薬学専攻長、臨床薬学専攻長及び基礎

薬学系、臨床薬学系あるいは社会薬学系の教授 1 人で構成される「大学院運営部」を

置き、学部における「教務部」、「学生部」、「就職部」、「入試部」、「広報部」に相当す
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る業務を担当する（資料 2-3）。 

・ 教育研究の基本的な組織は基本的に図 2-1-1 に示すように系統的に統合されており、

密接に連携している。 

・ 人事に関する案件以外の通常の大学運営、教育研究活動に関することは助教を含めた全

教員が参加する「教授会（拡大）」で最終意思決定をしている（資料 2-3）。 

 

（２）２－１の自己評価 

・ 本学の管理運営は、従来の教授会を中心とした大学運営から大きく転換し、全教職員参

加型の管理運営を行い、教員一丸となって大学運営に関与している。 

・ 人事以外の事項については、教授会を拡大して全教員が参加する「教授会（拡大）」で

審議、報告し、情報の共有化に成果を挙げている。 

・ 全教員は何らかの「運営部会」、「運営委員会」、「各種委員会」に関わっており、事務職

員も委員の一員として発言権を持ち、運営体制について全学の一体感がある（資料 2-3）。 

・ 教員間の連絡調整体制としては単なるトップダウンではなく、「運営部会」、「運営委員

会」、「各種委員会」で発案された件に関しても、ボトムアップでき、種々の提案がな

されている。 

・ 教員意見の更なるボトムアップのために「大学改善プロジェクト」を立ち上げ、ワー

キンググループを中心に活動しており、今後その成果が期待できる。 

・ 第 1 回の「大学改善プロジェクト」が実施され、管理職を除く教職員混成で小グルー

プを構成して、オフサイトミーティングを行ない、大学改善に繋がる提案がなされた。

学長は、附属機関の運営部会、附属施設の「運営委員会」、「常設委員会」、「臨時委員

会」に検討を付託し、速やかに回答し実行された（資料 2-3）。 

・ 現在本学にとって必要なことは、発案→討論→決定→実行のスピードであり、同時に当

該案件の学内のコンセンサスを得ることにある。スピードとコンセンサスが両立でき

る運営体制が今後の管理運営に多大の成果を挙げることが期待できる。 

・ 「薬学教育センター」の教員所属を基礎教育部から分離独立させ、薬学教育分野として

薬学科に組み入れたので、独自の教育活動（成績不振者への支援）に成果が期待でき

る（資料 2-3）。 

 

（３）２－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 本学の評議会、教授会、大学院薬学研究科委員会は、正規のメンバー以外に関連する教

員を多数取り込んだ拡大会議として開催されており、意見のボトムアップ及び案件処

理のスピードアップ、コンセンサス獲得に一層の努力を払う。 

・ 種々の会議に出席できない教員への周知徹底を図る工夫が必要であり、e-メール等によ

る会議内容の伝達手段の充実を検討している。 

 

２－２．人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられていること。 

《２－２の視点》 

２－２－① 教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。 

２－２－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。 
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（１）２－２の事実の説明（現状） 

２－２－① 

・ 教養教育が十分できるように、薬学科

に専門3系及び薬学教育系と独立した

組織として「基礎教育部」を設置して

いる（図 2-2-1）。 

教　授　会

病 態 科 学 分 野

基 礎 薬 学 系
薬 理 学 分 野

化 学 分 野

薬事管 理学 分野

地 域 医 療 薬 学 分 野

大 学 院
薬学研究科

薬  学  科薬　学　部

研究科委員会

附 属 施 設

生 命 科 学 分 野

医 薬 化 学 分 野

社 会 薬 学 系

臨床薬 剤学 分野

医薬情報解析学分野

薬 剤 学 分 野

薬物治 療学 分野

臨 床 薬 学 系

公衆･環境衛生学分野

薬 学 教 育 系 薬 学 教 育 分 野

体 育 学 分 野

学　　長

評議会

附 属 機 関

語 学 分 野

基 礎 教 育 部

生 物 学 分 野

物 理 学 分 野

数 学 分 野

常設委員会

・ 基礎教育部長の下、「基礎教育部」は化

学分野、生物学分野、物理学分野、数

学分野、語学分野、体育学分野で構成

され、所属の教員は、専任で教養教育

を担当している（資料 2-1）。 

・ 「薬学教育モデル・コアカリキュラム」

（資料 3-3）に記載される（A 全学年

を通して：ヒューマニズムについて学ぶ）及び（F 薬学準備教育ガイドライン（例示）：

（２)薬学英語入門）については、1年次から高学年までの一貫教育として実施する必

要があり、教養教育専任教員と薬学専門教員が連携しなければならないので、「基礎教

育部」も「薬学科」の下に組み込まれている（資料 3-3、3-4）。 

・ 「薬学教育モデル・コアカリキュラム」（B イントロダクション）に対応する、「薬学

概論」、「医学概論」、「看護学概論」、「医療福祉学概論」を１年次から高学年まで配置

し、人間形成のための医療倫理を含む教養教育に、社会薬学系を中心に教員を配置し

ている。 

・ 人間形成のための教養教育専任教員を充実しているのはもちろんであるが、医療人を意

識した教育には、薬学専門教員も積極的に参加し、教育目標である「高い倫理性と豊

かな人間性の涵養」及び「視野の広い健全な人材の輩出」を達成するように組織され

ている。 

 

２－２－② 

・ 「基礎教育部」の専任教員は、化学分野、生物学分野、物理学分野、数学分野、語学分

野、体育学分野のいずれかに所属し、それぞれに分野責任者を置いて各分野の運営責

任を負い、更に基礎教育部長が全体を統括する責任体制が確立している（資料 2-4）。 

・ 「薬学教育モデル・コカリキュラム」の「ヒューマニズム教育」、「概論」、高学年の「英

語教育」等、専門教員も積極的に教養教育に参加するために基礎教育部を薬学科の下

に置き、薬学部長（薬学科長）まで及ぶ責任体制を確立している。 

・ 6 年制教育課程のカリキュラムは、薬学科設置届出申請時に「薬学教育制度検討委員会」

が「薬学教育モデル･コアカリキュラム」に準拠して作成している（資料 3-3、3-4）。 

・ 教養教育の内容については、「カリキュラム委員会」が検討し、改善すべき点は改善す

る体制ができている。 

・ 教養教育の実施については、「教務部会」が運営し、全教員のバランスの取れた時間管

理、成績管理についての責任体制が確立している（資料 3-1）。 

 

図 2-2-1 基礎教育部 
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・ 教養教育の評価については、「点検・評価委員会」（資料 2-5）の下部組織である「FD

小委員会」(資料 2-3；「校務役職名簿」、図 2-1-4）が、評価体制の運営管理を行って

いる。 

 

（２）２－２の自己評価 

・ 基礎教育部長の下に、化学分野、生物学分野、物理学分野、数学分野、語学分野、体育

学分野を配置し、それぞれに分野責任者を置いて教養教育を担当する責任体制が確立

し、その成果を挙げている。 

・ 高等学校における未履修科目の増加、入学試験の多様化等に伴って基礎学力が低下する

中で、基礎教育部教員を中心に講義科目に対する補習授業（演習Ⅰ、演習Ⅱ）を導入

し、成績不振の学生を支援することに努めている。 

・ 「薬剤師養成」を謳う6年制教育課程の中で、「医療人としての人間形成教育」を実施

するために、多くの薬学科教員が教養教育に参加し、医療人としての態度教育を行っ

ている。 

・ 特に、「薬学教育モデル・コアカリキュラム」の「ヒューマニズムについて学ぶ」を実

施するために、「ヒューマニズム論Ⅰ（薬と社会）」、「Ⅱ（生と死）」、「Ⅲ（キュア＆ケ

ア）」、「Ⅳ（薬害とその防止）」、「Ⅴ（医療倫理）」を、「薬学概論」、「医学概論」、「看

護学概論」、「医療福祉学概論」と交互に組んで1年次から5年次前期まで配置し、教養

教育担当教員のみならず、全学を挙げて教養教育、医療人教育を実施し、その成果が

期待できる（資料 3-3、3-4）。 

・ 「カリキュラム委員会」、「教務部会」、「FD小委員会」が、教養教育の管理・運営にあ

たり、最終的には全教員が参加する「教授会（拡大）」で意思決定し、責任を負うシス

テムが機能している（資料 2-3）。 

 

（３）２－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ 薬学教育が6年制教育課程に移行したことを受け、基礎教養教育の一層の充実を図る。 

・ 「薬学教育モデル・コアカリキュラム」に準拠したヒューマニズム論や概論が、全学年

を通した科目であるため、年次進行する中で、充実した内容を企画し、教育法の改善

を行う。 

 

２－３．教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者の要

求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。 

《２－３の視点》 

２－３－① 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。 

２－３－② 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命・目的及び学習者の

要求に対応できるよう十分に機能しているか。 

 

（１）２－３の事実の説明（現状） 

２－３－① 

・ 学長(研究科長)の下に教授会と研究科委員会が設置されている（資料 2-1）。 

19 



北海道薬科大学 

・ 薬学部には「薬学科」（4 年制教育課程の学生が在学する限り医療薬学科も並立される）

があり、「薬学科」には「基礎薬学系」、「臨床薬学系」、「社会薬学系」、「薬学教育系」

及び「基礎教育部」の 4 系 1 部が設置されている（資料 2-1）。 

・ 「基礎薬学系」は、生命科学分野、医薬化学分野、薬理学分野、薬剤学分野で構成され

る。 

・ 「臨床薬学系」は、薬物治療学分野、病態科学分野、臨床薬剤学分野で構成される。 

・ 「社会薬学系」は、薬事管理学分野、地域医療薬学分野、医薬情報解析学分野、公衆・

環境衛生学分野で構成される。 

・ 「薬学教育系」は薬学教育分野で構成される。 

・ 「基礎教育部」は、化学分野、生物学分野、物理学分野、数学分野、語学分野、体育学

分野で構成される。 

・ 「薬学部」には、学内の教育・研究に係る運営を担当する附属機関として、「教務部」、

「学生部」、「就職部」、「入試部」、「広報部」が設置されている（資料 2-5）。 

・ 大学院薬学研究科は「生物薬学専攻」と「臨床薬学専攻」で構成されている。 

・ 大学院薬学研究科には、教育・研究に関する学内運営組織として「大学院運営部」が設

置されている（資料 2-3）。 

 

２－３－② 

・ 図2-3-1に示すように、学部・大学院の教育・研究に関する学内運営組織としての教務

部・学生部・就職部・入試部・広報部及び大学院運営部は、部長及び複数の主任から

構成されており、それぞれが教育内容や運営に関する責任に応じた意思決定を行って

いる（資料 2-3）。 

・ 各分野における教育研究に

係わる諸問題は各分野で討

議され、分野責任者を通じて、

各系及び基礎教育部に上げ

られ、討議される。必要であ

れば各系主任あるいは基礎

教育部長から薬学部長を通

じて対応する運営部会ある

いは、2-1-①に記載している教育・研究活動を支援するための附属施設である「図書館・

医薬情報センター」、「薬用植物園」、「実験動物センター」、「RIセンター」、「中央機器

センター」、「情報システムセンター」、「薬学教育センター」の各運営委員会に提案・

討議され、最終的に「教授会」あるいは「研究科委員会」で意思決定される（資料 2-5）。 

大学院運営部(部長１名、主任６
研究科委員会

教務部(部長１名、主任４名)

学生部(部長１名、主任４名)
学長 

就職部(部長１名、主任４名)

入試部(部長１名、主任４名)
教授会 

広報部(部長１名、主任４名)

図 2-3-1 学内運営を担当する附属機関 

・ 平成19(2007)年度は、教授会は23回、研究科委員会は21回開催され、それぞれ付議さ

れた教育研究に係る事項の審議決定が行われた。 

 

（２）２－３の自己評価 

・ 教育方針等を決定する教授会及び研究科委員会が、大学の使命・目的及び学習者の要求

に対応できるよう十分に機能している。 

20 



北海道薬科大学 

・ 最終意思決定機関である教授会は、学長が必要と認めたとき助教を含めた全教員が出席

して意思決定に参画し、管理･運営に関する情報の共有に成果を挙げている。 

 

（３）２－３の改善・向上方策（将来計画） 

・ 4年制薬学教育課程の最終年度に当たる平成20(2008)年度の学生教育を疎かにするこ

となく、6年制教育課程の教育体制の一層の充実を図る。 

・ 現在のところ全学あげての大学運営が実施されているが、薬系大学を取り巻く環境の激

変に対応すべく、教職員が一致して新制度化での大学運営を実施し、教育・研究充実

のさらなる向上を図るよう努力する。 

 

【基準２の自己評価】 

・ 教育研究の基本的な組織は全体的に統合され、適切に構築されており、現在円滑に機能

している。特に、運営系統がトップダウンのみならず、「大学改善プロジェクト」シス

テムの導入により、教職員の意見のボトムアップが一層期待できる。 

・ 教育研究上の目的を達成するために薬学部、大学院研究科の組織構成が整備されており、

附属機関及び附属施設が学部・大学院の活動に密接に連携し、機能している。 

・ 本学運営上、発案→討論→決定→実行のスピードと同時に当該案件の学内のコンセンサ

スの獲得に一定の成果を挙げている。 

・ 意思決定のスピードとコンセンサスの両立に成果を挙げているが、薬科大学を取り巻く

環境の変化の速いスピードに対応するには、どうしてもスピードが優先されがちであ

る。 

・ 学部教育課程は、平成 5(1993)年度の本学におけるカリキュラムの抜本的改定のときか

ら、6 年制教育課程を視野に入れて改革・改変を繰り返し、平成 16(2004)年度の 2 学

科の医療薬学科への統合を経て来ているので、6 年制教育課程への移行は余り違和感な

く受け入れられ、機能している。 

・ 一方、本学が早くから 6 年制薬学教育課程を意識した改革を行っているために、薬学

教育制度の変革を意識しない教員も見受けられる。 

・ 学部教育改革と比較して、大学院研究科の組織改革は後手に廻っている。しかし、臨床

薬学専攻修士課程は、「質の高い薬剤師養成」教育を実施し、6 年制教育課程を先取り

した内容で成果を挙げている。 

・ 生物薬学専攻と臨床薬学専攻の垣根を取り除き、「臨床薬学実務研修」を生物薬学専攻

の学生も履修可能とし、6 年制教育課程の実務実習を意識した「病院 3 か月」と「薬局

2 か月」を組み合わせた「臨床薬学実務研修」として機能している。 

・ 教育研究に関わる学内意思決定には、多くの教職員が参加するシステムを構築しており、

開かれた大学運営の実施に成果を挙げている。 

 

【基準２の改善・向上方策（将来計画）】 

・ 平成 17(2005)年度の外部評価において、「学部組織改革に比し大学院組織の改革が見え

ない」との指摘を受けたので、6 年制教育課程の「薬学部」を基礎とする大学院構想に

ついて早急に具体化する。 
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・ 学校教育法一部改正に伴って組織改編し大幅に大学院担当教員を増加し、一定の資格基

準を満たす准教授にも博士学位審査権を付与するなど改革を断行しているが、なお一

層の改善を図る。 

・ 平成 20(2008)年度までの 4 年制教育課程を履修する学生と 6 年制教育課程を履修する

学生の共存を図り、4 年制教育課程の学生にも OSCE の要素を取り入れた学習を経験

させる。 

・ 大学運営上で、発案→討論→決定→実行のスピードと学内のコンセンサスの両立をバラ

ンスよく保つ努力を継続する。 
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基準３． 教育課程 

 

３－１．教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 

《３－１の視点》 

３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、

研究科ごとの教育目的・目標が設定されているか。 

３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されて

いるか。 

３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。 

 

（１）３－１の事実の説明（現状） 

３－１－① 

〔学 部〕 

・ 本学の建学の精神は、「地域的必要性と社会的要請に応える薬剤師の養成」であり、現

在の社会的需要である「医療人としての質の高い薬剤師」を養成することに教育目的・

目標を設定している（資料 F-2、資料 1-1）。 

・ 本学の教育目的は、「医療薬学科（４年制教育課程）」及び「薬学科（６年制教育課程）」

ともにその学則第1条に「社会に貢献する薬剤師の育成」と記載されており（資料 F-3、

資料 1-2）、そのために必要な知識・技能・態度を教授するための教育を行っている（『デ

ータ編』 表 3-1）。 

・ 革新的な新薬の開発、医療技術の進歩にともなう薬剤師職能の高度化、拡大化を背景に

して、平成18(2006)年度に薬学教育制度改定が行われ、薬剤師を養成する教育課程の

修業年限は6年間に延長された。薬剤師養成を教育理念とする本学は、6年制薬学教育

課程の「薬学部薬学科」のみを設置し（『データ編』 表 F-2）、教育理念に基づいた

「薬剤師養成教育」に専念している（資料 3-1、資料 3-3）。 

・ この制度改定に伴い、「医療薬学科」は、平成17(2005)年度をもって学生募集を停止

し、「薬学科」が平成18(2006)年度から学生募集を開始した。 

〔大学院〕 

・ 大学院薬学研究科は、「生物薬学専攻」と「臨床薬学専攻」の2専攻があり、「生物薬学

専攻」には修士課程と博士後期課程が、「臨床薬学専攻」には修士課程が設置されてい

る（『データ編』 表 F-2）。「生物薬学専攻」は薬学研究者をはじめとした、あらゆ

る薬学関連領域で活躍できる人材の育成を目指し、また「臨床薬学専攻」では、臨床

薬学の知識・技術を修得し、病院あるいは地域における医療チームの中核として活躍

し得る高度の専門的職業人としての薬剤師の育成を目指している（資料 3-3）。 

 

３－１－② 

〔学 部〕 

・ 学部の教育課程の編成方針は、「医療人としての質の高い薬剤師養成」という目的達成

のために適切に設定されている。（『データ編』 表 3-1、資料 F-2、資料 F-4、資料 

3-3）。 
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・ 「医療薬学科」及び「薬学科」のカリキュラムは、「薬学教育モデル・コアカリキュラ

ム」（資料 3-3）に準拠するとともに、本学の「教育理念」である薬剤師養成のために

必要な医療系教科目を取り入れている。 

・ 「医療薬学科」のカリキュラムは、6年制薬学教育課程を念頭に、医療薬学系科目を重

視し、1か月の「病院実習」に加えて0.5か月の「薬局実習」を必修にし、病院実習・薬

局実習に対する事前実習としての「臨床薬学実習」を充実して、6年制教育課程の要素

を取り入れたカリキュラムに改訂し、平成16(2004)年度から実施している（資料 3-3、

資料 3-4）。 

・ 「薬学科」のカリキュラムは「薬学教育モデル・コアカリキュラム」に準拠し、リメデ

ィアル科目、薬学導入科目、語学、医療倫理、薬学専門科目、事前実習、実務実習、

卒業研究を段階的に無理なく学ぶことができるように配置している（資料 3-3）。 

・ 編成方針に基づき、各学年の授業科目は必修科目、選択科目、自由科目として配当し（自

由科目は卒業要件単位には含まれない）、進級基準、卒業基準は履修規程に明示してい

る（『データ編』 表 3-1、表 3-2、表 3-4、資料 F-5）。 

・ 学習内容は『シラバス』に時間進行に従って記載され、「一般目標」、「行動目標」とし

て学習の目標が示されている（資料 3-3）。 

・ 1授業時間を60分とし、各授業時間の間に15分間のインターバルを入れ、効果的で無理

のない授業時間体制を採用している（資料 1-4、資料 3-4）。 

・ 1年間を前期と後期に分けたセメスター制度を取り入れた教育課程を編成している（資

料 3-2、資料 3-4）。 

〔大学院〕 

・ 大学院薬学研究科の教育課程の編成方針は、「生物薬学専攻」と「臨床薬学専攻」のそ

れぞれの教育目的を達成するために適切に設定されている（資料 F-4、資料 3-3）。 

・ 修士課程の教育課程は、「生物薬学専攻」では講義、演習、生物薬学課題研究からなり、

「臨床薬学専攻」では講義、演習、臨床薬学課題研究の他に、高度な専門的職業人と

しての薬剤師の育成を目指すために、事前学習に相当する1か月の「臨床薬学総合演習」

及び学外施設での「臨床薬学実務研修」が必修となっている（資料 3-3）。 

・ 平成19(2007)年度から、「生物薬学専攻」の学生も「臨床薬学総合演習」及び「臨床薬

学実務研修」を選択で履修可能とした（資料 F-4）。 

・ 博士後期課程では修士課程で開講する授業科目のうち32単位以上を修得した上で課題

研究及び学位論文の作成についての指導教員の指導を受けている（資料 F-5、資料 

3-3）。 

 

３－１－③ 

 個々の授業科目で『シラバス』（資料 3-3）を活用し、学生は「学習の流れ」を理解し、

教員は円滑に指導できるようにして、教育理念・教育目標が教育方法に十分反映されてい

る。 

〔学 部〕 

「医療薬学科」 

・ カリキュラムに、基礎教育科目、基礎薬学系科目、臨床薬学系科目を段階的に配置し、
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「質の高い薬剤師」に必要な「知識」修得のための教育方法が整備されている（『デー

タ編』 表 3-1、資料 3-3）。 

・ 事前学習である「臨床薬学実習」の後、学外施設での｢薬局実習｣、｢病院実習｣を実施し、

「質の高い薬剤師」に必要な「技能」修得のための教育方法が整備されている（『デー

タ編』 表 3-1、資料 3-3）。 

「薬学科」 

・ 6年制教育課程は、文部科学省に提出された『北海道薬科大学薬学部薬学科設置届出書』

に基づき施行されている（資料 3-1）。 

・ カリキュラムは、6年制教育課程に先行して、本学では既に4年制教育課程に組み込ま

れている「薬剤師養成カリキュラム」の内容を基本的に受け継ぎ、医療薬学、臨床薬

学を充実させて構成されている（『データ編』 表 3-1）。 

〔大学院〕 

・ 「生物薬学専攻修士課程」は、その教育の目的から課題研究を重視したカリキュラムと

なっている。学生は、入学時に指導教員に配属され、講義の受講とともに、論文調査・

討論などを行う「特論演習」及び「生物薬学課題研究」に着手している。指導教員の

もとで行われる演習・研究活動を通して、問題発掘・解決の手法を学んでいる（資料 

F-4；「大学院進学のために」）。 

・ 「臨床薬学専攻修士課程」は、入学時に特論指導教員への仮配属を行うが、基本的に「大

学院臨床薬学演習室」にて「共同学習」を行っている。「共同学習」は、互いに協力し

て物事を達成する能力を醸成することを目的としている。1年次後期に、約20日間の「臨

床薬学総合演習」で事前学習を履修した後、5か月間の「臨床薬学実務研修」（病院3か

月、薬局2か月）を行い、研修終了時に研修報告書を提出する。2年次では指導教員の

もとで臨床研究テーマに基づく「臨床薬学課題研究」を実施している（資料 F-4）。 

・ 「生物薬学専攻」、「臨床薬学専攻」ともに、各課題研究終了後に大学院運営部が開催す

る「修士論文発表会」において、発表時間15分間、質疑応答時間10分間で研究成果を

発表する（学位規程施行細則 規程集 5-5）。論文発表は、試験の一環として実施され、

指導教員による補助的発言は禁止されている。 

・ 「修士論文発表会」の内容に基づく修士論文を提出し、主査・副査による審査を受け、

研究科委員会の審議を経て、生物薬学専攻修了者には、「修士（薬学）」、臨床薬学専攻

修了者には、「修士（臨床薬学）」の学位が授与される（学位規程 規程集 5-4）。 

 

（２）３－１の自己評価 

・ 「教育理念・教育目標」に基づいてカリキュラムが編成され、『シラバス』（資料 3-3）

を活用した教育方法が取られ、「質の高い薬剤師養成教育」に成果を挙げている。 

・ 4年制教育課程である「医療薬学科」においても、6年制教育課程を先行させたカリキ

ュラムを編成し、薬剤師養成教育に成果を挙げている。 

・ 6年制教育課程である「薬学科」においては、年限延長を活かし、更に充実した医療薬

学、臨床薬学の授業科目を配置している。 

・ 大学院薬学研究科では、「生物薬学専攻」及び「臨床薬学専攻」設置の目的に沿った教

育方法が採用されている。 
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・ 「生物薬学専攻修士課程」の学生でも、「臨床薬学実務研修」を履修できるようにし、

6年制教育課程の長期実務実習に対応する制度にした。 

 

（３）３－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 6年制教育課程の教育を充実させるために、今後とも教育内容・教育法、教育施設・設

備の改善に努力する。 

・ 基本的に平成20(2008)年度が最終年度になる「医療薬学科」の学生にも、6年制教育課

程の要素を取り入れた教育を実施する。 

・ 平成24(2012)年度に6年制薬学教育課程を基礎とする修業年限4年の新しい大学院を設

置する。 

・ 現在の大学院臨床薬学専攻修士課程を、6年制薬学教育課程の5～6年次に対応する課程

（薬科学）として存続させ、4年制教育課程を修了した既卒の薬剤師に卒後教育プログ

ラムを提供することを計画する。 

 

３－２．教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。 

《３－２の視点》 

３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

３－２－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。 

３－２－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 

３－２－④ 年次別履修科目の上限と進級・卒業・修了要件が適切に定められ、適用され 

ているか。 

３－２－⑤ 教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効に活用

されているか。 

３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。 

３－２－⑦ 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を行っている

場合には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授業、添削

等による指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利用して行う授

業の実施方法が適切に整備されているか。 

 

（１）３－２の事実の説明（現状） 

３－２－① 

〔学 部〕 

・ 授業科目の構成、年次配置等はカリキュラム編成方針に沿っている（『データ編』 表  

3-1）。 

・ 開講する授業科目は「カリキュラム系統表」としてまとめ、『シラバス』の中に綴じ込

んである（資料 3-3）。 

・ 各授業科目の単位数、クラス構成、担当教員名、概要、一般目標、行動目標、授業内容、

成績評価の方法等は『シラバス』に明記されている（資料 3-3）。 

・ 各科目の『シラバス』は各科目担当教員が統一した様式に従い作成し、カリキュラム委

員会が書式、内容について点検、確認を行う。 
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〔大学院〕 

・ 特論講義の授業内容は、特論担当教員が作成し、大学院運営部会で内容を点検した上で

『シラバス』に明記されている（資料 3-3）。 

 

３－２－② 

〔学 部〕 

・ 「医療薬学科」及び「薬学科」ともに「質の高い薬剤師」を養成するための教育課程を

編成する方針に即して、授業科目を配置し、内容を設定している。 

・ 授業科目、授業の内容は、カリキュラムの概要として「カリキュラム系統表」に示され、

『シラバス』内に掲載している（資料 3-3）。 

 「医療薬学科」のカリキュラムの概要と特徴 

・ 卒業要件単位数は136単位（必修132、選択4）である。カリキュラムの特徴は以下の通

りである。平成18(2006)年度入学者から6年制教育課程となったために、3年次と4年次

のカリキュラムの概要と特徴を示す（『データ編』 表 3-1、資料 3-3）。 

1) 4年間という短い修学期間を薬剤師養成のために有効に活用し、かつ学生の負担を

軽減するため、選択科目を極力削減し、必修重視のカリキュラムとしている。 

2) 薬学基礎科目、衛生薬学及び医療薬学科目（基礎）を無理なく配置している。 

3) 薬剤師が薬物療法の専門家として活躍する上で必須な医療薬学・臨床薬学科目、特

に「薬物治療学」を3年次前期～4年次前期に5単位設けている。 

4) 2～3年次の実習内容は、薬剤師職能に必要な項目を盛り込むとともに、実施形態を

少人数（約20人程度）編成とし、学習手法を問題発掘・解決型としている。 

5) ４年次には、薬剤師職能に必要な1か月の「病院実習」と0.5か月の「薬局実習」を

必修で実施している。0.5か月の「薬局実習」を全員必修で実施している大学は、全

国でもまだ数が少ない。「病院実習」を履修している8,893人の学生のうち、2,168

人が受講しているに過ぎない(資料 3-3；「薬学教育協議会資料」)。 

6) これらの実習に先立って、事前実習として位置づけた「臨床薬学実習」で、調剤技

法、輸液管理、臨床心理・コミュニケーション技術、TDM (Therapeutic Drug 

Monitoring)、 DI (Drug Information)、保険薬局業務、一般用医薬品販売業務、薬

物治療解析など薬剤師として必要な技能と態度の修得を行っている。保険薬局業務、

図 3-2-1 臨床薬学総合演習 

左 一般医薬品販売業務 右 地域住民が参加する「臨床コミュニケーション」: :  
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一般用医薬品販売業務に関する事前実習には、84人の現場薬剤師が「臨床教員」と

して参加し、14人の地域住民がＳＰ（Simulated Patients：模擬患者）として参加

して、学生の教育にあたっている（図3-2-1）。 

7) 6年制教育課程で導入される「薬学共用試験」のCBT(Computer-based Testing)と

OSCE(Objective Structured Clinical Examination)を4年制教育課程の学生にもト

ライアルとして実施し、6年制教育課程の要素を取り入れた教育を行っている。 

8) 薬剤師国家試験に対しては、「薬学総合演習」（4年次後期）において十分な対策を

行っている。 

「薬学科」のカリキュラムの概要と特徴 

・ 卒業要件単位数は198単位（必修194、選択4）である。カリキュラムの特徴は以下の通

りである（『データ編』 表 3-1、資料 3-3）。 

1) 入学試験の多様化、新設薬科大学、薬学部の増設などが要因となり、入学時の学生

間の学力差はより一層広がる傾向にある。入学時に「基礎学力テスト」を課し、そ

の成績及び高等学校での履修状況を考慮して、演習によるリメディアル教育を行っ

ている(資料 3-3)。 

2) 入学時に「大学入門」を開講し、早期

に大学での勉強法と学習態度を身に

つけ、また大学での生活に慣れるため

の工夫をしている(資料 3-3)。 

図 

3) 1年次から5年次まで「ヒューマニズム

論」と薬学、医学、看護学、医療福祉

学の医療に関係する「概論」科目を設

置し、常に医療人になることを自覚で

きるように工夫している(資料 3-3)。 

4) 1年次前期は「物理」、「化学」、「生物」、

「数学」、「英語」などの基礎学力を身

につけるための教科を配置している

3-2-2 本学のOSCEトライアル 

(資料 3-3)。 

5) 平成18(2006)年度「医療人ＧＰ」で選定された取組に基づき、平成19(2007)年度は、

1年次の早期体験学習「アーリーエクスポージャー」、2年次の体験学習を北海道全

域の学外施設で実施した。平成20(2008)年度は、1年次と2年次に加え、3年次の経

験学習も実施した。北海道全域において1～3年次まで継続的な体験学習を、全員必

修として行い、地域医療、特に過疎地医療を理解することを特徴とする(資料 F-2)。 

6) 上記「医療人GP」の取組を実施するため、毎年6月に「医療人ウイーク」を設定し

シ

制御学」、「処方解析学」、「薬歴管理学」等を重点配置し

ている（資料 3-2）。 

7) 薬剤師に必須なコミュニケーション能力を養うために、1年次に「コミュニケー

ョン論」、4年次に「臨床コミュニケーション論」を配置している(資料 3-3)。 

8) 3年次以降には、医療薬学系・臨床薬学系の科目である「化学療法学」、「輸液・

栄養管理学」、「感染

ている(資料 3-3)。 
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9) 英語教育を重視し、薬剤師として必要とされる英文の講読を4年次前期まで行い、4

年次後期に開講される「医薬情報学」につながる構成としている。また、語学分野

の教員は、自由科目に「Let’s TOEIC」を開講し、学生のTOEIC(Test of English for 

希望

地域医療薬学」、「地球環境学」、

合演習Ⅱ」、「実習Ⅶ」

とし、「北海道地区薬学実務実習調整機

国家試験に対しては、「総合演習Ⅲ」（6年次後期）において十分な対策を行

薬学専攻」と「臨床薬学専攻」を設置してい

1年次後期か

る。2

薬学専攻」のみに設置され、課

題研究が中心となっている（資料 3-1～資料 3-3）。 

時

間割表」を配布して、その周知を図っている（資料 F-5、資料 3-1、資料 3-2）。 

演習は15～30時間、実習及び実技は30

年は、原則、前期（4月1日～9月30日）と後期

International Communication)受験を促している。 

10) 自由科目としてハワイ大学で2週間（40時間）の「海外語学研修」を開講し、

者は「Let’s TOEIC」の受講とTOEIC受験が条件となっている(資料 3-3)。 

11) 選択科目を拡充し、「文学」、「自然科学概説」、「国際情勢概説」、「スポーツ

科学概説」、「セルフメディケーション概説」、「

「社会保障論」を新設している（資料 3-3）。 

12) 5年次前期の「実務実習事前実習」では実務実習に対応した事前実習を行うが、4年

次前期の「演習Ⅶ」、「実習Ⅵ」、さらに４年次後期の「総

の中で調剤技法、医療面接を含めた事前教育を実施する。 

13) 病院実習、薬局実習ともに2.5か月間の実習

構」の協力により道内全域で実施する。 

14) 薬剤師

う。 

〔大学院〕 

・ 修士課程は、教育目標の違いにより「生物

る（『データ編』 表 F-3、資料 F-3）。 

・ 「生物薬学専攻」は、1年次前期に特論講義が集中的に行われるが、講義科目は個々の

学生の専門分野に合わせられるよう、ほとんどが選択科目となっている。

ら生物薬学課題研究の履修が中心となっている（資料 3-1～資料 3-3）。 

・ 「臨床薬学専攻」は、高度な職業人としての薬剤師を目指すことを教育理念としている

ため、薬剤師職に必要な特論講義が必修となっている。1年次後期に約20日間の事前学

習としての「臨床薬学総合演習」を実施した後に、5か月の実務研修を行ってい

年次は臨床薬学課題研究の実施が中心となっている（資料 3-1～資料 3-3）。 

・ 博士後期課程は、薬学研究者の養成と位置づけ、「生物

 

３－２－③ 

・ 学部学生、大学院学生に配付する『学生便覧』に年間行事予定、授業期間等を明示する

とともに、入学時、進級時ガイダンスに「医療薬学科」および｢薬学科｣それぞれの「授

業時間割表（学部）」及び「演習･実習予定表」を配付し、大学院には、「大学院授業

 

３－２－④ 

〔学 部〕（『データ編』 表 3-4、資料 F-5、資料 3-1～3-4） 

・ 授業と単位：1授業時間を60分とし、講義及び

～45時間の授業をもって1単位としている。 

・ 学年と学期：セメスター制を採用し、学
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（10月1日～3月31日）に分けている。 

・ 修業年限と在学年限：「医療薬学科」の修業年限は4年であり、在学期間は8年を超える

ことはできない。「薬学科」の修業年限は6年であり、在学期間は10年を超えることは

は、表 3-2-1に示す卒業要件単位数を満たす必要が

ある（『データ編』 表 3-4）。 

 

表 3

医療薬学科 教育課 薬学科（6 課程

できない。 

・ 卒業要件と単位数：卒業するために

-2-1 卒業要件単位数 

（4年制 程） 年制教育 ） 

講 義 1 106.5単位 講 義 27.0単位

演 習 11.0単位 演 習 17.5単位必修科目 

1

必修科目 

 習 4実 習 4.5単位 実 9.5単位

選択科目 4.0単位 選択科目 4.0単位

合  計 136.0単位 合  計 198.0単位

 

〔大学院〕（資料 F-5、資料 3-1～3-4） 

前期２年及

究指導を受けたうえ、博士論文の審

査及び最終試験に合格することが必要である。 

績評価法は、

育課程では、特に優れたものに対してＳ

育課程では、進級基準にＧＰＡ(Grade Point Average)を加味している（資料 

づいて教員は成績評価を行

・ 授業と単位：学部に準じている。 

・ 学年と学期：学部に準じている。 

・ 修業年限：修士課程の修業年限は2年である。博士課程は5年とし、これを

び後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は修士課程として取り扱う。 

・ 修了要件と単位数：修士課程の修了要件は32単位以上を取得し、かつ必要な研究指導

を受けたうえ、修士論文の審査及び最終試験に合格することが必要である。博士課程

の修了要件は32単位以上を修得し、かつ必要な研

 

３－２－⑤ 

・ 成績評価：学部・大学院授業科目の成績は、各科目担当教員が学生個々の試験成績、平

素の業績（レポート等）、出席状況等を考慮し、総合的に評価している。成

授業ごとに『シラバス』に明記し、学生に周知している（資料 3-3）。 

・ 科目の評価は、表 3-2-2に示すように学習到達度に基づきA、B、C、Dで評価し、A、

B、Cを合格、Dを不合格としている。6年制教

評価を設けている（『データ編』 表 3-2）。 

・ 6年制教

F-5）。 

・ 出席基準を満たさない場合は失格(E)となる（資料 F-5）。 

・ 「FD(Faculty Development)小委員会」は、本学の教育の現状を分析したうえで「成績

評価ガイドライン」を作成し、この「ガイドライン」に基

うことを指導される（『データ編』 表 3-4、資料 3-3）。 

※ GPAは（対象科目の単位数×その科目で得た成績指数）の総和を対象科目の総単位数
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で除したものである。成績指数はSが4、Aが3、Bが2、Cが1、Dが0としている。未修得

単位数が8単位以下であることとGPAが1.30以上であることが進級基準となっている。 

 

表 3

4年制教育  制教育課

-2-2 成績評価 

医療薬学科（ 課程） 薬学科（6年 程） 

学 ) 評 価 学 ) 評 価 習到達度(% 習到達度(%

80％以上 A 90％以上 S 

70％以上80％未満 B 80％以上90％未満 A 

60％ 満 

合 格 

以上70％未 C 70％以上80％未満 B 

60％未満 D 不合格 60％ 満

合 格 

以上70％未 C 

 60％未満 D 不合格 

 

３－２－⑥ 

・ 医薬情報の収集と活用が薬剤師業務には必須との考えから、全学生はノートパソコンを

所有し、入学時に学内LAN(Local Area Network)講習、ネットワークマナー教育、セ

容の

に組み込むこと

学

階から薬剤師を養成する指導的教育

者としての資質形成を促している（資料 5-6）。 

 該当ありません。 

・コアカリキュ

がって、「質の高い薬剤師」に

内容で実施して

キュリティー教育、情報処理実習を行っている（資料 3-3）。 

・ 各学年に主要講義課目に対する「演習」を設け、50～60人の学生単位に、講義内

理解が難しいと考えられる部分を演習形式によって補完している（資料 3-3）。 

・ 「医療人ＧＰ」の取組である「体験学習」は、北海道内の地域出身者は全員が出身地

に戻り実施する。「体験学習」は、6年制教育課程のカリキュラムの1年次「アーリーエ

クスポージャー（早期体験実習）」、2年次「実習Ⅱ」、3年次「実習Ⅳ」

により、全員が必修として実施できるようにしている（資料 3-3）。 

・ 「薬学教育センター」は、学内LANを用いた「教育支援システム」に種々の科目の

習問題を配信し、学生の日常的な自己学習を促している（表 4-2-1、資料 4-2）。 

・ 「臨床薬学実務研修」を修了した臨床薬学専攻の学生は、4年制教育課程の4年次に開

講している「臨床薬学実習」にＴＡ(Teaching Assistant)として参加し、教育支援を

行うとともに、ＴＡの経験を通して、大学院の段

 

３－２－⑦ 

・

 

（２）３－２の自己評価 

・ 「医療薬学科（4年制教育課程）」及び「薬学科（6年制教育課程）」の教育課程では、「質

の高い薬剤師」を養成するという編成方針に基づき、「薬学教育モデル

ラム」に示された教育内容に準拠したカリキュラムを設定している。 

・ 設定された「薬剤師養成のためのカリキュラム」にした

なるために必要な医療教育、臨床教育を行っている。 

・ 病院と薬局での「実務実習」は全員必修で実施しており、十分な期間と
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いる「事前実習」は、「実務実習」受入施設からも評価されている。 

・ 成績評価は、FD小委員会が提示する「成績評価ガイドライン」に沿ってなされ、GPA

 進級基準、卒業要件は「履修規程」に明確に定められ、適切に運用されている。 

極的に取り入れ、薬剤師と

目

 大学は、教員の「教育業績」を評価し、教育法に対する創意と工夫を更に促す。 

学の教育目的であることが「教育理念」・「教育目標」

容」、「成績評価法」を記載し

施されて

提示し、教授会で各期の各科目の成績評価

結果を報告し、教員相互で点検している。 

い薬剤師」を育成するために、他大学、他施設との連携を更に積

は、2年次、3年次の実習の大部分にPBL(Problem Based Learning)を取

成20(2008)

センター」の教員を増

る。 

・ 「薬学共用試験」のOSCEに対応した施設整備を行う。 

を取り入れた進級基準を定めて、厳格に行われている。 

・

 

（３）３－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ 6年制薬学教育課程では、問題発掘・解決型の授業形態を積

して必要な能力を身につけるための教育を更に充実する。 

・ 本学の教育課程は薬剤師養成に必要な科目で構成されている。したがって、「質の高い

薬剤師」養成の教育理念・教育目標を達成するために、全ての教員は、担当する科

の成績評価を「成績評価ガイドライン」の基づいて厳格に行う努力を継続する。 

・

 

【基準３の自己評価】 

・ 「質の高い薬剤師」養成教育が本

が設定され、周知されている。 

・ 「教育理念」・「教育目標」に即した教育課程の編成方針が適切に定められている。 

・ 教育課程の編成方針に沿って、授業科目が設定され、カリキュラムに配置されている。 

・ 各授業科目の「概要」、「一般目標」、「行動目標」、「授業内

た『シラバス』により厳格な授業管理が行われている。 

・ 「学年暦(学部)」、「学年暦(大学院)」、「授業時間割表」にしたがって授業は実

いる。原則的に「休講」はなく、必ず「授業時間変更」で対応している。 

・ FD小委員会が「成績評価ガイドライン」を

 

【基準３の改善・向上方策（将来計画）】 

・ 平成19(2007)年度は、「旭川医科大学」、「夕張希望の杜 夕張医療センター」、「小樽商

科大学」との連携協定を締結したが、附属病院等の医療関連施設を有しない本学は、「医

療人としての質の高

極的に推進する。 

・ 実習・演習の一部において、問題発掘・解決型の教育法を取り入れているが、平成

20(2008)年度

り入れる。 

・ 6年制教育課程では、この授業法を講義科目にまで拡大させる。このため、平

年度「質の高い大学教育推進プログラム（教育GP）」に取組を申請した。 

・ 6年制教育課程の学年進行に伴い、留年している4年制教育課程の学生に対する教育的

ケアと、学生全体の学力レベル低下に対応するため、「薬学教育

員して、成績不振者に対する学習支援を行う体制を強化す
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基準４． 学生 

 

４－１．アドミッションポリシー（受入れ方針、入学者選抜方針）が明確にされ、適切に

運用されていること。 

《４－１の視点》 

４－１－① アドミッションポリシーが明確にされているか。 

４－１－② アドミッションポリシーに沿って、入学要件、入学試験等が適切に運用され

ているか。 

４－１－③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員及び在籍学生数並

びに授業を行う学生数が適切に管理されているか。 

 

（１）４－１の事実の説明（現状） 

４－１－① 

・ 本学は、「教育理念・教育目標」のもと、薬剤師として社会に貢献しうる人材の発掘に

努めている（資料 4-1）。また、大学院では薬学の幅広い領域で活躍し得る研究者及び

高度な専門的職業人としての

薬剤師になるにふさわしい人

材の発掘に努めている。 

北海道薬科大学アドミッションポリシー 

 

1) 薬剤師になることを強く希望する人 ・ アドミッションポリシーを広

く社会に周知するために、ホ

ームページ「北海道薬科大学

HP」、『入学案内』（資料 F-4）

等に記載し広報活動を行って

いる（資料 4-1）。 

2) 地域医療に貢献する意欲のある人 

3) 薬学を学ぶために必要な基礎学力を有する人 

4) 協調性があり、向上心のある人 

図 4-1-1 本学のアドミッションポリシー 

・ 平成19(2007)年度に実施した

広報活動の一部を以下に示す。 

1) 「指定校」訪問：平成19(2007)年度は18人の教員が道内82校の「指定校」を訪問

し、本学の教育理念、アドミッションポリシーを説明した。 

2) 「入試相談会」への参加：主に北海道、東北地区における計52件の「入試相談会」

（業者企画、高等学校独自企画）に参加し、延べ470人以上の高校生、高校教員、

父母に本学の教育理念、アドミッションポリシーを説明した。 

3) 「大学紹介」、「出張講義」：5人の教員が8校を訪問し、「大学紹介」、「出張講義」

を行った。 

4) 「オープンキャンパス」：系列校の生徒を対象としたものを含め、オープンキャン

パスを延べ3回実施し、受験生と父母、計495人に大学紹介、模擬講義、体験実習

を実施した。 

5) 『入学案内』配布：『入学案内』を北海道･東北圏内の329高校に配布し、また2,435

件の請求に対して『入学案内』を送付して、本学の教育理念、アドミッションポリ

シーを周知した。 
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6) 大学見学：随時、大学見学希望者を受け入れ、平成19(2007)年度は、55人の見学者

に対して、本学の教育理念、アドミッションポリシーを説明した。 

7) 「大学院進学ガイダンス」：『大学院進学のために』（資料 F-4）を用いて、4年次

学生に対して「大学院進学ガイダンス」を実施した。 

・ 6年制薬学教育課程の導入に伴う薬剤師国家試験受験資格の変更点については『入学案

内』やパンフレット『薬学教育は6年制になります』、『薬学教育6年制への疑問にお答

えします！』を用いて、指定校訪問、入試相談会、出張講義、オープンキャンパス等

の機会に、受験生とその保護者に対して説明している。特に、4年制教育課程の「薬科

学科」(本学は設置していない)との違いを明確に説明している。このような対応は、ホ

ームページでも行っている（資料 F-2、資料 4-1）。 

 

４－１－② 

・ 入学要件・入学試験 

〔学 部〕（資料 F-4、資料 4-3、資料 4-4） 

・ 薬科大学・薬学部の新設、増設によって、入学試験受験者の確保が困難になってきてい

る。平成19(2007)年度からは、「推薦入学試験」のうち北海道・東北地区に限定した地

域指定推薦を中止し、全国を対象とする「公募制推薦入学試験」を行っている。 

・ 「AO(Admission Office)入学試験」には、同窓生子女に対する「同窓生子女ＡＯ入学

試験」と北海道内で医療関連職にある者の子女に対する「後継者育成ＡＯ入学試験」

がある。5人の学内教員からなる「AO室」を設置し、エントリー者の目的意識、熱意・

意欲を聴き取り、更にレポートにより確認して、本学のアドミッションポリシーに合

致する人材の発掘に努めている。 

・ 少子化と薬系大学の増設により受験者数が減少しているので、平成19(2007)年度から

「一般入学試験」をA日程、B日程で実施し、受験者に対して本学入学試験の受験機会

を増加した。「後継者育成AO入学試験」は、現役のみを対象としていたが、平成20(2008)

年度入学試験から過年度卒業生も対象としている。 

・ 平成21(2009)年度入学試験から、北海道内のみが対象であった「指定校推薦入学試験」

に東北3県（青森、岩手、秋田）を追加した。 

・ 医療人育成の教育理念から、平成21(2009)年度入学試験から、全入学試験区分の出願

条件に「入学後、たばこを吸わないことを確約できる者」という条件を加えた。 

・ 「推薦入学試験（公募制推薦、指定校推薦、系列校推薦）」では、文部科学省の「大学

入学者選抜実施要項」を順守し、適正な時期に学力試験を課さずに実施している。 

・ 「一般入学試験」、「センター試験利用入学試験」では、薬学の基礎となる数学、外国語、

理科を総合的に評価し、入学者を選抜した。試験日は、文部科学省の「大学入学者選

抜実施要項」を順守して設定している。 

・ 社会経験者に対しては、「社会人入学試験」を実施している。入学試験では、数学、理

科、英語の基礎学力の確認と面接試験を行っている。 

・ 入学者の選抜は、入学試験制度の設定から合格者の決定まで教授会（拡大）の審議事項

として扱い、透明性と公平性を確保している。 
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表 4-1-1 平成 21(2009)年度入学試験区分と選抜方針 

入学試験区分 選抜方針 

1 一般入試 
薬学教育の基礎として必要な数学、外国語、理科に関する

学力試験を実施している。 

2 センター試験利用試験 

大学入試センター試験の結果を利用する入学試験制度で、

数学、外国語、理科（一科目を利用）の成績に基づき選抜

している。 

3-1 指定校推薦 

薬剤師職を強く希望する北海道内および東北 3 県（青森、

岩手、秋田）の高校生を対象とした推薦制度である。各高

校に対して指定基準を設定し、学校長の推薦に基づいて、

面接試験により決定している。推薦基準には、学力ととも

にコミュニケーション能力を加えている。 

3-2 公募制推薦 
学校長の推薦に基づき、高校での評定値、面接、小論文に

より総合的に評価して選抜する制度である。 

3 推薦入試 

3-3 系列校推薦 

北海道尚志学園高等学校出身者を対象とした入学試験制

度で、薬剤師を希望する生徒を早期に発掘する制度であ

る。対象の生徒に対しては、本学の高大連携推進委員会が

精力的な学習支援、態度学習支援を行っている。 

4 AO 入試 

同窓生子女、北海道内で医療職にある者の子女を対象とし

た入学試験制度である。エントリーした生徒に対しては、

AO 室が目的意識、熱意・意欲を確認し、出願許可者に対

しては面接試験に基づき選抜している。 

5 社会人入試 
面接試験と数学、外国語、理科の基礎学力判定試験により

選抜している。 

（資料 4-3） 

〔大学院〕（資料 F-4） 

・ 大学院の入学試験は、「推薦入学試験」と「一般入学試験（一次、二次）」及び「社会人

入学試験」が行われている。 

・ 「推薦入学試験」は、本学の学部4年生を対象とした制度で、本学での通算成績指数1.80

以上を推薦基準とし、面接により選抜している。「臨床薬学実務研修」が必修である「臨

床薬学専攻」への志願者、及び「臨床薬学実務研修」の履修を希望する「生物薬学専

攻」志願者に対しては、特にコミュニケーションスキルを重視した面接を行っている。 

・ 「一般入学試験」では、「生物薬学専攻」、「臨床薬学専攻」とも薬学に関連する英語と

関連専門領域に関する学科試験を行っている。さらに「臨床薬学実務研修」を履修す

る場合は、研修実施に必要なコミュニケーション能力を確認するための面接を実施し

ている。 

 

４－１－③ 

・ 本学の平成20(2008)年度入学定員は210人、収容定員は1,260人である。 
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・ 平成19(2007)年度、20(2008)年度の学部及び大学院の志願状況、入学状況を表  4-1-2

及び表 4-1-3に示す（『データ編』 表 4-2、表 4-4）。 

 

  表 4-1-2 志願・入学状況（学部） 

 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度

募集定員 210人 210人

志願者 981人 830人

合格者 515人 516人

薬学部 

入学者 252人 227人

 

  表 4-1-3 志願・入学状況（大学院） 

平成19(2007)年度 平成20(2008)年度  

修士課程 博士後期課程 修士課程 博士後期課程 

募集定員 10人 3人 10人 3人

志願者 28人 1人 30人 1人

合格者 28人 1人 30人 1人

 

 

薬 学 

研究科 

入学者 25人 1人 25人 1人

 

（２）４－１の自己評価 

・ 『入学案内』、ホームページ及び種々の広報活動を通じて、本学の「教育理念・目標」、

「アドミッションポリシー」、教育内容、医療人としての態度教育（例えば喫煙防止）

について、入学希望者へ正確に伝達している。 

・ 募集広報活動として行われる「指定校訪問」、「入試相談会」、「オープンキャンパス」で

は、本学の教育理念・教育目標に基づくアドミッションポリシーを説明し、薬剤師に

なるに相応しいモチベーションの高い学生の確保に寄与している。 

・ 平成20(2008)年度入学試験では、新設薬科大学・薬学部の激増により、新設2大学を含

む74大学中、22校が募集人員を充足することができなかった。このような状況の中で、

本学は学部入学者を227人（募集人員210人）確保したが、全入学試験区分における実

志願者総数は、前年度比18.8％減であった。 

・ 平成20(2008)年度大学院修士課程への入学者は、「生物薬学専攻」20人（入学定員10人）、

「臨床薬学専攻」10人（入学定員10人）であり、妥当な入学者数である。 

・ 「大学院博士後期課程」への入学者は1人（入学定員3人）であり、入学者が少ない状

況である。 

 

（３）４－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 学部入学試験では、一定数の志願者を確保し、薬剤師になるに相応しい人材を発掘する

ために、募集広報活動をより強化する。 

・ 筆記試験のみならず、医療人としての資質を評価できるような入学試験、例えば面接試

験の導入を拡大する。 
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・ 身体障がい者の受験に対しても支障なく対応できるように施設のバリアフリー化を平

成21(2009)年度から検討する。 

・ 最近、学生募集の媒体は、紙媒体からホームページが主体となってきている。ホームペ

ージ上で『入学案内』、『募集要項』、『大学紹介』などを有機的に連動させ、より効果

的、効率的な募集広報活動を展開する。 

・ 入学試験広報活動の一層の充実を図り、本学の「教育理念・教育目標」を広く社会にア

ピールする。 

・ 大学院入学試験では、入学者を確保し、より高度な薬学研究者・薬剤師を育成するため、

更に積極的な募集広報活動を行う。 

 

４－２．学生への学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。 

《４－２の視点》 

４－２－① 学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。 

４－２－② 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を実施してい

る場合には、学習支援・教育相談を行うための適切な組織を設けているか。 

４－２－③ 学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切に整

備されているか。 

 

（１）４－２の事実の説明（現状） 

４－２－① 

・ 「クラス担任制度」

を採用し、学生の修学

上の相談者になって

いる（資料4-2）。 

体 育 学 分 野

学　　長

評議会

附 属 機 関

語 学 分 野

基 礎 教 育 部

生 物 学 分 野

物 理 学 分 野

数 学 分 野

常設委員会

臨 床 薬 学 系

公衆･環境衛生学分野

薬 学 教 育 系 薬 学 教 育 分 野

生 命 科 学 分 野

医 薬 化 学 分 野

社 会 薬 学 系

臨床薬 剤学 分野

医薬情報解析学分野

薬 剤 学 分 野

薬物治 療学 分野

薬  学  科薬　学　部

研究科委員会

附 属 施 設

教　授　会

病 態 科 学 分 野

基 礎 薬 学 系
薬 理 学 分 野

化 学 分 野

薬事管 理学 分野

地 域 医 療 薬 学 分 野

大 学 院
薬学研究科

 

・ 授業への欠席は学業

不振に陥る初期徴候

であることから、本学

では学生の出席状況

を科目担当教員が常

に把握し、掲示等で欠

席が多い学生に対し

て注意を喚起してい

る。 
図 4-2-1 薬学教育センターの位置づけ 

・ 学力不足の学生に対する学習支援組織として「薬学教育センター」を設置し、薬学教

育系薬学教育分野の教員がその任に当たっている。 

・ 平成19(2007)年度前期から、聴覚障がいのある学生（1人）に対し同級生ボランティア

数人によるノートテイク支援を行った。後期にはこれに加え、札幌市のパソコン要約

筆記ボランティア3人によるパソコン要約筆記支援を行った。なお、同級生によるノー

トテイク支援は現在も続いている（『データ編』 表 4-12）。 
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・ 学生の学習支援のため、「薬学教育センター」を含め、次の施設、組織を設置している

（資料 4-2）。 

表 4-2-1 学生支援のための施設 

図書館・医薬情報 
センター 

・ 「蔵書の保管場所」から「学生の学習スペース」として図書館を位置づけ
ている。 

・ 学習参考用図書を教科目別に配架し、学生が利用しやすい環境にしている。
・ 全ての図書は OPAC(Online Public Access Catalog)で管理され、必要な資
料はオンラインで瞬時に検索できる。 

・ OPAC は、「本学ホームページ」からもアクセスできる。 
・ 館内の学習スペースを拡張・開放し、学内 LAN(Local Area Network)を配
備して学生の勉学環境を改善した。 

・ 夜間開館時間を延長し、定期試験・再試験の時期には休業日も開館してい
る。 

・ 学内外に医薬情報提供のサービスを行うため、「医薬情報室」を設置した。

情報システム 
センター 

・ 学生にノートパソコン携帯を義務付け、入学後早期（4 月中）に、パソコン
の学内 LAN 接続のためのセットアップ支援、マナー教育、セキュリティー
教育を実施している。 

・ 情報処理の基礎的能力を身に付けるための「情報処理実習（0.5 単位）」を
担当している。 

薬学教育センター 

・ 4 年次留年生に対し、センター教員による個別学習指導を行っている。 
・ 4 年次留年生に対する教育支援として自由科目（セミナーⅤ：66 時間）、（セ
ミナーⅥ：66 時間）を開講し、講義や演習を行っている。 

・ 当センターの支援により、平成 19(2007)年度は 4 年次留年生 35 人中、26
人が卒業し、うち 16 人が薬剤師国家試験に合格した。 

・ 全ての 4 年次学生に対して学内 LAN による「薬学総合演習」試験問題や薬
剤師国家試験問題の自習システム（学外からもアクセス可能）を提供して
いる。 

・ 各学年の留年生に対して「毎日の生活記録」を提出させ、生活の改善を促
している。実習の再履修はないので、生じる午後の空き時間に留年生が自
習できる教室を確保し、提供している。 

・ 薬学共用試験のうち「CBT(Computer Based Test)」の対策として、本学教
員が作成した模擬 CBT 問題の自習システム（学外からもアクセス可能）を
提供している。 

・ 4 年制教育課程の 4 年次学生に、進級直後に科目別実力テストを行い、学
生本人に自分の不得意科目を認識させ、これを改善するためのサポートを
している。 

・ 高校での理科、数学、英語の理解が不十分な学生に対し、参考書の貸し出
しを行っている。平成 19(2007)年 8 月 1 日から平成 20(2008)年 3 月 31 日
までの利用者数は 20 人、利用冊数は 32 冊であった。 

・ 平成 20(2008)年度から、高校での理科、数学、英語の理解が不十分な新入
生 48 人に対し、上級学年の学生チューター16 人による少人数（3 人）グル
ープ学習を実施している。 

 

図 4-2-2 図書館閲覧室と教科目別配架 

38 



北海道薬科大学 

４－２－② 

・ 該当ありません。 

 

４－２－③ 

・ 教員と学生とのコミュニケーションを図るため、小クラス（学生15～20人）に「クラ

ス担任」を置き、教員は担当クラスの学生に修学指導を行っている。本学ではクラス

担任が個々の学生の状況把握をより確実にするため、4年次まで学年持ち上がりで同一

学生を担当する、いわゆる縦割りの制度を採用している。また、クラス担任が学生に

対し適切にアドバイスできるように、『クラス担任の手引き』（資料 4-2）を作成し配付

している。 

・ 教員の授業改善を目的に学生による「授業評価」アンケートを実施している。平成

17(2005)年度からは、実習、演習、実技科目にも拡大し全科目を対象として「授業評

価」アンケートを実施し、平成19(2007)年度も同規模で実施した（資料 5-8）。 

・ 学生の「授業評価」アンケートに対し、授業担当者は、「授業改善」に関する回答・コ

メントを作成し、掲示して学生に改善策を提示する。アンケート結果及び担当者の「改

善策」はホームページの学内専用欄にも掲載されている（資料 5-8）。 

 

（２）４－２の自己評価 

・ 学生の学習支援に対する施設、組織は整備され機能している。 

・ 学生の意見を汲み上げるための相談窓口として「クラス担任制度」を採用している。 

・ 学生の授業に対する意見は「授業評価」アンケートから汲み上げ、担当者が「改善策」

を回答することによって、当該授業、教育方法を改善している。 

・ 身体障がいのある学生の要望に応え、可能な限りの支援を行っている。 

・ 4年次留年生に対しては生活改善を含む、きめ細かなアドバイスを行い、成績の向上に

繋げている。 

 

（３）４－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ 学生の学習支援に対する体制は整ってはいるが、より連携を密にして個々の学生のニー

ズに対応する学習支援を行う。 

・ 学内LANは十分に整備されているが、より高度に活用するための自己学習システム等

のソフトの構築を計画している。 

・ 学生による「授業評価」アンケート結果をもとに、各科目担当教員は授業方法を改善し

ているが、一層の工夫･向上を図る。 

・ 「授業評価」アンケート結果をホームページの学内専用欄に公開して授業に関する教員

間の相互理解を図っているが、各科目の授業方法を更に工夫し、その向上に努める。 

・ 身体障がいのある学生に対する総合的な支援体制の構築を図る。 

・ 留年生に対しては、薬学教育センターと各クラス担任の連携を強め、個別面談を通して

留年に至った理由の解析を行い、予習・復習の習慣化などを通して問題を解決する。 
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４－３．学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。 

《４－３の視点》 

４－３－① 学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能しているか。 

４－３－② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。 

４－３－③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。 

４－３－④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切に行われているか。 

４－３－⑤ 学生サービスに対する学生の意見を汲み上げるシステムが適切に整備され

ているか。 

 

（１）４－３の事実の説明（現状） 

４－３－① 

・ 学生部の業務は、主として生活指導、学生支援、課外活動支援に区分されており、学生

部の方針をよりきめ細かく実践するため「クラス担任制度」を取り入れ、クラス担任

と学生部の緊密な連携の下に業務を遂行している（資料 4-2）。 

・ 学生指導は主として学生部が担当しているが、「医療人としての薬剤師を育成する」と

いう本学の教育理念に基づき、学生部の下部組織として「態度学習支援小委員会」を

設置している（図 2-1-4）。学生・教職員が一体となって医療人としての意識の向上を

目指すことをその目的に種々の方策、例えば年数回の「医療人デー」の実施等に取組

んでいる（資料 10-2;『北薬大情報誌 桂』100号）。 

・ 学生部が所掌する学生の心身の健康保持のための施設として、「学生相談室」および「医

務室」を設置している。 

・ 学内に「学生食堂」、「売店」を設置し、外部業者に運営を委託している。 

 

４－３－② 

・ 奨学金を必要とする学生には、日本学生支援機構奨学金、地方自治体奨学金などの利用

を奨めている（『データ編』  表 4-10）。奨学金に関する情報の伝達は、主として掲示

で行っている。また、4月中旬に募集説明会を開催するとともに、窓口や電話での個別

対応も実施し、申請漏れのないように配慮している。 

・ アルバイトの紹介は、学外からの申し込みに対し、修学上の影響が少ないものを学生部

で精査し、その情報を掲示している。 

・ 学内においても学生が勤務する場を提供しており、図書館運営補助、就職相談会やオー

プンキャンパスなどの大学行事運営補助などがある。 

・ 学部学生に対して「奨学生制度」、大学院学生に対して「研究奨励生制度」を設けて、

成績優秀者に対して報奨金を授与している。平成19(2007)年度は学部学生40人と大学

院学生15人に授与された（『データ編』 表 4-10）。 

 

４－３－③ 

・ 本学の課外活動は、学生と教職員で組織する「桂青会」が統括し、その主な活動は大学

祭、体育大会、新入生歓迎会などの全体行事、献血や大学周辺での清掃、除雪等ボラ

ンティア活動、およびクラブ活動である（資料 10-2）。 
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・ 「桂青会」活動に対する支援としては、各全体行事に対する助成金の支出や「桂青会」

学生役員と学生部教職員との懇談会を開催し、課外活動の活性化を図っている。 

・ クラブ活動は、「桂青会」に体育局と文化局を設け、その傘下に合わせて25の部・同好

会が活動している（資料 10-2）。 

・ 毎年予算の許す限り、クラブ活動関係施設・設備の改修を実施している（『データ編』 表

4-11）。 

 

４－３－④ 

【心身の健康保持】 

・ 学生の心身の健康保持のための施設として、「学生相談室」および「医務室」を設置し

ている。「医務室」は「禁煙支援室」としての役割も担っている。 

・ 「学生相談室」は、毎週火、金曜日に相談日を設け、非常勤の専門相談員が待機して相

談を受け付けている。平成19(2007)年度は83件の相談があった（『データ編』 表 4-8）。 

・ 「医務室」は、保健師が常駐しており、外部委嘱している学校医と連携しながら日常の

業務を遂行している。また、学校医による健康相談を月に一度実施している。平成

19(2007)年度の利用件数は「医務室」利用が1,147件、健康相談が19件であった（『デ

ータ編』 表 4-8）。 

・ 学生本人の申し出がない限り、個々の学生の心身の状態を把握することが困難なため、

本学では学生部教職員、教科目担任、クラス担任、保健師、相談員が相互に連携し、

状況の把握と対処に努めている。 

【家庭および地域社会との連携】 

・ 在学生の58.4%が自宅外から通学しているため、成績の通知や「父母懇談会」（本学を

含め全国13か所）開催を通じて、家庭と大学との連携を図っている。 

・ 自宅外から通学している学生の80%（全学生の46.5%）が本学周辺のアパート等に居住

しているため、それらのアパート等の経営者で構成する「アパート組合役員との定期

懇談会」を実施し、情報の交換を行っている（資料 10-2）。 

【安全対策】 

・ 各種のハラスメントを防止するため、「ハラスメント防止委員会」を設置している（資

料 11-3）。活動の内容は、全学生・教職員に対してハラスメント防止のためのパンフレ

ットを配布するとともに、学生（学年別）、教員、職員別に、他大学での実例などを用

いてガイダンスを実施している（資料 11-3）。 

・ 本学は郊外に立地しているため、車両による通学・通勤者が多く、開学以来、交通事故

の防止に力を注いできた。車両による通学を許可制とし、さらに学生・教職員による

「安全運転者の会」を結成し、年2回の安全運転講習会などを実施し、事故防止の啓発

に努めている。平成15(2003)年1月以来、大きな事故は起こっていない。 

・ 従来、学生団体及び一般学生が学内の施設を使用する際、施設ごとに規程が作られてい

たため、安全対策上不安があった。｢施設、設備、備品管理規程｣、｢体育施設管理規程｣、

｢クラブ部室管理規程｣を｢施設、設備、備品等管理及び使用規程｣に纏め、安全対策の

強化を図った。（資料 9-1） 
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【表彰制度】 

・ 学業や学術、課外活動等において優れた成果を収めた学生や学生団体を対象とする、「表

彰制度」を制定している。平成19(2007)年度は成績優秀な学部学生3人、大学院学生2

人が、また課外活動において優れた成果を収めた学部学生1人が学位記授与式の席で表

彰された。 

 

４－３－⑤ 

・ 桂青会学生役員と学生部教職員との懇談、各クラスの担任と学生による「クラス懇談」

等により、学生の意見を汲み上げている。 

・ 学生の意見を積極的に汲み上げるため、平成19(2007)年12月から

「提案箱 わたしのひとこと」を設置し、学生からの意見や提案

に対し速やかに対応するようにしている。 

・ 平成19(2007)年12月3日から平成20(2008)年4月30日までに「提案

箱」に寄せられた提案・要望は44件で、その内訳は、「教室の暖房」

に関するもの22件、「スクールバスの増便」に関するもの8件、「カ

ップめん販売機増設」に関するもの5件、「食堂・売店」に関する

もの3件、その他6件であった。これらの提案・要望に対し、1月25

日、2月4日、5月13日の3回にわたり、学生部からの回答を行った。 
図 4-3-1 提案箱 

 

（２）４－３の自己評価 

・ 本学は開学以来、薬剤師資格取得のための大学として正課を重視するあまり、学生生活

を充実させることについては二の次にしてきた。しかしここ数年、各種福利厚生関係

の制度の整備・拡充を実施し、現在は学生サービス、福利厚生の体制が概ね適切に機

能している。 

・ 福利厚生施設は十分とはいえないが、改修・拡充を重ねて、概ね整備されている。 

・ 現在は希望者のほぼ全員が日本学生支援機構奨学金を貸与されている。 

・ 課外活動に対する支援については概ね適切に機能している。 

・ 学生の心身の健康保持、心的支援、生活相談については、概ね適切に機能している。 

・ クラス担任制を採用し、日常的な指導をクラス担任が行っている（資料 4-2）。 

 

（３）４－３の改善・向上方策（将来計画） 

・ 福利厚生施設は概ね整備されているが、個々の施設の質を高めるための整備を更に充実

させる。 

・ 学生指導において直接的な役割を担うクラス担任制度をより充実させるため、正課の時

間割上にクラスアワーを設けるなど環境整備を目指す。 

・ 日本学生支援機構奨学金のみではなく、同窓会等が中心となって学生に対する経済的支

援を行うシステムを構築する。そのための母体となる「父母後援会」が平成20(2008)

年4月設置された。 
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４－４．就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。 

《４－４の視点》 

４－４－① 就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されているか。 

４－４－② キャリア教育のための支援体制が整備されているか。 

 

（１） ４－４の事実の説明（現状） 

４－４－① 

・ 本学の教育理念に基づき、学生及び大学院学生に対する進路・就職指導は、教育活動の

一環として位置付けている。 

・ 就職・進学を支援及び指導する組織として教員4人と事務職員（学生課長）1人で構成

される「就職部」があり、これに事務局学生課職員4人を加えた計9人で学生の就職活

動を支援している。 

・ 「就職部」の業務は、主として就職（求人）情報の収集と公開、就職ガイダンスや「就

職相談会」の実施、就職活動全般における個別相談に区分される。「就職部」の活動を

きめ細かく実践するため、4年生のクラス担任と緊密な連携を取って業務を遂行してい

る(資料 4-6)。 

・ 個々の学生の就職活動は、職業選択の自由と自主性を尊重するため、自由応募制を採用

し、就職活動を学生自ら積極的に行うよう指導している。 

・ 学生間に不公平が生ずることを防ぎつつ、自由応募制を適切に運用するための具体的内

容として、以下の活動を行っている。 

１） 学生側・求人側の双方にとって公平な機会が確保されるように、就職（求人）情

報や資料等は、迅速且つ平等に専用掲示板及び「就職資料室」で公開している（『デ

ータ編』 表 4-9）。また進路支援システムで求人票の検索、印刷等が可能である。 

２） 自主的且つ積極的な就職活動を促すため、3年次・4年次各2回、計4回に亘り、学

年進行に合わせて内容の異なる就職ガイダンスを実施している。3年次第1回のガ

イダンスでは、就職活動全般に必要な事柄を掲載した『就職の手引』（平成20(2008)

年度改訂版）を配付している。なお、「就職部」の「活動」および「就職活動年間

スケジュール」に関してはホームページに公開している（資料 4-6）。 

３） 平成7(1995)年度から薬局・病院等の人事担当者と学生が個別に面談する機会を提

供する「就職相談会」を学内で開催

している。この相談会は、4年生のみ

ならず、1～3年生の参加も促し、就

職に対する意識の向上に役立ててい

る。なお、平成18(2006)年度から就

職相談会を年2回の開催とし、平成

20(2008)年4月に実施した第1回就職

相談会では参加薬局・病院等は195社、

参加学生は334人（内、大学院生25

人）であった（資料 4-6）。 図 4-4-1 就職相談会 
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４） 個人情報保護の観点から、個々の学生の同意を得た上で、『就職希望者名簿』を作

成し、本学への求人企業・病院等へ配付している（資料 4-6）。 

５） 同窓会と共催し、毎年「卒業生・在学生合同懇話会」（通算17回）を実施している

（資料 4-6）。この懇話会には、全国各地から多方面で活躍中の卒業生が参加し、

懇談を通じて在学生の就職への心構えや意識の向上に寄与している。 

６） 全国各地で開催している父母懇談会の配付資料『ご父母のみなさまへ－父母懇談

会資料－』に就職情報を掲載し、子女の就職に関する父母からの問合わせに対応

している（資料 4-6）。 

・ 平成19(2007)年度の本学に対する求人状況を表 4-4-1に示し、卒業生の進路状況を表

4-4-2に示してある（『データ編』 表 4-13）。 

 
表 4-4-1 求人状況        平成 20(2008)年 4 月 30 日現在 

 求 人 件 数 求 人 数 
  

  前年 増減率（%）   前年 増減率（%） 

病院 408 403 0.5 756 735 2.8 

札幌 55 51 7.8 83 89 ∆6.7 

道内 67 75 ∆10.7 94 106 ∆11.3   

道外 286 277 3.2 579 540 7.2 

薬局 349 351 ∆0.6 1478 1440 2.6 

道内 62 64 ∆3.1 223 205 8.8 
  

道外 287 287 0.0 1255 1235 1.6 

製薬企業 31 37 ∆16.2 176 210 ∆16.2 

医薬品卸業 6 6 0.0 20 35 ∆42.9 

化学製造業 4 7 ∆42.9 17 30 ∆43.3 

血液センター 1 1 0.0 1 2 ∆50 

臨床検査等 15 15 0.0 93 94 ∆1.1 

合計 814 820 ∆0.7 2541 2546 ∆0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-4-2 進路状況       平成 20(2008)年 5 月 1 日現在 
 

人 数 % 人 数 % 人 数 %

95 100.0 91 100.0 186 100.0
70 73.7 83 91.2 153 82.3

77.1 81.9 79.7
54 56.8 68 74.7 122 65.6

病 院 14 14.7 22 24.2 36 19.4
薬 局 38 40.0 44 48.3 82 44.1
製薬企業 1 1.1 1 0
官公庁 2 2.1 1 1.1 3 1

25 26.3 8 8.8 33 17.7
自大学院 18 18.9 5 5.5 23 12.4
他大学院 6 6.3 3 3.3 9 4
研 修 生 1 1.1 1 0

16 16.9 15 16.5 31 16.7

卒業者数

合 計

進 学 者

その他
(無業者・未定者)

就職決定率(B/A)

就職決定者(B)

就職希望者(A)

男 女

.5

.6

.8

.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４－４－② 

・ 本学は全国の薬科大学に先駆けて教育目的を「薬剤師養成」に絞り込み、資格取得や卒

業後の医療現場で必要とされる項目を授業に取入れ、薬剤師国家試験関連科目、学内
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での病院実習・薬局実習のプレトレーニング及び学外での病院実習（1か月間）・薬局

実習（0.5か月間）を実施している。 

・ キャリア教育の一環として、平成19(2007)年度の第2回就職相談会には1年次全学生が

参加した。 

・ 平成20(2008)年度から3年次学生を対象として、自由科目セミナー（1単位）の中で医

療関連施設等インターンシップを実施している。 

 

（２）４－４の自己評価 

・ 本学の就職支援体制は、現状の薬剤師の就職環境下では概ね良好に機能している。 

・ 就職先企業・病院等から、本学卒業生の「質」について概ね高い評価を得ている。これ

は本学の「教育理念」が明確にされていると同時に、「教育理念」に沿った教育体制と

就職支援体制が連動し、機能している結果である。 

・ 学生の自主性を尊重する本学の進路支援・指導の基本方針は、狙いとする自立心の涵養

のみならず、責任感やコミュニケーション能力向上に寄与している。 

 

（３）４－４の改善・向上方策（将来計画） 

・ 6年制薬学教育課程の卒業生に対する就職環境は大きく変化すると予想される。「質の

高い薬剤師」が求められる就職環境で、本学は、6年制教育課程の教育内容を先行させ

てきたパイオニアとして、「質の高い薬剤師」を養成する教育と連動した進路指導体制

を構築し、環境変化に対応していく。 

 

【基準４の自己評価】 

・ 広範な「広報活動」を通じ、高校生、その父兄、高校の先生、更には広く社会に対して

本学の「教育理念・教育目標」に基づく「アドミッションポリシー」を説明し、薬剤

師になるのに相応しい人材の確保に努めている。 

・ 6年制薬学教育課程の導入、18才人口の減少、薬科大学・薬学部の新設・増設、北海道

経済の低迷などを背景に、入学志願者が減少している中で、入学者数は確保されてい

る。 

・ 授業に対する学生の意見を反映させるための「授業評価」アンケート結果は、各授業科

目担当者の改善策を付記して公開され、授業の改善に効果をあげている。 

・ 個々の学生の意見を汲み上げるための「クラス担任」制度、及び「提案箱」設置が機能

し、学生のニーズに応える努力が成果を挙げてきている。 

・ 学生サービスについては、各種制度の整備・拡充が功を奏して、概ね適切に機能してい

る。 

・ 本学の就職支援体制は、現状の薬剤師の就職環境下では良好に機能している。 

 

【基準４の改善・向上方策（将来計画）】 

・ 「アドミッションポリシー」の周知を更に徹底し、入学志願者数の増加を図る。 

・ 学部入学試験においては、一定数の入学志願者を確保し、薬剤師になるに相応しい人材

を発掘するために、「募集広報活動」を更に徹底する。 
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・ 学生の学習支援に対する体制は整備されているが、学生のニーズに対応する学習支援を

更に充実させる。 

・ 身体障がいのある学生に対する継続的な支援体制を構築する。 

・ 学生の「授業評価」アンケートを活かして、各科目の授業方法を更に工夫し、その向上

に努める。 

・ 福利厚生施設は整備されているが、個々の施設の更なる充実を図る。 

・ 各種医療関連施設等におけるインターンシップの充実を図る。 
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基準５． 教員 

 

５－１．教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 

《５－１の視点》 

５－１－① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置さ

れているか。 

５－１－② 教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスがとれているか。 

 

（１）５－１の事実の説明（現状） 

５－１－① 

・ 学校教育法の一部を改正する法律（平成 17(2005)年 7 月 15 日法律第 83 号）の施行に

より、教員の職位の変更を行った（『データ編』 表 F-6、資料 F-3）。 

・ 平成 18(2006)年度より、本学は 6 年制薬学教育課程の「薬学部薬学科」のみを設置し、

大学設置基準を満たす教員を確保した（『データ編』 表 F-6）。 

・ 教員組織は、6 年制教育課程を円滑に進行させるため、従来の講座制（研究室体制）か

ら「教科目中心の分野制」に改編した。「薬学科」に、基礎薬学系、臨床薬学系、社会

薬学系、薬学教育系、基礎教育部を配し、各系に分野を設置した（図 2-1-1、表 5-1-1、

資料 F-2）。 

・ 大学院教育は、基礎薬学系、臨床薬学系、社会薬学系の教員が兼担し、基礎薬学系の教

員は「生物薬学専攻」を、臨床薬学系と社会薬学系の教員は「臨床薬学専攻」の教員

を兼ねている（図 2-1-2、資料 F-2）。 

・ 学部教員組織と教員数を表 5-1-1 に、大学院教員組織と教員数を表 5-1-2 に示してあ

る。6 年制薬学教育における大学設置基準を満たす本学の専任教員数は 51 人であり、

現在の講師以上の専任教員数は 66 人であって、十分に基準を満たしている（『データ

編』 表 5-1）。 

・ 専任教員以外に、学部に 8 人、大学院に 7 人の非常勤教員が授業を担当している。学

部の 8 人のうち、4 人は選択科目を担当している。大学院非常勤教員 7 人のうち 6 人は、

小樽商科大学との協定（資料 F-2）に基づき「薬局経営学概論」1 科目をオムニバス形

式で担当しているので、実質の大学院非常勤教員は 2 人である（資料 3-3）。 

・ 平成 19(2007)年度、4 年制教育課程の「病院実習」には病院薬剤師が 120 人、「薬局実

習」には開局薬局薬剤師 148 人が「臨床講師」を委嘱されて実務教育に携わった。 

・ 「病院実習」、「薬局実習」に対するに事前実習である「臨床薬学実習」には、札幌近郊

の開局薬局薬剤師 84 人を「臨床教員」に委嘱した。また、この事前実習には、14 人の

地域住民が SP(Simulated Patients: 模擬患者)として参加した。 

・ 平成 20(2008)年 5 月の時点で、本学の実務家教員の実人数は 8 人であり、平成 22(2010)

年度までに大学設置基準を満たさなければならない本学の実務家教員数（6 人）を既に

超えている。更に、5 人の臨床薬学系教員が、実務家教員としての実務経験年数を積む

ために、北海道大学附属病院薬剤部に 2 人（ただし、１人は平成 20(2008)年度、米国

ノースカロライナ大学へ 1 年間薬剤師研修留学している）、北海道がんセンター薬剤科

に 1 人、手稲渓仁会病院薬剤部に 1 人、パルス薬局に 1 人を研修派遣している。 
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・ 8 人のうちの 3 人の実務家教員が、北海道がんセンター薬剤科、旭川医科大学附属病院

薬剤部及び希望の杜 夕張医療センターに、それぞれ一人ずつ派遣教員（常勤）として

施設の常勤薬剤師と同じ実務に就いている（資料 F-2）。 

 

５－１－② 

・ 学部教員組織と職位別教員数は表 5-1-1 に示すとおりであり、教授 32 人は大学設置基

準にある必要専任教員数の半数（本学は 26 人）が教授であることを十分満たしている。 

・ 学部教育を担う非常勤教員は 8 人であり、専任教員がほとんどの教科を担当している

（『データ編』 表 5-4）。「医療薬学科」の設定科目の総単位数 151 単位のうち非常勤

教員の担当単位数は 5 単位（3.3％）、「薬学科」の設定科目の総単位数 212 単位のうち

非常勤教員の担当単位数は 3 単位（1.4％）である。ただし、5-1-①に記述した「臨床

講師」、｢臨床教員｣の時間数は計算に入れていないので、実際にはもう少し高い比率で

ある（『データ編』 表 5-4）。 

 

  表 5-1-1 学部教員組織と教員数 

 所 属 職位 人 数

学長 教授 1

基礎薬学系 
生命科学分野 
医薬化学分野 
薬理学分野 
薬剤学分野 

教授 
准教授 
講師 
助教 

11
6
4
1

(1)
 
 
(1)

臨床薬学系 
薬物治療学分野 
病態科学分野 
臨床薬剤学分野 

教授 
准教授 
講師 
助教 

7
0
5
2

(1)
 
(2)
  

社会薬学系 
薬事管理学分野 
地域医療薬学分野 
医薬情報解析学分野 
公衆・環境衛生学分野 

教授 
准教授 
講師 
助教 

4
5
3
1

(1)
(2)
(2)
  

薬学教育系 
薬学教育分野 

 

教授 
准教授 
講師 
助教 

1
2
4
1

  
(1)
(1)
(1)

薬学部 
薬学科 

基礎教育系 
化学分野 
生物学分野 
物理学分野 
数学分野 
語学分野 
体育学分野 

教授 
准教授 
講師 

8
3
2

(1)
(2)
(1)

小 計 

 教授 
准教授 
講師 
助教 

32
16
18

5

(4)
(5)
(6)
(2)

総 計   71 (17)
                                   (  )内は女性教員数
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・ 大学院薬学研究科（修士課程、博士後期課程）の教員組織と職位別教員数を表  5-1-2

に示す。大学院設置基準上の本学の必要教員数は、各専攻に研究指導教員 5 人、研究

指導教員と研究指導補助教員を合わせて 9 人が必要である。生物薬学専攻に研究指導

教員（教授）が 11 人、研究指導補助教員（講師以上）が 10 人、臨床薬学専攻に研究

指導教員（教授）が 11 人、研究指導補助教員（講師以上）が 13 人配置され、大学院

設置基準を十分に満たしている。 

 

   表 5-1-2 大学院教員組織と教員数 

研究科科長 教授 1

博士後期課程
教授  
准教授 

22
3

(3)
(1)

生物薬学専攻 
修士課程 

教授 
准教授  
講師  
助教  

11
7
3
2

(1)
(1)
 
 

大学院研究科 

臨床薬学専攻 修士課程 

教授  
准教授  
講師  
助教 

11
4
9
2

(2)
(1)
(4)
 

                    (  )内は女性教員数 

 

・ 教員は男性 54 人、女性 17 人であり、教員総数に対して女性教員は 24%を占め、女性

教授は 4 人である（『データ編』 表 5-1、表 5-1-1）。 

・ 教員の年齢別構成数を表 5-1-3 に示す。50 歳以下の教員が 53.5%、51 歳以上の教員が

46.4%の構成であり、50 歳以下の教員は、40 歳を境に更に半数ずつで構成される（『デ

ータ編』 表 5-2）。 

 

   表 5-1-3 年齢別教員構成 

 教授 准教授 講師 助教 合 計 年齢別数／総数 (%)

～30 歳 0 0 1 0 1 1.4

31～40 歳 0 4 9 5 18 25.3

41～50 歳 6 8 5 0 19 26.8

51～60 歳 21 4 3 0 28 39.4

61 歳～ 5 0 0 0 5 7.0

合 計 32 16 18 5 71 100.0

 

（２）５－１の自己評価 

・ 専任教員数は、大学設置基準および大学院設置基準を満たしている。 

・ 学内に適任者がいない科目のみを非常勤教員で補っており、授業の 95%以上は、専任

教員が科目担当している。 

・ 臨場感ある教育が必要である「臨床薬学実習」、実務実習である「病院実習」、「薬局実

習」には、薬局・病院の薬剤師に「臨床講師」、「臨床教員」を委嘱している。 

49 



北海道薬科大学 

・ 実務家教員は、継続的に臨床・薬局実務に携わっていることが不可欠であるので、現在

3 人の実務家教員を外部施設に派遣し常勤させている。 

 

（３）５－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 6 年制薬学部設置基準に定められている実務家教員数を満たしているが、真に医療に貢

献できる薬剤師を育成するために、当面の課題として 15 人程度の実務家教員を確保す

る（資料 F-2）。 

・ 実務家教員に継続的な実務研修の場を提供する。 

・ 附属病院を有しない単科の薬科大学であるため、他大学あるいは学外の医療施設との連

携による教育研究体制を整備する。 

 

５－２．教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。 

《５－２の視点》 

５－２－① 教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。 

５－２－② 教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されてい

るか。 

 

（１）５－２の事実の説明（現状） 

５－２－① 

・ 平成 18(2006)年度からの 6 年制教育課程薬学部薬学科設置届の際に、実務家教員の採

用を含め、文部科学省に届出申請のための教員採用・昇任（昇格）方針の整備を行っ

た（資料 5-1）。 

・ 教員の採用・昇格の方針は、学校教育法第九十二条に定められている大学教員としての

職務に基づき「北海道薬科大学教員の採用及び昇格の選考に関する規程」の第 1 章(総

則)、第 2 章(教員等の資格)および「大学院担当教員選考要領」に明示されている（資

料 5-1～資料 5-3）。 

 

５－２－② 

・ 教員の採用・昇格は、『北海道薬科大学規程集』にある「北海道薬科大学教員の採用及

び昇格の選考に関する規程」および「大学院担当教員選考要領・資格基準(申し合わせ)」

に基づいて実施している（資料 5-1～資料 5-3）。 

・ 教員の「採用・昇格」の手続きを図 5-2-1 に示す。 

・ 学長は、あらかじめ「評議会」の意見を徴し、教員の「採用」と「昇格」について「教

授会」に発議する。 

・ 学長は、「採用」の場合は、「採用候補者」の推薦を募り、「昇格」の場合は、「昇格候補

者」の資料を収集する。 

・ 学長は、教授会を招集し、候補者 1 人毎に委員長および 2 人の委員をもって構成する

「選考委員会（採用）」、あるいは「審査委員会（昇格）」を設置する。 

・ 選考（審査）委員会は候補者の「履歴書」、「業績」、「抱負書」に基づき選考(審査)し、

その結果を教授会に報告する。 
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・ 選考（審査）委員会は、候補者

に対して、「所属分野」、「職位」、

「研究室の貸与」、「研究費」等

の条件を十分に説明している。 

学長による選考(採用時)・審査(昇格時)の発議

↓ 

選考(審査)委員会の設置(3 人) 

↓ 
・ 教授会は、選考委員会の判断を

受け、審議・投票により採用・

昇格を決定している。 

選考(審査)委員会による審査 

↓ 

選考(審査)委員会による推薦 
・ 学長は、教授会の決定を理事長

に上申し、最終的に理事会の承

認を得る。 

↓ 

教授会による審査 

↓ 
・ 非常勤教員は、適正な人物を学

長が推薦し、教授会の承認によ

り任用している。 

理事会による承認 

図 5-2-1 教員の採用・昇格手続き 

 

（２）５－２の自己評価  

・ 教員の採用と昇格の規程は明確に定められ、適切に運用されている。 

 

（３）５－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ 今後も教員の採用・昇格に際しては、規程に基づいた適正な選考・審査によって決定す

ることが重要である。 

 

５－３．教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援する

体制が整備されていること。 

《５－３の視点》 

５－３－① 教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分されてい

るか。 

５－３－② 教員の教育研究活動を支援するために、ＴＡ(Teaching Assistant) 等が適

切に活用されているか。 

５－３－③ 教育研究目的を達成するための資源（研究費等）が、適切に配分されている

か。 

 

（１）５－３の事実の説明（現状） 

５－３－① 

・ 教員の担当時間は、講義科目、演習科目、実技科目、実習科目いずれも 60 分をもって

1 授業時間とし、年間授業担当時間数を学部・大学院あわせて、原則、週 6 時間（年間

30 週、180 時間）以上としている。 

・ 講義科目については、自己学習時間 30 時間を含め 15 時間（1 時間の定期試験を含む）

で 1 単位としている。実習科目・演習科目・実技科目については、30～45 時間をもっ

て 1 単位としている（資料 F-3）。 

・ 各教員の担当時間数の平均は、教授が 6.3 時間、准教授が 6.7 時間、講師が 4.9 時間、
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助教が 3.2 時間である（『データ編』 表 5-3）。 

 

５－３－② 

・ 教員の教育研究活動を支援するために、大学院学生を教育補助員であるＴＡとして採

用する制度がある（資料 5-6）。 

・ ＴＡは学部教育における実習科目の教育補助活動に従事し、「教える立場になって自ら

学ぶ」という視点で、自己啓発と能力の向上を目指している。 

・ 「臨床薬学実務研修」を履修した「臨床薬学専攻」の大学院修士課程 2 年次の学生は、

将来の指導的立場の薬剤師であることを意識して、全員がＴＡとして 4 年制学部 4 年

次の「臨床薬学実習」に参画することを義務化している（資料 F-4、図 5-3-1）。 

・ 平成 19(2007)年度は、「生物薬学専攻」の大学院学生 7 人（223 時間）、「臨床薬学専攻」

の大学院学生 12 人（855 時間）がＴＡとして採用された。 

図 5-3-1 大学院生 TA による学部の実習 

５－３－③ 

・ 教育研究目的を達成するための資源（研究費等）は、職位に基づき教員個人に配分さ

れている。 

・ 一般的研究費に相当する「研究研修費」は、平成 19(2007)年度に教員 1 人当たりに配

分された平均は 94 万 1,972 円であった（『データ編』 表 5-6）。 

・ 研究研修費とは別に、職位に応じて「研究旅費」が支給されている（『データ編』 表 5-7）。 

・ 平成 20(2008)年度は、調査研究を中心に行う教員に対して、「研究研修費」のうち、研

究旅費相当を新たに「研究旅費」として使用できるようにした。 

・ 教育に係わる経費として「教材費」が、1 科目あたり 5 万円を科目担当教員に対して配

分し、「学生教育に係わる費用」としての性格を明確にしている。 

・ 上記「研究旅費」とは別に、年間 190 万円を原資として申請に対し、「校費による海外

出張に関する取扱基準」に基づいて海外留学・研修、海外の学会出張等に係わる旅費

を援助している（資料 5-7）。 

・ 教員の海外留学を奨励し、特に博士学位を取得した若手教員の海外での研鑽に対して積

極的に支援している。1 年間の長期海外留学者を毎年計画的に送り出しており、平成

16(2004)年度～平成 20(2008)年度の過去 5 年間の長期海外留学者は 8 人となっている。 
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・ 教員の教育・研究活動を活性化するために、本学独自の「教育・研究奨励費制度」（資

料 5-7）を設け、学内の教員から研究課題を募集し、年間 10 件程度を採択している。

平成 20(2008)年度の申請数は 35 件で、採択数は 12 件、配分額の総額は 399 万 5 千円

であった。採択内容の内訳は、教育的課題 3 件、研究的課題 6 件、教育・研究的課題 3

件であった。平成 20(2008)年度の「教育・研究奨励費」の採択結果を表 5-3-1 に示す。 

・ 教育研究に必要な学外からの資金を導入している（『データ編』 表 5-9）。 

 

表 5-3-1 平成 20(2008)年度「教育・研究奨励費」採択課題一覧 

氏 名 職名 分野名 教育研究課題名 助成額 
（千円）

高橋和彦 教授 薬学教育 全国レベルにおける本学新入生の国語及
び英語の学力の把握 210 

山下美妃 講師 臨床薬剤学 
米国ノースカロナイナ大学薬学部及び同
附属病院における薬剤師教育並びに薬剤
師業務に関する研修 

525 

猪爪信夫 教授 薬剤学 血漿中リトドリン濃度を指標とする切迫
早産治療法の最適化 362 

丁野純男 講師 薬剤学 細胞内標的指向型 siRNA 製剤の開発 362 

神久聡(代表) 教授 語学 
薬学教育６年制に向けた英語力向上のた
めの支援プログラム－TOEIC 受験をめざ
して－ 

362 

坂東英雄(代表) 教授 医薬化学 ｢染料・薬用植物フォーラム｣におけるビズ
サイエンスカフェの開催(本学会場) 214 

中野善明 教授 物理学 
第 9 回青少年のための公開シンポジウム
「創造科学実験」平成 20 年北海道物理教
育研究大会 

232 

今井幹典 講師 医薬化学 
外部配位子添加による遷移金属触媒を用
いた不活性 C-H 結合活性化による C-C 結
合形成反応 

362 

丹保好子 准教授 公衆・ 
環境衛生学 

糖代謝中間体による血管内皮傷害に関す
る研究 362 

石突諭 准教授 薬学教育 薬学共用試験 CBT 対策の自主学習システ
ムの構築 362 

野呂瀬崇彦 准教授 薬事管理学 Action Research theory に基づく体験型
教育の実践 326 

守屋寛之 助教 臨床薬剤学 塩酸イリノテカン投与時における効果・副
作用発現の個体差に関する研究 316 

 

（２）５－３の自己評価 

・ 教員の 1 週当たりの平均教育担当時間数は適正であるが、教員個々の教育担当時間は 1

週当たり 3.6～15.0 時間と較差がある（『データ編』 表 5-3）。 

・ 教育研究目的を達成するために必要な研究費等は、各教員個人に対して適切に配分され

ている（『データ編』 表 5-6）。 

・ 「教育・研究奨励費制度」、「教員の長期海外留学」、「海外出張」を奨励し、教育・研究

の活性化を図っている。 

 

（３）５－３の改善・向上方策（将来計画） 

・ 授業担当時間数に差がある現状を改善し、教育担当時間に関して教員負担の均等化を図

る。 
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・ 教員に配分される研究費等の主たる部分は職位に応じているが、「教育・研究奨励費制

度」を充実させ教育・研究業績に応じた教育・研究費の配分を更に推進する。 

・ 科学研究費、奨学寄付金等の学外資金の導入を推進する。 

 

５－４．教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。 

《５－４の視点》 

５－４－① 教育研究活動の向上のために、ＦＤ等の取組みが適切になされているか。 

５－４－② 教員の教育研究活動を活性化するための評価体制が整備され、適切に運用さ

れているか。 

 

（１）５－４の事実の説明（現状） 

５－４－① 

・ 自己点検・評価活動を全学的な活動として行っており、学内組織として「点検・評価委

員会」を設置し、その下部機関に「ＦＤ(Faculty Development)小委員会」を設置して

いる（資料 2-1）。 

・ 「FD 小委員会」は、すべての授業科目に対して、授業終了後に学生による「授業評価」

アンケートを実施している（資料 5-8）。 

・ 「授業評価」アンケート結果を開示の上、各授業担当教員からアンケートに対する「授

業改善目標」を回収し、アンケート結果とともにホームページの学内専用欄に公表し

ている（資料 F-2、資料 5-8）。 

・ 「授業評価」アンケートの結果の総評と総括的なデータは、『北薬大情報誌 桂』及び

『教育・研究活動の現況』に掲載している（資料 1-1、資料 10-1）。 

・ 毎年作成する『教育・研究活動の現況』には、その年度のすべての教員の教育、研究、

社会活動を記載し、全教職員に配付している（資料 10-1）。 

・ 「教育・研究奨励費」制度により、教員の教育、研究、学会活動を活性化し、支援して

いる（資料 5-7）。 

・ 海外留学から帰国した教員、新任教員、他大学での学位（博士）取得者、前年度に学内

「教育・研究奨励費」を取得した教員は、大学院運営部が開催する「北薬特別講演会」

で研究内容を報告し、全教職員がその成果を共有している（資料 5-7）。 

 

５－４－② 

・ 全教員を対象に公募される「教育・研究奨励費」に採択されることで、教員の教育研究

活動に一定の評価を与えている（資料 5-7）。 

・ 学生による「授業評価」アンケートを実施し、授業毎の結果を開示して、教員がアンケ

ート結果に対する「授業改善目標」を回答することによって、次年度の授業改善に繋

げている（資料 5-8）。 

・ 「授業評価」アンケートの授業毎の結果及び授業担当教員の「授業改善目標」をホーム

ページの学内専用欄に公表し、「授業評価」アンケート結果の総評、集計データは『北

薬大情報誌 桂』及び『教育・研究活動の現況』に掲載し、評価の一環としている（資

料 1-1、資料 5-8、資料 10-1）。 

54 



北海道薬科大学 

（２）５－４の自己評価 

・ 「教育・研究奨励費」は、教員の教育・研究活動の活性化において成果を挙げている。 

・ 「授業評価」アンケートの結果と授業担当教員の「授業改善目標」は、ホームページの

学内専用欄に掲載され、次年度の授業改善、シラバス改訂に繋げている。 

・ 『教育・研究活動の現況』の作成は、教員の活動の指針として、教員の教育研究活動の

活性化に役立っている。 

 

（３）５－４の改善・向上方策（将来計画） 

・ 「授業評価」アンケート結果に対する各授業担当教員の「授業改善目標」を学生に提示

しているが、アンケートの内容と実施方法について一層の改善を進める。 

・ 「授業評価」アンケート結果に基づき、優れた教育に対しては「教育賞（仮称）」を創

設し、教員の更なる授業改善を促す。 

・ 研究成果に対する評価体制の確立は今後の検討課題である。 

 

【基準５の自己評価】 

・ 大学設置基準および大学院設置基準以上の数の専任教員が配置され、全教員数に対する

専任教員の比率は 93.4%で、教育課程を遂行するために必要な教員は適切に配置され

ている。 

・ 「臨床薬学実習」、「病院実習」、「薬局実習」には、薬局・病院の薬剤師に「臨床講師」、

「臨床教員」を委嘱し、臨場感のある実習を実施し、教育効果を上げている。 

・ 大学設置基準を満たす実務家教員が採用され、継続的に病院実務・薬局実務に携わる環

境を整えている。 

・ 教員の採用・昇格の方針は明確に示され、選考・審査は適正に行われている。 

・ 教員の年齢構成比は相応であり、また女性教員は全教員数の約 1/4 を占め、32 人の教

授のうち、4 人が女性教員である。 

・ 教員の授業担当時間数は概ね適切であるが、教員間に担当時間数に較差が存在する。 

・ 研究費等は、教員個人に対して適切に配分され、教育研究目的を達成するために貢献し

ている。 

・ 教員の教育研究活動向上のための FD 等の取り組みが行われている。 

・ 「授業評価」アンケートの結果と授業担当教員の「授業改善目標」は、ホームページの

学内専用欄に掲載され、次年度の授業改善、シラバス改訂に繋げている。 

 

【基準５の改善・向上方策（将来計画）】 

・ 大学設置基準をはるかに超える数の実務家教員採用（15 人程度）を視野に入れ、継続

的な臨床実務に携わる環境造りを更に推進する。 

・ 教員の年齢構成比は相応であるが、次代を担う若い教員層の充実を図る。 

・ 教員の教育担当時間に不均衡があり、更なる均一化を図る。 

・ 研究に対する学外資金の導入を更に推進する。 

・ 教員に対する FD 活動を更に推し進め、一層の授業改善を促す。 
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基準６． 職員 

 

６－１．職員の組織編成及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適切に運営さ

れていること。 

《６－１の視点》 

６－１－① 大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されている

か。 

６－１－② 職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。 

６－１－③ 職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用さ

れているか。 

 

（１）６－１の事実の説明（現状） 

６－１－① 

・ 「学校法人北海道尚志学園」の所属（法人本部、北海道工業大学、北海道薬科大学、北

海道自動車短期大学、北海道尚志学園高校、北海道総合電子専門学校、北海道自動車

学校）の組織及び職員定数について「就業規則」（資料 6-3）に、次のとおり規定して

いる。 

就業規則（抜粋） 

第 11 条（各所属の組織）：各所属（法人本部、工大、薬大、短大、高校、電

子校及び自校をいう。）には業務運営上必要な組織を定め、所属長以下各組

織に応じ、前 2 条に定める職員を配置する。 

2 前項の各所属における組織は、組織規程で定める。 

第 12 条（職員定数）：第 9 条、第 10 条に掲げる職員の定数は、各所属に係

る設置基準及び関連規則等に基づくほか、第 11 条に規定している組織の

適正運営と合理性を基本として定める。 

・ 前記「就業規則」および「北海道薬科大学学則」により、「事務組織規程」（資料 6-1）

が定められ、各課の事務分掌により、図 6-1-1に示す事務組織図（抜粋）に示すとおり

専任職員25人、契約職員4人の計29人を配置している（『データ編』 表 6-1、資料 2-1）。 
 

   （課長 1 人、係長 1 人、係 3 人） 

   
総務課 

予算管理、学費管理、旅費・交通費関係、委託研究費管理等 
     
   （課長 1 人、係長２人、係 3 人） 
   

管理課 
施設・設備管理、スクールバス運行管理、危険物管理等 

     
  （課長 1 人、係長 1 人、係 3 人） 事務局 

(局長 1 人)   
教務課 

授業･試験･学籍･成績管理、証明書管理等 
     
   （課長 1 人、係長 1 人、係 3 人） 
   

学生課 
課外活動、就職支援、奨学金、保健管理、食堂･売店管理等 

     
   （課長 1 人、係長 1 人、係 1 人） 
   

入試広報

課 学生募集広報、大学広報、入学試験管理等 
     
   （課長 1 人、係長 1 人、係 2 人） 
   

図書課 
図書購入、貸出･閲覧管理等 

図 6-1-1 北海道薬科大学事務局組織図・主な業務分掌(抜粋) 
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・ 専任職員と契約職員は、基本的に「北海道薬科大学」における組織及び業務分掌を考慮

し、「学校法人北海道尚志学園」全体の職員配置のバランスを配慮して、適切な部署に

配置している。 

・ 『データ編』 表 6-2に示すとおり、「ボイラー運転業務」、「スクールバスの運行業務」、

「校舎清掃業務」等は、専門業者に業務委託している。 

 

６－１－② 

・ 事務職員の採用は、「北海道薬科大学」の教育理念・目標を達成するために、「学校法人

北海道尚志学園」全体の職員配置のバランスを考慮しながら行っている（資料 6-2）。 

・ 事務職員の採用は、「一般公募」に加えて「労働者派遣法」に基づく「紹介予定派遣制

度」も活用している。 

・ 職員の年齢構成は、50歳を境に、50歳以上とそれ以下の割合が50％ずつであり、適正

な構成比率である（『データ編』 表 6-1）。 

・ 事務職員の昇任・異動についての規程は、「学校法人北海道尚志学園」「就業規則」第9

条に職種、職階及び職務について明確に規定し、第21条に人事異動について規定して

ある（資料 6-2）。 

・ 職員の昇任・異動の実施は、本学からの組織変更、職員の増員や異動等についての申請

に応じて、「就業規則」第21条に基づいた、職員の適性、健康状態、資格、勤務成績お

よび勤務年数等を総合的に判断して、「法人本部」と「本学」が協議を行い、適切に実

施している（資料 6-2）。 

 

６－１－③  

・ 事務職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程は、「就業規則」、「職員の勤務調査に

関する規程」において次のとおり定め、適切に運用している。 

○就業規則（抜粋） 

採用関係：第 15 条(任命権者）、第 16 条(採用）、第 17 条(選考方法）、 

第 18 条(提出書類）、第 19 条(採用の取消）、第 20 条(試用期間） 

昇任関係：第 23 条(役職任免） 

異動関係：第21条(人事異動） 

○職員の勤務調査に関する規程 

・ 事務職員の昇任や異動は、本人の適性、健康、資格、技能と併せて「勤務調査」の結果

も反映させている（資料 6-2）。 

・ 「勤務調査」の実施に際しては、事務局の最終考課者である事務局長が被考課者と面接

を行い、将来担当したい業務や勤務場所等の希望や意見を聴取している。 

・ 「高齢者雇用安定法」（厚生労働省）に基づき、「学校法人北海道尚志学園」は「定年退

職者の再任用に関する規程」を定め、人材の確保のために適切に運用している（資料 

6-2）。 

 

（２）６－１の自己評価 

・ 事務組織および事務分掌に基づき、専任職員、契約職員を配置して業務を行い、本学の
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教育目標達成に成果を挙げている。 

・ 本学事務職員と法人本部職員は、それぞれの担当業務の責任の所在を明確にし、連携を

とりながら業務を行っている。 

・ 採用の方法については、「一般公募」による採用を基本にして、現在運用している「労

働者派遣法」に基づく「紹介予定派遣職員」の採用を併用し、人材確保に努めている。 

・ 大学事務局業務に専門的知識が要求されることが多くなっている現状から、「管理課」

に「情報技術係」を置き、専門的ＩＴ(Information Technology)知識を有する人材を

配置している。 

 

（３）６－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 職員の採用・昇任・異動に関する「規程」の点検及び見直しは常に行い、曖昧な判断・

取扱が生じないように一層の「規程」整備を実施する。 

・ 「法人本部」を含めた「学校法人北海道尚志学園」全体の所属間の連携をより一層強化

するため、職員の積極的な所属間人事交流を推進する。 

・ 「事務組織規程」に基づき、専任職員等を配置し業務を行っているが、「勤務調査」の

結果を反映し、特定の課に過重がかからないように、更に適切な人員配置を行う。 

・ 特定業務部の人件費を抑制するため、アウトソーシングを計画的に進める。 

・ 大学事務局業務の「専門性」については、在職職員に対する定期的な研修を実施する

とともに、「定年退職者の再任用に関する規程」を活用して対応する。 

・ 新規採用者については、これら業務に対応できる「専門的知識」を有し、「資質の高い

優秀な者」を選考し、職員として採用する。 

 

６－２．職員の資質向上のための取り組みがなされていること。 

《６－２の視点》 

６－２－① 職員の資質向上のための研修（ＳＤ等）の取組みが適切になされているか。 

 

（１）６－２の事実の説明（現状） 

・ 事務職員は、その業務内容に応じて、文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団、日

本私立薬科大学協会、日本私立大学協会及び同協会北海道支部が主催する各種の説明

会・研修会に積極的に参加させ、個人の能力向上を図っている。平成19(2007)年度の

参加状況を表 6-2-1に示してある。 

・ 教員のFD(Faculty Development)研修に相当する職員のＳＤ(Stuff Development)に関

する研修は、本学では実施していない。 

 

（２）６－２の自己評価 

・ 事務職員の資質向上のための研修体制（SD等）は、「学校法人北海道尚志学園」全体と

しても必ずしも十分ではないが、外部機関が開催する研修への積極的な参画を促して

いる（表 6-2-1、資料 6-4）。 

・ 学長が主催する「北海道薬科大学特別講演会」で、全「教職員」を対象にして、FD及

びSD活動を意識した「教育全体に係る内容」のプログラムを実施している（資料 6-4）。 
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表 6-2-1 平成19(2007)年度事務職員の研修等参加一覧表 
研修会の名称 主催者 研修会の目的 開催日

目録システム講習会 国立情報学研究所

日本学生相談学会 学生相談の研究・研修の場

日本私立大学協会 学生の生活指導・福祉厚生のあり方・学生支援等を改善・充実すること

全国学生相談研修会

目録所在情報サービス参加機関の目録業務担当者が共通に理解しておくべ
き総合目録データベースの構成、内容、データ登録の考え方を修得

初任者研修会

中堅指導者研修会

日本私立大学協会北海道
支部

H19.11.19
H19.11.21

H19.11.7
H19.11.9

就職部課長相当者研修会 私学研修福祉会
大学教育における学生の就職指導の重要性にかんがみ、その充実向上に関
する諸施策について共同研修を行い、今後の就職指導業務を改善・充実す
ること

H19.9.5

キャリア支援研修会 日本学生支援機構
大学等における学生への総合的・実践的なキャリア支援の充実を図るた
め、キャリア支援業務に携わる教職員を対象に必要とする資質・能力を身
に付けさせる

H19.9.12
H19.9.14

就職指導実務担当者研修会
日本私立大学協会北海道
支部

就職指導の実務担当者が日常業務で必要とされる学生相談等対応の見識や
就職支援のレベル向上

H19.7.4
H19.7.6

科学研究費補助金等に係る機関管理に関
する研修会

文部科学省
科学研究費補助金の機関管理の徹底及び不正防止対策の強化に係る担当者
の研修会

H19.7.10

学生生活指導主務者研修会

日本私立大学協会北海道
支部

リーダーとしてのスキルアップの向上を目的とする
H19.7.5
H19.7.6

私大職員のための大学におけるマーケ
ティングと広報・募集の実践的進め方

私大職員研修センター
マーケティングや広報PRの考え方と実践的ノウハウについて具体的に指導
し、広報業務の効果的な遂行に役立つことを目的とする

H19.5.10

私立大学を担う人材の育成を目指す
H19.6.7
H19.6.8

補助金業務の適正かつ円滑な処理のための実務担当者研修 H19.5.29

H19.6.6
H19.6.8

平成20年4月に向けた特定健診・特定保
健指導の実施にかかる研修会

労働者健康福祉機構北海
道産業保健推進センター

平成20年4月からの高齢者医療確保法施行に向けて、医療保険者と事業者
の協力体制づくりのための基本的な理解を深めることを目的とする

H19.12.5

IT活用による教育改善および人材育成支援、望ましい情報環境や運営組織
の在り方など、大学改革に不可欠な課題について討論し、職員一人ひとり
の資質の向上を目指す

H19.11.7
H19.11.9

大学教務事務・学生サービスソリュー
ションセミナー

富士通 学生サービス拡充と業務効率化 H19.5.28

私学事業団補助金事務研修会
日本私立学校振興・共済
事業団

大学情報化職員研修会 私立大学情報教育協会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）６－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ 事務局の業務に「専門的知識」が要求されることが多くなってきているので、これに対

応できる職員の養成や専門的知識を有する優秀な職員の採用を積極的に実施する。 

・ 各種説明会、研修会に参加した職員を講師として、その研修会等で得た情報を他の職員

が共有できるような機会を設け資質向上に努める。 

・ 大学の経営環境の「劇的な変化」を常に把握し、その問題を分析して改善・向上方策を

提示する等、職員の資質・能力の向上のための計画的な研修を実施する。 

 

６－３．大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。 

《６－３の視点》 

６－３－① 教育研究支援のための事務体制が構築され、適切に機能しているか。 

 

（１）６－３の事実の説明（現状） 

・ 教育研究支援の事務体制は、事務局組織図（図 6-1-1）に示すとおり、総務課・教務課・

学生課・管理課・入試広報課及び図書課の6課で構成されている（資料 6-1）。 

・ これら6課の課長は、附属機関（大学院運営部外5部）および附属施設（図書館運営委

員会外6運営委員会）の構成員として、所属長（事務局長）の意を体して会議に加わり

発言している（表 6-3-1、資料 2-3、資料 2-5）。 

・ 常設委員会（国際交流委員会外12委員会）は、各委員会規程に庶務担当課が規定され、

該当課の課長が構成委員として会議に加わり、教員組織と職員組織とが連携して各委

員会を運営している（表 6-3-1、資料 2-5）。 

・ 事務局長は「評議会」の構成員であり、「評議会」に出席して所轄事務に関する質疑に

対応し、また、構成員として意見を述べている（資料 2-3）。 
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・ 事務局長と各課長は、「教授会」、「大学院研究科委員会」に出席し、事務組織と教員組

織が、双方の独自性を尊重しつつも連携して大学全体の運営にあたっている。 

・ 毎週1回、「定例課長会議」を開催し、行事等の連絡調整事項の確認をしている。 

・ 毎月1回月末に、係長以上が出席する「拡大課長会議」を実施して、事務組織間の各種

連絡・報告を密にしている。 

 

表 6-3-1 学内組織運営に関わる事務組織 

区  分 部  局  等  組  織  名 事   務   局 

法人部門 法人本部 
（総務部、人事部、経理部） 主に、総務課、管理課 

大学院運営部 総務課、教務課、学生課、入試広報課 
教務部 教務課 
学生部 学生課 
就職部 学生課 
入試部 入試広報課 

附 属 機 関 

広報部 入試広報課 
図書館・医薬情報センター運営委員会 図書課 
薬用植物園運営委員会 管理課 
実験動物センター運営委員会 事務局長 
RI センター運営委員会 事務局長 
中央機器センター運営委員会 管理課 
情報教育センター運営委員会 管理課、情報技術係、図書課 

附 属 施 設 

薬学教育センター運営委員会 教務課 
国際交流委員会 総務課 
卒後教育委員会 総務課 
ハラスメント防止委員会 事務局長、学生課（保健師） 
組換 DNA 実験安全委員会 事務局長 
病院実習委員会 教務課 
薬局実習委員会 教務課 
国試対策委員会 教務課 
点検・評価委員会 事務局長 
カリキュラム委員会 教務課 
臨床研究倫理委員会 事務局長、総務課 
高大連携推進委員会 入試広報課 
個人情報保護委員会 事務局長 
個人情報苦情対応委員会 総務課、学生課 

常設委員会 

外部評価委員会  
体験学習委員会 教務課 
動物実験委員会 管理課 
研究推進委員会 事務局長、総務課 

 
 
 
 

公的研究費不正防止・内部監査委員会 事務局長、総務課、管理課 

 

（２）６－３の自己評価 

・ 教育研究支援のための事務体制が構築され、大学運営に係る学内意志決定機関の組織と

事務組織の役割が、明確に定義されている。 

・ 学内意志決定機関である「教授会」、「大学院研究科委員会」をはじめに、附属機関の「部

会」、附属施設の「運営委員会」、常設・臨時委員会に事務組織が積極的に参加し、教
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育研究活動を円滑に遂行するために、事務組織の機能を十分に果たしている。 

 

（３）６－３の改善・向上方策（将来計画） 

・ 薬学教育が「6年制薬学教育課程」に移行中であり、この制度には未だに不確定な要素

も多く含まれ、事務職員は積極的に教員との情報・意識の共有化を図り、「新教育シス

テム」の実施に万全を尽くす。 

・ 教育研究支援の事務体制は、適切に機能しているが、業務の多様性・専門性から、各種

団体の事務研修の他に専門性の高い研修にも参加する。 

 

【基準６の自己評価】 

・ 職員の採用・昇任・異動が適切に行われ、教育研究を支援する事務体制が整備されてい

る。 

・ 大学運営に係る「教授会」等の組織に事務局長はじめ事務職員が教員と対等の委員とし

て参加し、大学が抱える諸問題等について、教員と意識・情報を共有している。 

・ 「6年制薬学教育課程」の新システムに対応するように、専門的な知識を有する職員を

確保している。 

 

【基準６の改善・向上方策（将来計画）】 

・ 「6年制薬学教育課程」への移行に伴い、各種の研修等に積極的に参加し専門的知識を

有する事務職員の養成に積極的に取り組む。 

・ 職員が自発的にやる気をもって業務を行う環境を整え、実績を挙げた職員が適切に評価

されるシステムを構築して、公平な人事処遇の樹立に向け努力する。 

・ 教育研究活動支援及び学生サービス向上のため、従来みられた事務職員の「縦割り」の

意識を改め、ケースに応じて各課を縦断した柔軟な対応をできる事務組織にする。 
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基準７． 管理運営 

 

７－１．大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されて

おり、適切に機能していること。 

《７－１の視点》 

７－１－①大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備され、

適切に機能しているか。 

７－１－②管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されているか。 

 

（１）７－１の事実の説明（現状） 

７－１－① 

・ 「学校法人北海道尚志学園」は、北海道開発に有為な人材の養成を目的として設立され、

「志を高くする、志を尊ぶ」という「尚志」を共通の教育理念とする。 

・ 「学校法人北海道尚志学園」の体制及び管理運営に関することは、「学校法人北海道尚

志学園 寄附行為」（資料 F-1）によって明確に定められており、「理事会会議規則」及

び「評議員会会議規則」等の諸規程に従ってその管理運営は適切になされている（資

料 7-4）。 

・ 「理事会」及び「評議員会」は、「学校法人北海道尚志学園」の運営方針、予算及び決

算、財産の管理・運営、寄附行為変更、各設置校の学部・学科の設置・廃止、学則変

更に係る事項等を審議決定している。 

・ 「学校法人北海道尚志学園」は、「私立学校法施行規則」に基づき、「理事会の役割」、

「監事の役割」が「寄附行為」により明確に定められている（資料 F-1）。 

 

７－１－② 

・ 「学校法人北海道尚志学園」の「寄附行為」第5条で「理事、監事の役員定数」を定め、

第6条で「理事長」、第7条で

「専務理事」、第7条の２で

「常務理事」の選任につい

て定めている（資料 F-1）。 

法人本部と設置校

評議員会 理事会 監事

法人
本部

北海道工業大学

北海道薬科大学

北海道自動車短期大学

北海道総合電子専門学校

北海道尚志学園高等学校

北海道自動車学校

教授会
大学院研究科委員会

・ 第11条で理事の選任方法、

第13条で監事の選任方法及

びその職務、第17条で評議

員の定数および選任方法等

を定めている（資料 F-1）。 

・ 「北海道薬科大学」の学長

は、「学校法人北海道尚志学

園」の「寄附行為」に基づ

き、「学長選考規程」を定め

て選考している（資料 7-4）。 
図 7-1-1 法人本部と設置校 
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（２）７－１の自己評価 

・ 「学校法人北海道尚志学園」の管理運営体制は、「寄附行為」の定めに従って整備され、

設置校の教育目的を達成するための運営方針が、最高決定機関である「理事会」によ

り明確にされている（資料 F-1）。 

・ 「学校法人北海道尚志学園」の「役員」、「理事」等の役割も明確に定められ、所属全体

の管理運営は適切に機能している（資料 F-1、資料 7-1から資料 7-4）。 

 

（３）７－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 「学校法人北海道尚志学園」全体の管理運営については、大学を取り巻く「急激な社会

情勢の変化や社会的ニーズ」に対応するため、現行の各組織に継続的な点検・整備を

行い、更なる機能向上と強化に努める。 

 

７－２．管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。 

《７－２の視点》 

７－２－① 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。 

 

（１）７－２の事実の説明（現状） 

・ 「学校法人北海道尚志学園」の管理部門は、「総務部」、「人事部」、「経理部」の3部で

構成され、常勤理事を含む「法人本部」がこれを統括する。「法人本部」は常勤理事を

含む「本部会議（毎月）」、「業務会議（毎週）」を開催し、定期的に設置校の教育活動

状況等の情報を収集し、共有化を図っている。 

・ 「学校法人北海道尚志学園」

の「理事長」が招集する常勤

理事、学長、校長による「所

属長連絡会議」は、適宜開催

され、管理部門と教学部門間

の 連 携 を 図 っ て い る （ 図 

7-2-1、資料 7-3）。 

・ 本学の「教授会」及び「大学

院研究科委員会」が、「教学」

に関する意志決定の全責任

を負う最高決議機関として

位置し、「管理部門」とは独

立して機能している。 

図 7-2-1 管理部門と教学部門 

 

管理部門と教学部門

法人
本部

所属長連絡会議

教授会

大学院研究科委員会

学長北海道薬科大学

評議会

経理部

総務部

人事部
学校法人
北海道尚志学園

管理部門

教学部門

（２）７－２の自己評価 

・ 「学校法人北海道尚志学園」の「理事会」による運営方針は、所属の各設置校の運営組

織に円滑に反映される体制が構築されている（資料 7-3）。 

・ 所属の各設置校は、その意向や方針を「管理部門」に提案し、「理事会」の協議事項に
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反映できる体制になっている。 

・ 「理事長」が招集する「所属長連絡会議」は、「管理部門」と「教学部門」の間の重要

な問題や経営に関する方針等を協議検討し、「学校法人北海道尚志学園」全体の連携や

ガバナンス機能に大きな役割を果たしている（資料 7-3）。 

 

（３）７－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ 「学校法人北海道尚志学園」及び「本学」の管理運営体制に特段の課題はないが、この

管理運営体制を維持・継続して、常に円滑な意思疎通を図ることができるように努力

する。 

 

７－３．自己点検・評価等の結果が運営に反映されていること。 

《７－３の視点》 

７－３－① 教育研究活動の改善及び水準の向上を図るために、自己点検・評価活動等の

取り組みがなされているか。 

７－３－② 自己点検・評価活動等の結果が学内外に公表され、かつ大学の運営に反映さ

れているか。 

 

（１）７－３の事実の説明（現状） 

７－３－① 

・ 平成10(1998)年10月に自己点検・評価を纏めた『北海道薬科大学の現状と課題』を作

成した（資料 7-6）。 

・ 平成15(2003)年度文部科学省「視学委員」による実地視察に備え『実地視察のための

調査票』を作成した。 

・ 「自己点検・評価委員会」を設置して、教育研究活動の改善及び資質の向上を図るため、

日本高等教育評価機構（認証機関）の評価項目等を基に「自己点検・評価」を行って

いる。 

・ 平成18(2006)年度に8名の学外有識者で組織する「外部評価委員会」を設置した（資料 

2-5、資料 7-6）。 

・ 平成18(2006)年度文部科学省「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養

成プログラム（医療人GP）」に採択された取組「臨床能力を育む地域体験型学習とその

支援」の活動内容について「外部評価委員会」の評価を受け、『平成18(2006)年度活動

報告書』を作成して、関係諸機関、団体に配付した（資料 7-7）。 

・ 日本高等教育評価機構の評価項目に準じて、平成17(2005)年度までを対象とした『自

己点検報告書』に基づき、本学の「外部評価委員会」の評価を受けた（『データ編』 表 

F-8）。6年制薬学教育課程を先取りした教育体制の先進性など高い評価を得たが、

FD(Faculty Development)活動の充実、開かれた大学に関する提言もなされ、その結果

を『平成17(2005)年度外部評価報告書』として取り纏めた（資料 7-7）。 

・ 平成19(2007)年度も同様に、日本高等教育評価機構の評価項目に準じて自己点検・評

価を行い、改善すべき項目等を明きらかにして、『平成19(2007)年度自己点検報告書』

を纏めた。 
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７－３－② 

・ 平成10(1998)年10月に自己点検・評価として『北海道薬科大学の現状と課題』を400部

作成し、教職員、道内私立大学に配付した。 

・ 文部科学省視学委員実地視察に備え作成した『実地視察のための調査票』を、平成

16(2004)年12月に全教職員に配付した。 

・ 「医療人GP」の平成18(2006)年度の活動内容を「報告書」に纏め、本学の「外部評価

委員会」の評価を受けた上で『臨床能力を育む地域体験型学習とその支援 平成

18(2006)年度活動報告書』を作成して、関係機関、団体に配付した。 

・ 平成18(2006)年度は、日本高等教育評価機構の評価項目に準拠した『自己点検報告書』

に基づき、外部評価委員会の評価を受けた結果を『平成17(2005)年度外部評価報告書』

として公表し、関係省庁、全国薬系大学、北海道内の私立大学に配付した（資料 7-6、

資料 7-7）。 

・ 平成19(2007)年度も同様に『平成19(2007)年度自己点検報告書』を作成して、本学の

全教職員と学園内設置校に配付して公表した（資料 7-6）。 

・ 平成6(1994)年から学生による「授業評価」アンケートを実施して、その結果の解析を

『北薬大情報誌 桂』で公表してきた（資料 5-8）。平成18(2006)年度から「授業評価」

アンケートの結果とともに、担当教員による「改善内容」をホームページ「北海道薬

科大学HP」の学内専用欄でも公表し（資料 5-8）、学生に授業改善内容を「いち早く知

らせる」体制が整っている。 

 

（２）７－３の自己評価 

・ 「授業評価」アンケートおよび担当教員による「改善方策」が、ホームページを通じて、

全教職員及び学生に公表され、担当教員は、次年度のシラバス作成に活用している。 

・ 日本高等教育評価機構の評価項目に準拠し、平成18(2006)年度から「自己点検・評価」

を行っている。 

・ その評価結果を公表し、外部評価を受け、大学運営に反映している。 

 

（３）７－３の改善・向上方策（将来計画） 

・ 「自己点検・評価」は、大学運営の中で恒常的に実施し、本報告書に挙げたすべての「改

善・向上方策（将来計画）」に全教職員で取り組む。そのために「大学改善プロジェク

ト」（資料 2-3）を活用する。 

・ 「外部評価委員会」からの指摘事項、例えば、英語教育へのTOEIC(Test of English for 

International Communication)受験導入や大学施設の開放については、予算措置を含

め改善に向けた検討を行っている。 

・ 本学の「教育理念」やそれに基づく様々な活動状況を広く社会に周知するためにホーム

ページを含め、より積極的な広報活動を行う。 

 

【基準７の自己評価】 

・ 大学設置者である「学校法人北海道尚志学園」と教学組織である「北海道薬科大学」は、

ともにその管理運営体制が整備され、お互いに密接な連携を保ち適切に機能している。 
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・ 「自己点検・評価」を実施し、「外部評価委員会」の評価を受けている。 

 

【基準７の改善・向上方策（将来計画）】 

・ 今後の大学運営においては、認証評価の内容を積極的に取り入れ、法人本部と本学の双

方が共通認識と問題の共有化を図り一体となって、具体的な改善を推進していく。 

・ 「自己点検・評価」活動を行っているが、今後更に積極的に行うように努力する。 
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基準８． 財務 

 

８－１．大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出のバラ

ンスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。 

《８－１の視点》 

８－１－① 大学の教育目標を達成するために必要な経費が確保され、かつ収入と支出の

バランスを考慮した運営がなされているか。 

８－１－② 適切に会計処理がなされているか。 

８－１－③ 会計監査等が適正に行われているか。 

 

（１）８－１の事実の説明（現状） 

８－１－① 

・ 帰属収入の大部分を占める学生生徒等納付金収入の比率は、全国の平均値を上回る

85％程度となっており、その収入確保のためには、適正な学生数の確保が必須の条件

である（『データ編』 表 8-1、表 8-2、資料 8-1）。 

・ 本学は、平成 17(2005)年度に入学定員の変更を行い、それ以前の 160 人を 50 人増員

して 210 人とした。過去 5 年間の入学定員に対する定員充足率は平均で 115.2%となっ

ており、現在に至るまで、入学者は概ね順調に確保できていることから、学生生徒等

納付金も安定的に確保できている（『データ編』 表 4-2』）。 

・ 収入と支出のバランスに関して、大学運営上の財務指標のひとつである教育研究経費比

率は、全国平均値※（31.2%）と同率の 30.7％となっており、帰属収入の教育・研究に

対する還元率としては、適正な数値となっている。また、人件費比率については、全

国平均値（47.9%)をやや上回る 50.4%となっている（『データ編』 表 8-1、表 8-2、資

料 8-1）。 

・ 全体的な収入と支出のバランスについて、帰属収入に対する消費支出の割合である消費

支出比率は 86.4％と全国平均値（87.2%）より若干良好な比率となっている（『データ

編』 表 8-1、表 8-2、資料 8-1）。 

【注】※「全国平均値」は、私学事業団発行の「今日の私学財政」平成 19 (2007)年度版に

おける平成 18(2006)年度の消費収支計算書（医歯系大学を除く大学部門）の値。 

 

８－１－② 

・ 会計処理については、「学校法人会計基準」に準拠して行っており、会計処理上での問

題点が生じた場合は、随時、公認会計士に確認し、適切な処理を行うよう努めている。 

1) 予算編成関係 

・ 「学校法人北海道尚志学園」全体の予算編成上の基本方針として、学園の各設置校が適

切な帰属収入を確保し、諸経費の節約に努め、それぞれが独立採算性を志向すること

が掲げられている。 

・ 予算編成は、次のような要領により行われている。 

① 予算編成上の基準比率設定：各設置校の過去 3 年間の決算における消費支出比率

（消費支出÷帰属収入×100）の平均値を算定し、これを各設置校の次年度予
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算編成上の基準比率とする。ただし、その比率が 100%を超える場合は、100%

を上限とする。 

② 基準比率の指示：7 月下旬に法人本部が各設置校に対して上記次年度予算編成上

の基準比率を示し、原則としてその比率内での予算編成を行うよう依頼する。 

③ 予算改善計画書の策定：次年度予算が指示した基準比率内で編成することが困難

な場合は、最長で 5 年以内に当該基準比率に到達するよう所定の予算改善計画

書を策定し、10 月末日までに理事長の承認を得る。 

④ 予算編成方針の提示：9 月上旬に理事長から各設置校の長に対して、予算編成の

基本方針及び具体的な指示事項等を示し、12 月中旬までに収支予算案を提出す

るよう依頼する。 

⑤ 施設設備計画等の協議：基準比率には施設設備関係支出は含まれていないため、

各設置校の長は、一定の金額を超える施設設備計画や新規の事業などについて、

10 月末日までに理事長との事前協議・調整を行う。 

⑥ 収支予算案の提出：各設置校は、12 月中旬までに法人本部へ収支予算案を提出す

る。 

⑦ 予算折衝会議：提出された収支予算案に基づき、1 月中旬から下旬にかけて法人

本部と各設置校との間において個別の予算折衝を行い、予算内容の調整を行う。 

⑧ 理事会・評議員会用収支予算案作成：予算折衝による調整を経て、法人本部にお

いて 3 月下旬開催の理事会、評議員会に向けて収支予算案を作成する。 

⑨ 理事会・評議員会審議：3 月下旬開催の理事会、評議員会において収支予算案の

審議を行う。 

⑩ 収支予算決定額の通知：理事会、評議員会の承認を経て、各設置校に収支予算決

定額が通知される。 

2) 予算執行関係 

・ 予算執行上の決裁権に関わる取り決めとして、各設置校において、1 件の支出額が 20

万円を超えるものについては、理事長の承認を得ることとなっている（旅費、研究研

修費等、勘定科目によっては、金額の多寡にかかわらず各設置校の長に権限が委譲さ

れているものも一部ある）（資料 8-2）。 

・ 1 件の支出額が 20 万円未満のものについては、各設置校の長の決裁により執行するこ

とが可能となっているが、必要性や価格等については厳正に精査し、原則として 3 社

の見積り合わせをするなど適正な手続きを経ている（資料 8-2）。 

・ 予算外項目の執行については認められていないが、止むを得ない事情と判断された場合

のみ、理事長の承認を得て執行が認められている。 

3) 会計処理の内部監査 

・ 年に一度、法人本部（総務部、人事部、経理部）により、各設置校の事務執行状況が適

正に行われているか、書類及び聴き取り等による監査が行われ成果も出ている。 

4) 経理関係規程 

・ 経理に関する基準や具体的な事務の要領については、「経理規程」が定められている（資

料 8-2）。 
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８－１－③ 

・ 監査については、次のとおり、公認会計士並びに監事により、適正に行われている。 

1) 公認会計士による監査 

・ 私立学校振興助成法第 14 条第 3 項の規定に基づく監査は、中間監査及び期末監査とし

て、法人本部において、それぞれ 5 日間、1 日平均 6 人（中間監査は 4 人）により、資

産関係の取得等に係る稟議書、理事会・評議員会の議事録、収支に係る証憑等の確認、

基本金台帳、固定資産明細表、財産目録等の監査が実施されている。 

・ 実地監査では、先に実施された中間監査の情報を基に資産関係の現物確認、外部資金等

（委託研究）受入・執行状況、勤怠等についての監査が実施されている。 

・ 期末現金・預金監査では、会計年度終了時点（3 月末日）での現金確認、預金証書等の

現物確認や、各銀行から取り寄せた残高証明との照合等の監査が実施されている。 

・ 平成 19(2007)年度会計に関する監査状況は、表 8-1-1 のとおりである。 
 

表 8-1-1 平成 19(2007)年度会計に関する公認会計士による監査状況 
実   施   日 人 数 内   容 

平成 19(2007)年 12 月 3 日～7 日  延べ 22 人 中間監査 
平成 20(2008)年 1 月 17 日 2 人 実地監査（薬科大学） 
平成 20(2008)年 1 月 18 日 2 人 実地監査（工業大学） 
平成 20(2008)年 4 月 11 日 1 人 期末現金・預金監査 
平成 20(2008)年 5 月 26 日～5 月 30 日  延べ 32 人 期末監査 

 
2) 監事による監査 

・ 例年、5 月下旬に開催される決算理事会に先駆けて、下記のとおり、2 日間監査が実施

されている（資料 8-4）。 

a) 財産状況の監査 － 初日に、法人本部及び各設置校に係る各種計算書、諸証憑類全

般にわたる監査が実施されている。 

b) 業務状況の監査 － 2 日目に、各設置校における危機管理体制への取組状況及び大

学における公的研究費の管理・執行状況について、関係書類等に基づき実施されて

いる。 

・ 監事は、5 月下旬、9 月中旬、12 月上旬及び 3 月下旬に開催される理事会に出席して

いる。 

・ 平成 19(2007)年度会計に関する監査状況は、次表のとおりである。 
 

表 8-1-2 平成 19(2007)年度会計に関する監事による監査状況 
実施日 監 査 内 容 監 査 の 状 況 

 
財産状況の監査 
（平成 19(2007)年
度決算の監査） 

＜1 日目＞ 
法人本部ほか、各設置校に係る収支計算書及び内訳表並びに貸借対
照表等について、関係諸帳簿、銀行残高証明書、その他諸証憑類全
般にわたり監査を実施。 

＜2 日目＞ 
各設置校における危機管理状況及び公的研究費の管理状況につい
て、関係書類に基づき監査を実施。 

（監査結果）常務理事及び関係職員立会いのもとで監査を実施した結
果、適正に処理、執行されていることが確認された。 

（公認会計士との連携の状況）公認会計士の期中における監査状況に
ついて、関係職員と面談を行い、特に問題のないことが確認された。

 
平成20(2008)年 

5月21日 
及び22日 

 
理事の業務執行状

況の監査 

（方  法）理事会への出席 
（内  容）理事会への出席により、理事の業務執行状況及び各設置

校の業務全般に関する状況が確認された。 
（監査結果）適正に業務が行われていることが確認された。 
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（２）８－１の自己評価 

・ 将来に亘って続く 18 歳人口の減少に対応して、適正な入学者の確保を前提とした経営

の安定化を目指していくことが課題となる。 

・ 帰属収入に対する消費支出の割合である消費支出比率は、全国平均値（87.2％）よりも

低く健全な比率となっている。また、支出の過半を占める人件費の比率については、

全国平均値（49.7％）を若干上回ってはいるが、概ね健全な比率の範囲にある。 

・ 本学園の貸借対照表上の主要な財務比率について、医歯系法人を除く全国大学法人の平

均値との比較では、次のとおり概ね健全な比率を保っている（資料 8-1）。 

a) 借入金が一切ないため、負債関係の比率が総じて全国平均値を下回っている。 

b) 固定資産構成比率が全国平均値よりもやや高めで、かつ、流動資産構成比率が低め

となっているのは、本来好ましいことではないが、前者については、固定資産の中

のその他の固定資産（特定預金等）の比率が高くなっていることによるものである。

また、後者についても同様の理屈であるが、現金預金を低利の短期預金ではなく、

多くを運用益の高い長期預金や有価証券等（その他の固定資産）で保有しているた

めである。 

c) 消費収支差額構成比率は、全国平均値がマイナスとなっているのに対して、本学園

の場合はプラスとなっている（『データ編』 表 8-3）。 

d) 他の比率についても、全国平均値との比較において、大きく劣っているような要素

は見られず、概ね良好である。 

・ 平成 19(2007)年度予算編成から一層の財務の改善を図るべく、予算編成段階における

基本的な方針の見直しを図り、各設置校がそれぞれの収入や規模に応じた健全な学校

運営を目指し、将来に亘って、確固たる独立採算性を志向することを前提とした予算

編成を行っている。具体的には、各設置校の過年度決算実績に基づき、法人本部にお

いて、各設置校それぞれの事業規模に応じた予算編成上の「消費支出比率」を設定し、

その比率内での編成を行うことを基本とした。 

 

（３）８－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 監事による監査については、平成 17(2005)年度の私立学校法の一部改正に伴う“監査

体制の充実”により、さらに踏み込んだ監査の実施が求められることから、平成

19(2007)年度の監査より、新たな監査体制についての検討を行う。 

 

８－２． 財務情報の公開が適切な方法でなされていること。 

《８－２の視点》 

８－２－① 財務情報の公開が適切な方法でなされているか。 

 

（１）８－２の事実の説明（現状） 

・ 本学園においては、平成 13(2001)年度より、教職員向け広報誌（『尚志学園報』の 7 月

発行版）に前年度決算及び当年度予算について、それぞれ「資金収支計算書」、「消費

収支計算書」、「貸借対照表」及び「予決算の概要説明」等を掲載し、主として学園内

部における財務情報の公開を実施してきた（資料 8-3）。 

70 



北海道薬科大学 

・ 平成 17(2005)年度より、私立学校法の一部改正に伴い、法第 47 条及び第 66 条に基づ

き、本学園の利害関係者に対しても財務情報を公開すべく、法人本部経理部において

財務情報の閲覧ができるよう「財産目録」、「貸借対照表」、「収支計算書」、「事業報告

書」及び「監事の監査報告書」等一式を備え付けている。 

・ 平成 18(2006)年度からは、利害関係者に限ることなく一般公開を前提とした情報提供

用の冊子を作成して各設置校に配備し、希望者に対して配付できるようにしている（資

料 8-3）。 

・ 財務情報の公開に関しては、「財務書類等閲覧規程」を整備している（資料 8-2）。 

 

（２）８－２の自己評価 

・ 私立学校法の一部改正や社会の情報公開の流れなどを踏まえて公開方法の見直しを行

い、改善を図っている。 

 

（３）８－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ 平成 18(2006)年度からは、前述のとおり、情報提供用の冊子を作成し、一般公開を行

っているが、現状では配布先も限られることから、平成 21(2009)年度を目途に、文部

科学省も推進しているインターネットホームページ上での公開を行う。 

 

８－３．教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。 

《８－３の視点》 

８－３－① 教育研究を充実させるために、外部資金の導入（寄付金、委託事業、収益事

業、資産運用等）の努力がなされているか。 
 

（１）８－３の事実の説明（現状） 

・ 外部資金としては、資産運用収入、受託事業収入及び科学研究費補助金、奨学寄付金等

がある。 

・ 資産運用収入は、法人本部において学園全体の資金を一括して行っている。なお、資金

の運用に関しては、「資金運用規程」及び「資金運用細則」が整備され、適切に運用さ

れている。 

・ 受託事業収入は、外部の企業や公益法人等から本学研究者に対して委託される研究経費

で、平成17(2005)年度、2件701万円、平成18(2006)年度、2件400万円、平成19(2007)

年度、9件672万円となっている（『データ編』 表 5-8）。 

・ 科学研究費補助金は、平成17(2005)年度、7件690万円、平成18(2006)年度、2件70万円、

平成19(2007)年度、4件882万円となっている（『データ編』 表 5-8）。 

・ 奨学寄附金は、外部の企業等から本学研究者に寄付される研究資金で、平成17(2005)

年度、11件846万4,500円、平成18(2006)年度、9件700万円、平成19(2007)年度、10件

900万円となっている。 

・ 平成18(2006)年度文部科学省「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高医療人養成

推進プログラム（医療人GP）」に、本学が応募した『臨床能力を育む地域体験型学習と

その支援』が採択された。 
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・ 平成18(2006)年から年次計画で実施している「アスベスト除去工事」は、私立学校施

設整備費補助金「私立学校等防災機能等強化緊急特別推進事業」の交付を受けて実施

している。 

・ 平成19(2007)年度文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」に、

本学が応募した『薬学教育6年制導入に伴う薬剤師の学び直しのための教育支援プログ

ラム』が採択され、委託事業として実施している。 

・ 平成19(2007)年度文部科学省「私立大学等研究設備整備費等補助金」の交付を受けて、

遺伝子解析システム(1,738万2千円)、液体クロマトグラフ質量分析計(3,832万5千円)の

大型機器を購入した。 

・ 平成19(2007)年度文部科学省「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム（学

生支援GP）」に応募して『非採択』となったが、平成20(2008)年度に前年度とは異なる

事業計画により応募した。 

・ 平成20(2008)年度文部科学省「大学教育の国際化加速プログラム（海外先進教育研究

実践支援）」に応募したが非採択となった。 

・ 委託研究、科学研究費補助金、奨学寄附金等の対応窓口は総務課が担当し、外部機関と

も連携し、学内および学外に対し積極的な活動を展開している。 

 

（２）８－３の自己評価 

・ 科学研究費補助金については、学内において積極的に申請するよう督励しているが低水

準に止まっている。 

 

（３）８－３の改善・向上方策（将来計画） 

・ 補助金については、私立大学等経常費補助金における一般補助の停滞・減額と特別補助

の漸増、特別補助のゾーン制・メニュー化の導入など、めまぐるしく変化する動向を

踏まえ、プロジェクト型資金を含めた補助金獲得のための全学的な取り組みを検討す

る。 

・ 資産運用については、将来的にも、法人本部において学園全体の資金を一括し、安全確

実な運用を行い、財政基盤を確立して教育研究環境の充実を図っていく。 

・ 科学研究費補助金申請を促進するため、財政面（個人研究費及び競争的経費のあり方）

を含めた検討を行う。 

・ 本学研究資源の有効活用を積極的に進め、委託研究費、奨学寄附金等の外部資金の獲得

に努める。 

 

【基準８の自己評価】 

・ 当該会計年度における収入と支出のバランスを見る上での一つの重要な指標である消

費支出比率については、平成 18(2006)年度以前は 90％前後と全国平均値よりも若干劣

る比率であったが、平成 19(2007)年度は良好な比率となっており、私学を巡る厳しい

環境の中にあって評価されるものと自負している。 

・ 平成 18(2006)年度の 6 年制移行後も現在に至るまで入学者数の確保も順調に推移して

きているが、志願者の減少傾向に歯止めがかからない状況にある。今後も安定的な運
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営を維持していくには入学者確保が課題である。 

［基準８の改善・向上（将来計画）］ 
・ 健全な収入と支出のバランスを維持していくためには、今後も引き続き、適正な学生数

の確保に務めていくことを前提として、支出面では、特に人件費を始めとする経費支

出の抑制を図っていく。 
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基準９． 教育研究環境 

 

９－１．教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の施設

設備）が整備され、適切に維持、運営されていること。 

《９－１の視点》 

９－１－① 校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、

教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効

に活用されているか。 

９－１－② 教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が適切に維持、運営されて

いるか。 

 

（１）９－１の事実の説明（現状） 

９－１－① 

・ 本学は、小樽市と札幌市のほぼ中間に位置し、石狩湾を一望できる恵まれた教育環境に

あり、大学設置基準を大幅に上回る校地・校舎を有している（『データ編』 表 9-1～表 

9-5）。 

・ 大学の位置及び校地、校舎の配置は、『学生便覧』、『北海道薬科大学概要2008』等に記

載し、ホームページ「北海道薬科大学HP」にも「キャンパスマップ」として掲載して

いる（資料 F-5、F-8）。 

・ 表 9-1-1に、本学と大学設置基準の校地面積を比較してある（『データ編』 表 9-1）。 

 

表 9-1-1 大学設置基準と本学の校地面積の比較 

区 分 敷     地 
敷地面積 
（㎡） 

設置基準面積

（㎡） 
過 不 足 
（㎡） 

校 舎 敷 地 31,822.00

学 生 食 堂 敷 地 588.00

運 動 場 敷 地 39,800.00

体 育 館 敷 地 2,740.00

職 員 住 宅 敷 地 110.00

そ の 他 の 敷 地 48,036.00

校  地 

( 小  計 ) ( 123,096.00)

12,600.00 △110,496.00 

薬用植物園敷地 3,290.00   付属施設 

( 小  計 ) ( 3,290.00)   

合     計 126,386.00   
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〔校 舎〕 

・ 第１校舎は、昭和49(1974)年4月の開学に合わせて建築した建物であり、1･2階は薬学

専門教員及び基礎教育部実験系（化学・生物学・物理学の各分野）教員の「実験研究

室」及び「中央機器センター」を配置した研究中心のフロアになっている。3階は学長

室、事務局、会議室等の「管理部門」が配置され、「学生ホール」、「学生ラウンジ」、「売

店」、「医務室」等が設備され、学生の「憩いの場」あるいは「勉学の場」として学生

の利用頻度の多い空間となっている。3階の一部と4階に「実習室」が配置され、基礎

教育部非実験系（数学・語学の各分野）教員の研究室が並んでいる。4階には、学生ロ

ッカー室と一部講義室が配置されている。5階は講義室のみの配置となっている。 

・ 臨床講義棟（Ｃ棟）は、平成18(2006)年4月、薬学教育改革元年にオープンし、そのコ

ンセプトは「6年制薬学教育に対応できる施設」である。6年制薬学教育の5、6年次カ

リキュラムに対応するための校舎であり、

単に収容定員増加に対する校舎増築ではな

い。6年制教育課程導入に不安を感じている

高校生やその父兄に、本学の積極的な6年制

に対する対応姿勢を示す意図もある。傾斜

地を利用した地下2階、地上4階建ての建物

は、学生駐車場からの動線を考慮した地下2

階の入口、2号道路（学生通用門）に面した

2階の入口 (正面玄関)及び図書館3階とブリ

ッジで繋がる入口と３方向からのアクセス

が可能な機能的な校舎である。地下1階は「演習室」の他、「教員研究室」及び「学生

ロッカー室」、1階は「講義室」、「演習室」の他、「無菌室」、「注射薬調剤室」及び「製

剤・TDM(Therapeutic Drug Monitoring)室」を設けている。2階は「講義室」、「薬局」、

3階は「講義室」、「演習室」、「教員研究室」、4階には「講義室」と「薬学教育センター」

が設置されている。これらの施設で臨床系の実習を受けながら、近接する演習室でデ

ィスカッション、学生個人による調査等を

同時進行できるようになっている。なお、

144人収容の「講義室」（4室）は、学生が

学内 LAN(Local Area Network)を利用し

て自由に情報検索できる環境を設けるため、

机上に情報端末と電源を確保している。ま

た、学園生活の質(Quality of Campus Life)

の向上を目指して設けた各フロアの小さな

スペースは、「学生の溜まりの場」として学

生同士あるいは学生と教員とのコミュニケ

ーションの場、自学自習の勉学の場として有効に利用されている。特に、「マリンホー

ル」からは日本海の絶景が一望でき、勉

図 9-1-1 薬局実習 

図 9-1-2 無菌製剤室 

学の疲れを癒す学生の憩いの場として人気ス

に、本学と大学設置基準の校舎面積を比較してある（『データ編』 表 9-1～表 

ポットになっている。 

・ 表 9-1-2
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9-7）。 
 

9-1-2 学 置基準 学の校 面積

区  分 施 設 構 
校  設置 積

（㎡） 
過  
（㎡） 

表 大 設 と本 舎の の比較 

  名  造 
舎面積

（㎡） 
基準面  不 足

第 1 校 舎 RC  5/0 15,083.00

第 2 校 舎 RC  2/0 944.00

臨 床 講 義 棟 RC  4/1 4,832.00

図 書 館 RC  3/0 2,511.00

校  舎 

(22

10,049.00 +12,871.00

( 小   計 ) ,920.00)

体 育 館 S+RC  3/0 1,874.00  
学 生 食 堂 RC+S  2/0  554.00  
コ ー ト ハ ウ ス W  1/0   35.00  
ク ラ ブ ハ ウ ス W  1/0   82.00  
管 住 宅 理 W  1/0   54.00  
第 1 車 庫 W  1/0   44.00  
第 2 車 庫 W  1/0 143.00  
第 車 庫 3 W  1/0   94.00  

その他の 

建  物 

計 )( 小       (2,880.00)  

合   計    25,800.00  

 

〔図書館〕 

・ 現在の図書館は、平成3(1991)年8月着工、翌年10月に竣工して、平成4(1992)年から全

検索が可能となり、学生への図書貸し出し業務に磁気カードを導入した（資

 

員が応対している。まだ、開設1年であり、卒業生に対

する周知活動が必要である。 

面利用している。 

・ 平 成 14(2002) 年 11 月 に 、 図 書 館 IT(Information Technology) 化 の 一 環 と し て

OPAC(Online Public Access Catalog)を導入し、図書館外の各研究室や講義室のパソコ

ンから蔵書

料 9-1）。 

・ 平成15(2003)年4月、図書館運営委員会は、「蔵書の保管場所としての図書館から学生

の勉学の場としての図書館へ」を宣言し、図書の配架方法の変更(科目単位の配架)、「臨

床実習書コーナー」設置などを実施した。実習のための情報検索のため、3階ラウンジ

に無線LANを配備し、図書館内2階閲覧室のカウンターにも情報コンセントを設置した。

・ 平成16(2004)年度入学生から全員にノートパソコン所持を義務付けたため、平成

17(2005)年度にAV(Audio Visual)コーナーをLANコーナーに改修し、情報コンセント

を増設した。また、従来18時までであった開館時間を20時まで延長し、定期試験・再

試験の前及び期間中は休業日も臨時開館して、自学自習の環境を整えた（資料 9-1）。 

・ 平成19(2007)年度は、本学卒業の薬剤師に対する「医薬情報」提供を目的として、「医

薬情報室」を設置し、図書館の名称を｢図書館・医薬情報センター｣とした。「医薬情報

室」に専任の教員(講師)を採用し、その任にあたらせている。平成19(2007)年度は、10

件の問い合わせがあり、専任教
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〔体育施設〕（『データ編』 表 9-5） 

・ 体育館（「桂青館」）は、昭和50(1975)年2月に竣工し正課授業と課外活動に利用してき

天候型の

活動で利用している。 

ートと同時に

ラウンドを使用する団

が使用している。 

コントロールなど、実験動物の取り扱いに必要とされる設備と環境が整ってい

利用した薬物動態研

栽培が行われている。特に野生を生かし

 表 9-1-3に主要施設の用途別面積集計表を示す（『データ編』 表 9-2、9-3）。 

 

たが、昭和58(1983)年に床材を板張りにする大幅な改修工事を行った。 

・ グラウンドは、野球とサッカーができるスペースを確保し、課外活動で使用している。 

・ テニスコートは、平成元(1989)年にクレーコートから夜間照明設備を備えた全

サーファムコート（3面）に改修し、正課授業と課外

・ 弓道場は、平成元(1989)年にテニスコ

改修し、課外活動に利用している。 

・ コートハウスは、平成元(1989)年に完成し、体育系

の課外活動団体（クラブ）のテニス部、弓道部等が

部室として利用していたが、平成18(2006)年の臨床

講義棟建設に伴って、現在の場所に新築移転された。

クラブハウスは、平成3(1991)年に完成し、主に野

球部やサッカー部等のグ 図 9-1-3 桂青館 体

 

〔研究施設〕 

・ 中央機器センター：質量分析計、核磁気共鳴装置（270MHz及び400MHz）、電子スピ

ン共鳴装置、原子吸光光度計、蛍光光度計、自記分光光度計、FT-IR分光光度計(Fourier 

Transform InfraRed spectrometer)、旋光計、全自動元素分析装置、全自動細胞解析装

置、アミノ酸分析装置、電子顕微鏡、走査電子顕微鏡、DNA(Deoxyribonucleic acid)

シーケンサー、遠心分離機、ガスクロマトグラフィー等を備え、薬学実習、臨床実習、

大学院学生の研究、教員の研究に共同の教育・研究施設として活用されている。平成

8(1996)年度、組換DNA実験室が設置された。平成17(2005)年度には、7500リアルタイ

ムPCR(Polymerase Chain Reaction)システム（634万7千円）、平成19(2007)年度には、

「私立大学等研究設備整備費等補助金」の交付を受けて、遺伝子解析システム（1,738

万2千円）、液体クロマトグラフ質量分析計（3,832万5千円）の大型機器を整備した。 

・ 実験動物センター：実験動物センターには、動物種別の分離飼育、温度・湿度・照明

の自動

る。 

・ RI(Radioisotope)センター：RIを含有する薬物（標識化合物）を

究、あるいは化学反応機構の解明などの研究に利用されている。 

・ 薬用植物園：北海道薬用植物資源の開発のための研究用施設として薬用植物園があり、

トウキ、センキュウ、ハッカ、コウボク、シャクヤク、チョウセンゴミシ、ダイオウ

等の漢方薬の起原植物をはじめ、ジギタリス、ハシリドコロ等の薬用植物、またホッ

カイキッソウ、エゾノレンリソウ、エゾムラサキツツジ、エゾエンゴサク等の北海道

特産の植物が道内各地から収集され、研究と

た自然園は全国的にも有数のものである。 

・
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表 9-1-3 主要施設の用途別面積集計表 

設の運営委員会または使用責任者と連携

を行って、運営委員会が機種を選定し、「施設・

活動に支障が生

づき、年次計画を立てて

トイレは明るく、暖かく、快適になった。 

目的を達成するための施設、設備は、適切に整備され、かつ適切に運営されて

 

1 220.12    212.94    1,308.83  60.02      -        654.10    -        -        -        2,456.01   

2 366.29    319.98    1,100.18  501.16    -        653.02    -        -        -        2,940.63   

3 266.59    1,142.73  19.51      823.36    345.69    1,209.42  -        -        -        3,807.30   

4 508.07    1,470.61  246.30    83.53      217.74    1,046.85  -        -        -        3,573.10   

5 1,593.29  -        -        49.82      -        662.92    -        -        -        2,306.03   

計 ( 2,954.36) ( 3,146.26) ( 2,674.82) ( 1,517.89) ( 563.43) ( 4,226.31) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 15,083.07)

1 -        270.79    -        111.02    -        64.23      -        -        -        446.04      

2 -        378.33    -        -        -        119.86    -        -        -        498.19      

計 ( 0.00) ( 649.12) ( 0.00) ( 111.02) ( 0.00) ( 184.09) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 944.23)

B2 -        -        -        204.80    -        -        -        -        -        204.80      

B1 145.70    -        49.00      -        -        525.23    -        -        -        719.93      

1 270.10    196.80    55.70      -        -        424.14    -        -        -        946.74      

2 208.40    276.00    -        -        -        375.63    -        -        -        860.03      

3 427.10    -        75.50      -        -        455.91    -        -        -        958.51      

4 344.20    -        76.60      -        -        271.34    -        -        -        692.14      

計 ( 1,395.50) ( 472.80) ( 256.80) ( 204.80) ( 0.00) ( 2,052.25) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 4,382.15)

1 -        -        -        -        -        -        791.23    -        -        791.23      

2 -        -        -        -        -        -        832.97    -        -        832.97      

3 -        -        -        -        -        -        887.24    -        -        887.24      

計 ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 2,511.44) ( 0.00) ( 0.00) ( 2,511.44)

1 -        -        -        -        -        -        -        192.99    99.14      292.13      

2 -        -        -        -        -        -        -        1,515.39  13.89      1,529.28   

3 -        -        -        -        -        -        -        52.42      -        52.42       

計 ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 1,760.80) ( 113.03) ( 1,873.83)

1 -        -        -        -        -        -        -        -        134.71    134.71      

2 -        87.34      -        -        -        -        -        -        332.30    419.64      

計 ( 0.00) ( 87.34) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 0.00) ( 467.01) ( 554.35)

講 義  ・
演 習 室

実 験  ・
実 習 室

研 究 室
管理関係
諸　　　室

厚     生
補 導 室

図 書 館
食　堂
温　室

合　　計そ の 他階施　設　名

第 １ 校 舎

体  育  館

食　　   堂
温　　   室

体 育 館

第 ２ 校 舎

臨床講義棟

図  書  館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
９－１－② 

・ 本学の施設設備は、事務局「管理課」が附属施

を取りながら、適切に管理・運営している。 

・ 中央機器センター、実験動物センター等で、高額な大型機器・装置を導入する場合、そ

のセンターの運営委員会が中心になって、利用希望者等からの要望聴取、各メーカー

の対応機種の性能・仕様等の比較検討

設備等整備中期計画」に反映する。 

・ 施設の改修・修理は、その「必要性」、「緊急性」、

「費用」を調査して、教育研究

じないように実施している。 

・ 大規模の施設改修は、その改修に要する経費、

日数及び工事内容に基

実施に努めている。 

・ 平成17(2005)年度から校舎の全トイレを年次

計画で改修し、全てウォッシュレットを装備し、

図 9-1-4 改修後のトイレ内部

 

（２）９－１の自己評価 

・ 本学が所有する校地及び校舎面積は、大学設置基準を大幅に上回っている。 

・ 教育研究
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いる。 

・ 薬学教育6年制スタートに一致して臨床講義棟（C棟）が完成し、薬剤師養成教育に成

果を挙げている。 

指す上で、セキュリティ対策に万全を期す必要があり、その整備に

スができるような設備を構築する。平成20(2008)年度秋を目指して準備し

ている。 

性が確保され、かつ、快適なアメニティとしての教育研究環境が

。 

９－２－② するための、快適な教育研究環境が整備され、有効に活

用されているか。 

の事実の説明（現状） 

録簿を取り纏めた「防火管理状況報告書」が定期的に

工事

き、定期

的な点検作業が行われ、施設・設備の安全性が保たれている（資料 9-2）。 

達成するための、施設・設備が整備されており、快適な教育研究環境が

レ改修等を行い、「食堂」を改修して、学生が快

験前の休業日は9

義室等を使用時間及び場所を指定して、学生に自学・自習の場として提供して

 

（３）９－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 開放された大学を目

ついて検討する。 

・ 学生に対するサービス向上のために、教務事項、学生部の関する事項等の情報を学内外

からアクセ

 

９－２．施設設備の安全

整備されていること

《９－２の視点》 

９－２－① 施設設備の安全性が確保されているか。 

教育研究目的を達成

 

（１）９－２

９－２－① 

・ 本学が管理する防火対象物の火災、震災、ガス災害を未然に防止するため「消防計画」

が定められ、防火等管理状況記

報告されている（資料 9-2）。 

・ 本学の校舎・諸施設の空気中にアスベストは検出されていないが、アスベスト対策とし

て平成18(2006)年度から平成21(2009)年度までの年次計画によりアスベスト除去

を行っており、該当する校舎内ので気中濃度測定調査を定期的に実施している。 

・ 消防設備、特殊ガス配管設備及び昇降機等は、専門業者による保守契約に基づ

 

９－２－② 

・ 教育研究目的を

整っている。 

・ 臨床講義棟の快適なアメニティとしての教育環境にあわせ、昭和49(1974)年に建設さ

れた第1校舎にも空調設備設置、トイ

適に学習できる環境を整えている。 

・ 「図書館・医薬情報センター」は、平日は8時30分から20時まで、試

時から17時まで開館し、学生の学習に快適な環境を提供している。 

・ 学内の講

いる。 

・ 授業時間に合わせJR銭函駅から本学までスクールバスを運行し、通学の利便性を高め
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ている。学生は無料で利用することができ、全学生数の約3割以上が利用している。 

 

表 9-2-1 スクールバス利用状況表 

利  用状況

人／年 年 度 
運  

日／年
登 下

年間 数

人／年 占める  

行日数

 
校時 校時

利用者

 

全学生数に 

割合

平成17(2005)年度 222 43,049 38,605 81,654 22.3 % 

平成18(2006)年度 210 55,584 43,127 98,711 28.8 % 

平成19(2007)年度 227 71,016 52,082 123,098 32.8 % 

 

（２）９－２の自己評価 

・ 古い校舎は、メンテナンスをしながら使用している。 

・ 第1校舎の主要な7講義室に空調機を設備し、快適な環境で授業を受けられるようにな

った。 

 アスベストの除去工事は、平成21(2009)年度までの年次計画により実施する。 

30年を経過しているが、施設・設備のメンテナンスを繰り返し良好

ンターの開館延長、スクールバスの増便等、学生の利便性向上に成

トを含有している建築材料が用いられているが、年次計画で除去

工事を行っている。 

としてのアスベスト除去工事は、平成18(2006)年度から4年計画ですべて終了

する。 

 

（３）９－２の改善・向上方策（将来計画） 

・

 

【基準９の自己評価】 

・ 校地・校舎面積は、大学設置基準を大幅に上まわっている。 

・ 第1校舎は、建築後

に使用している。 

・ 校舎の改築・改修によって、学生に対する快適なアメニティが整備されている。 

・ 図書館・医薬情報セ

果を挙げている。 

・ 校舎の一部にアスベス

 

【基準９の改善・向上方策（将来計画）】 

・ 緊急課題

80 



北海道薬科大学 

基準１０． 社会連携  

 

１０－１． 大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされていること。 

《１０－１の視点》 

１０－１－① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物

的・人的資源を社会に提供する努力がなされているか。 

 

（１）１０－１の事実の説明（現状） 

・ 現在までのところ、一部の施設を除いては積極的

な大学施設の開放はしていない（資料 10-1）。 

・ 本学は、石狩湾を望む高台にあり、眺望の良さか

ら夜の観光スポットになり、治安の維持と防犯の

意味から、現在は、夜間10時以降は構内への門を

閉ざしている。 

・ 本学の「薬用植物園」は3,290㎡の広大な面積を有

し、多くの薬用植物を育成している「植物園」の

ほかに、野生の植物群を活かした広い「自然園」

があり、散策路として絶好である（図 10-1-1、『デ

ータ編』 表 9-4）。 
図 10-1-1 薬用植物園 

・ 近隣住人、小樽市民、札幌市民の希望者には、この薬用植物園を散策路として開放して

いる。要望があれば、「薬用植物園運営委員会」の教員が解説付きで案内をしている。

平成19(2007)年5月から平成19(2007)年10月までの薬用植物園の利用状況を表 10-1-1

に示す（資料 10-1）。 

・ 「薬用植物園」は、薬剤師研修センターが主催する「漢方薬・生薬認定薬剤師」のため

の研修施設としても提供し、利用されている。 

 

 表 10-1-1 平成19(2007)年度薬用植物園記帳者数（5月～10月）11月～4月の冬期は閉園 

総数（記帳者のみ） 296 人

（内訳） 
個人 123 人

団体 173 人 （12 団体）

（来園者居住地域） 個人 団体

小樽市及び周辺地域 79 人 138 人

札幌市 35 人 23 人

その他 4 人 12 人

不明 5 人

（来園団体居住地域） 
小樽 7 団体

札幌 3 団体

その他（京極） 2 団体
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 本学と同窓会が共催し、薬剤師の資質向上

を目的とした「薬剤師教育研修会」を開催し

ている（図 10-1-2）。平成19(2007)年度の開

催実績を表 10-1-2に示す。この研修会には、

本学卒業生に限らず他大学出身者、医療従事

者も参加している（『データ編』 表 10-2、

資料 10-1）。 

 

 
図 10-1-2 第 85 回 薬剤師教育研修会 

 

 

表 10-1-2 平成19(2007)年度北海道薬科大学薬剤師教育研修会 

回数 
実施年月日 
・時間帯 

テーマ 講師 所属 
参加者

（人）

83 
平成 19(2007)年
6 月 1 日(金) 
18:30～20:30 

薬効の個人差 
～遺伝子変異と薬

の効果・副作用につ

いて～ 

齊藤嘉津彦
北海道薬科大学

講師  
144 

84 
平成 19(2007)年
7 月 21 日(土) 
16:30～18:30 

プライマリーケア

を支える薬歴管理

の実践 
早川達 

北海道薬科大学

教授  
60 

85 
平成 19(2007)年
8 月 18 日(土) 
 16:00～18:00 

患者さんの自立を

支えるコミュニケ

ーション～服薬サ

ポートの考え方～ 

野呂瀬崇彦
北海道薬科大学

講師  
77 

86 
平成 19(2007)年
11 月 16 日(金) 
18:30～20:30 

うつ病の臨床 岡 五百理 
啓生会病院  

院長 
126 

 

・ 平成19(2007)年度文部科学省の「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」

の委託事業に、本学の「薬学教育6年制導入に伴う薬剤師学び直しのための教育支援プ

ログラム」が選定された（資料 F-2）。本事業は、4年制薬学教育課程を履修した薬剤

師に対して、新しい薬物治療を中心とした学習支援プログラムを提供するとともに、

薬剤師業務に関連する様々な技能・技術を習得するものである。平成19(2007)年度内

に実施した「講義コース」は、受講生の交通アクセスを考え会場を札幌駅に隣接する

「ヒューマンアカデミー札幌校」（札幌市中央区北4条西5丁目-１アスティ45ビル12Ｆ）

の教室を借りて実施し（資料 F-2）、平成20(2008)年度の「技能コース」は本学の臨床

講義棟（C棟）を利用して行っている。平成19(2007)年度「講義コース」プログラム及

び平成20(2008)年度「技能コース」プログラムは特記事項 ２.に記載してある。 

・ 平成19(2007)年7月7日～8日に行われた大学祭（北薬祭）において、薬剤師資格を有す

る本学教職員及び北海道薬剤師会の薬剤師による地域住民を対象とした「薬の相談室」

を開催した。また、地域住民との交流を深めるために「薬草園見学と講演会」を開催
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し、「薬用植物園」の見学とともに、日本文化人類学会会員であり、アイヌ文化研究家

の福岡イト子先生による「アイヌ民族の植物利用」と題した講演会を実施した（資料 

10-2；『北薬大情報誌 桂』100号）。 

 

（２）１０－１の自己評価 

・ 「薬用植物園」を地域の希望者に開放し、地域住民に喜ばれている。 

・ 「薬用植物園」は、薬剤師研修センターが主催する「漢方薬・生薬認定薬剤師」のため

の研修施設として提供し、活用されている。 

・ 毎回多くの参加者がある「薬剤師教育研修会」は、年4回開催され、薬剤師の生涯教育

に貢献している。 

・ 「薬学教育6年制導入に伴う薬剤師学び直しのための教育支援プログラム」は、半年ご

との受講生募集になるが、第1回目には約70人（定員：20人）の応募があり、既卒薬剤

師の本事業への関心は高い。 

 

（３）１０－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 地域住民を対象に大学施設を利用する「薬の相談室」等を開催して地域連携を深める。 

・ 「北海道薬科大学薬剤師教育研修会」を更に充実させ、日本薬剤師研修センター「研修

認定薬剤師制度」（http://www.jpec.or.jp/）における集合研修の単位を取得することの

できる研修会としての位置づけを目指す。 

・ 「薬学教育6年制導入に伴う薬剤師学び直しのための教育支援プログラム」事業を継続

させ、子育て等で長期間離職していた薬剤師の再教育及び既卒者（4年制）に6年制薬

学教育に相当する臨床能力を身につけるなどの教育をさらに充実させる。 

 

１０－２．教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。 

《１０－２の視点》 

１０－２－① 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されているか。 

 

（１） 事実の説明（現状） 

・ 平成19(2007)年6月27日に旭川医科大学と学術交流

協定を締結し、教育・研究協力体制の充実、実務家

教員の派遣などの交流の推進を図っている（資料 

F-2）。 

・ 平成19(2007)年8月4日に夕張医療センターと連携協

定を締結し、本学の実務家教員を派遣して本学学生

の実務実習や体験学習施設としての活用、さらに地

域医療に関する教育・学術研究などの推進を図って

いる（図 10-2-1、資料 F-2）。 

図 10-2-1 夕張研究室 

・ 平成19(2007)年10月11日に小樽商科大学と包括連携協定を締結し、教育・研究・地域

貢献に関する協力推進を図っている（資料 F-2）。 

・ 小樽商科大学との協定に基づき、両大学による「合同市民講座」を「ゆめぽーと」（小
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樽市）で開催した。 

10月13日(土) 16:30～ 小樽商科大学 花輪 啓一 

  「からだと心の健康づくりへの第一歩」 

10月20日(土) 16:30～ 北海道薬科大学 渡辺 一弘 

  「健康食品を正しく摂るために：医薬品との相互作用について」 

・ 瀋陽薬科大学（中国)、黒竜江中医薬大学（中国）、黒竜江省第2病院（中国）、南ネバダ

大学（米国）とそれぞれ学術交流協定を結び、教員及び学生の相互訪問や共同研究を

実施するための環境整備を図っている。 

・ 学術交流協定に基づき、平成19(2007)年11月9日に黒竜江省第２病院、11月15日に黒竜

江中医薬大学、11月26日に瀋陽薬科大学と本学との間で、「短期留学制度覚書」を取り

交わした(資料 10-2)。 

・ 「短期留学制度覚書」に基づき、これまでに以下の研究生を受け入れている。 

1) 宋 莉 （黒竜江省第2病院主任医師）（指導教員 佐藤久美）  

研修内容：高コレステロール血症治療薬の内皮細胞に対する作用について 

研修期間：平成19(2007)年9月19日～12月12日 

2) 張 国剛 （瀋陽薬科大学助教授）（指導教員 坂東英雄） 

研修内容：天然物の成分に関する研究 

研修期間：平成20(2008)年4月5日～7月2日 

3) 徐 慰倬 （瀋陽薬科大学講師）（指導教員 遠藤菊太郎） 

研修内容：微生物による天然物代謝に関する研究 

研修期間：平成20(2008)年4月5日～7月2日 

・ 実務実習の「事前実習」として行われる「臨床薬学実習」に、84人の臨床現場の薬剤

師を「臨床教員」として委嘱し、学生を指導するとともに最近の薬学教育の現状及び

発展に触れる機会を提供している（資料 3-3）。 

・ 平成19(2007)年度の委託研究費、特別寄付金の受け入れ状況を表 10-2-1に示し、平成

20(2008)年度（5月1日現在)の状況を表 10-2-2に示してある。 

 

表 10-2-1 平成 19(2007)年度学外研究助成金受入れ状況 

種  別 出資者 
金額 

(千円)
受領者所属 研究課題 

科学研究費補助金 今井幹典 

若手研究(B) 
文部科学省 1,800 

（医薬化学分野） 

遷移金属錯体の中間体制御によ

る C-H 結合活性化を基盤とした

新規反応の開発と展開 
科学研究費補助金 早瀬幸俊 

基盤研究(C) 
日本学術振興会 2,730 

（社会薬学分野） 

多変量解析とデータマイニング

による保険薬局の調剤過誤防止

策具現化の研究 
科学研究費補助金 國仙久雄 

基盤研究(C) 
日本学術振興会 2,990 

（化学分野） 

溶媒抽出試薬担持型機能性シリ

カゲル分離材の分離能力向上機

能の解明 
科学研究費補助金 山田 惠 

基盤研究(C) 
日本学術振興会 1,300 

（語学分野） 
日本語母語話者における英単語

の認知方略の研究 

森本一洋 
委託研究 

独立行政法人 
科学技術振興機

構 
2,000 

（薬剤学分野） 

難治性呼吸器感染症の予防と治

療を指向した新規肺投与型リポ

ソーム製剤の開発 
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渡辺一弘 
委託研究 

独立行政法人 
科学技術振興機

構 
2,000 

（薬剤学分野） 

北海道産天然物を活用する糖尿

病に有効な機能性食品素材の開

発 
國仙久雄 

委託研究 
独立行政法人 

科学技術振興機

構 
1,900 

（化学分野） 

新規機能性ケイ酸塩を応用した

13 族元素分離回収材の合成と実

用化評価 
岡﨑光洋 

委託研究 ㈱タカサ 158 
（社会薬学分野） 

薬局を経営する組織におけるイ

ンターナルマーケティングに関

する調査研究 

岡﨑光洋 
委託研究 

㈱ケイ・ディ・

フドー 
185 

（社会薬学分野） 

薬局を経営する組織におけるイ

ンターナルマーケティングに関

する調査研究 
岡﨑光洋 

委託研究 ㈱メイプル 36 
（社会薬学分野） 

薬局を経営する組織におけるイ

ンターナルマーケティングに関

する調査研究 
岡﨑光洋 

委託研究 ㈱ナカジマ薬局 322 
（社会薬学分野） 

薬局を経営する組織におけるイ

ンターナルマーケティングに関

する調査研究 
岡﨑光洋 

委託研究 ㈱あゆみ調剤 15 
（社会薬学分野） 

薬局を経営する組織におけるイ

ンターナルマーケティングに関

する調査研究 
岡﨑光洋 

委託研究 ㈱永冨調剤薬局 105 
（社会薬学分野） 

薬局を経営する組織におけるイ

ンターナルマーケティングに関

する調査研究 
佐藤重一 

特別寄付 ヤクハン製薬㈱ 2,000 
（薬剤学分野） 

エゾウコギと医薬品の相互作用

について、薬物動態学の観点か

ら検討し、エゾウコギの安全性

等に関する情報を得る 
佐藤重一 

特別寄付 ㈱アポテック 300
（薬剤学分野） 

薬物動態の研究助成 

早川 達 
特別寄付 

㈱システムヨシ

イ 
500 

（薬物治療学分野）

薬歴管理支援データベースに関

する研究 

早瀬幸俊 
特別寄付 ㈱ツルハ 500 

（社会薬学分野） 
調剤過誤を起こすファクターの

研究 

早瀬幸俊 
特別寄付 (株)メイプル 500 

（社会薬学分野） 
調剤過誤を起こすファクターの

研究 

市原和夫 
特別寄付 第一三共㈱ 2,000 

（薬理学分野） 
「高脂血症・動脈硬化」の研究

に関する助成として 

森本一洋 
特別寄付 ㈱龍角散 600 

（薬剤学分野） 
龍角散のラット気道に対する作

用に関する研究への助成 

早瀬幸俊 
特別寄付 

CFS コーポレー

ション 
300 

（社会薬学分野） 
専門研修教育のあり方に関する

研究 

早川 達 
特別寄付 ㈱スギ薬局 300 

（薬物治療学分野）

薬剤師業務のアウトカム評価に

関する研究 

野村憲和 
特別寄付 協和醗酵工業㈱ 2,000 

（病態科学分野） 
循環器疾患（高血圧）に関する

研究 

黒澤菜穂子 
研究助成金 

伊藤医薬学術交

流財団 
300 

（社会薬学分野） 
学会等助成（第 10 回日本医薬品

情報学会総会・学術大会） 

戸田貴大 
研究助成金 

伊藤医薬学術交

流財団 
200 

（臨床薬剤学分野）

アラキドン酸代謝に関する薬理

遺伝学的研究 
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表 10-2-2 平成 20(2008)年度学外研究助成金受入れ状況（5 月 1 日現在） 

種  別 出資者 
金額 

(千円)
受領者所属 研究課題 

科学研究費補助金 今井幹典 

若手研究(B) 
文部科学

省 
700 

（医薬化学分野） 

遷移金属錯体の中間体制御による

C-H 結合活性化を基盤とした新規

反応の開発と展開 
科学研究費補助金 森本一洋 

基盤研究(C) 
日本学術

振興会 
2,750 

（薬剤学分野） 

肺細胞のトランスレーショナル機

構を利用した難治性肺感染症治療

システムの構築 

科学研究費補助金 早瀬幸俊 

基盤研究(C) 
日本学術

振興会 
800 

（社会薬学分野） 

多変量解析とデータマイニングに

よる保険薬局の調剤過誤防止策具

現化の研究 
科学研究費補助金 國仙久雄 

基盤研究(C) 
日本学術

振興会 
500 

（化学分野） 

溶媒抽出試薬担持型機能性シリカ

ゲル分離材の分離能力向上機能の

解明 
科学研究費補助金 山田 惠 

基盤研究(C) 
日本学術

振興会 
900 

（語学分野） 
日本語母語話者における英単語の

認知方略の研究 

 

・ 教員の希望により実施される海外研修、海外留学について、平成 19(2007)年度の状況

を表 10-2-3 に示し、平成 20(2008)年度（5 月 1 日現在)の状況を表 10-2-4 に示してあ

る。 

 

表 10-2-3 平成 19(2007)年度海外研修・留学等状況 
氏  名 目的 研修・留学等及び場所 期  間 

丁野 純男 留学 
遺伝子デリバリーに関する研究 
（米国 ノースカロライナ） 

平成 19(2007)年 4 月 1 日～平成 20(2008)
年 3 月 19 日  

戸田 貴大 留学 
薬理遺伝学に関する研究 
（スウェーデン ストックホルム） 

平成 19(2007)年 4 月 3 日～平成 20(2008)
年 3 月 30 日  

市原 和夫 派遣 ハワイ州立大学（米国 ハワイ） 平成 19(2007)年 4 月 30 日～5 月 3 日  

板倉 宏予 派遣 ハワイ州立大学（米国 ハワイ） 平成 19(2007)年 4 月 30 日～5 月 3 日  

國仙 久雄 学会 International Conference on Chemical Science 
(ICC2007)（インドネシア ジョグジャカルタ） 

平成 19(2007)年 5 月 21 日～5 月 29 日

桜井 光一 学会 第 7 回 AOB (Antioxidant Biofactor)（台湾 台北） 平成 19(2007)年 5 月 31 日～6 月 4 日  

野村 憲和 学会 ヨーロッパ高血圧学会（イタリア ミラノ） 平成 19(2007)年 6 月 14 日～6 月 21 日

森本 一洋 学会 6th Retrometabolism Based Drug Design and 
Targeting Conference（ハンガリー ブダペスト） 

平成 19(2007)年 6 月 2 日～  6 月 8 日  

野呂瀬崇彦 学会 
南イリノイ大学ＰＢＬワークショップ 
（米国 イリノイ） 

平成 19(2007)年 6 月 9 日～  6 月 17 日

黒澤菜穂子 学会 第 67 回世界薬学会議(FIP2007)（中国 北京） 平成 19(2007)年 8 月 31 日～9 月 8 日  

森本 一洋 学会 34th Annual Meeting & Exposition of the 
Controlled Release Society（米国 ロスアンゼルス）

平成 19(2007)年 7 月 8 日～  7 月 12 日

猪爪 信夫 研修 
カロリンスカ研究所 
（スウェーデン ストックホルム） 

平成 19(2007)年 8 月 1 日～  8 月 8 日  

山田 惠 学会 
15th Biennial Conference of the Australasian 
Human DevelopmentAssociation 
（オーストラリア シドニー） 

平成 19(2007)年 7 月 4 日～  7 月 9 日  

森本 一洋 学会 
第 1 回アジア薬剤科学と工学シンポジウム 
（中国 瀋陽） 

平成 19(2007)年 7 月 27 日～7 月 31 日

猪爪 信夫 学会 第 67 回世界薬学会議(FIP2007)（中国 北京） 平成 19(2007)年 8 月 31 日～9 月 8 日  
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郡  修德 学会 第 67 回世界薬学会議(FIP2007)（中国 北京） 平成 19(2007)年 8 月 31 日～9 月 7 日  

櫻井 秀彦 学会 第 67 回世界薬学会議(FIP2007)（中国 北京） 平成 19(2007)年 8 月 31 日～9 月 7 日  

早瀬 幸俊 学会 第 67 回世界薬学会議(FIP2007)（中国 北京） 平成 19(2007)年 8 月 31 日～9 月 7 日  

野村 憲和 学会 第 10 回国際 TDM 学会（フランス ニース） 平成 19(2007)年 9 月 7 日～  9 月 17 日

星 勝治 学会 20th ECNP Congress 2007 
（オーストリア ウィーン） 

平成 19(2007)年 10 月 11 日～10 月 19 日

野村 憲和 学会 
米国心臓協会のフェロー授与パーティ・学会 
（米国 オーランド） 

平成 19(2007)年 11 月 2 日～11 月 10 日

黒澤菜穂子 学会 
第 42 回 ASHP Midyear Clinical Meeting、アリゾナ

大学薬学部（米国 ラスベガス・ツーソン） 
平成 19(2007)年 12 月 1 日～12 月 9 日

梅田 純代 学会 
第 42 回 ASHP Midyear Clinical Meeting、アリゾナ

大学薬学部（米国 ラスベガス・ツーソン） 
平成 19(2007)年 12 月１日～12 月 9 日

猪爪 信夫 派遣 
瀋陽薬科大学、黒竜江第 2 病院等 
（中国 瀋陽・哈爾浜） 

平成 19(2007)年 12 月 5 日～12 月 12 日

山下 浩 派遣 
瀋陽薬科大学、黒竜江第 2 病院等 
（中国 瀋陽・哈爾浜） 

平成 19(2007)年 12 月 5 日～12 月 12 日

山田 惠 研修 
オークランド大学 
（ニュージーランド オークランド） 

平成 20(2008)年 3 月 26 日～3 月 29 日

 

表 10-2-4 平成 20(2008)年度海外研修・留学等状況（5 月 1 日現在） 

氏  名 目 的 研修・留学等及び場所 期  間 

山下 美妃 留学 
実務家教員の海外先進医療薬学教育研修

（米国 ノースカロライナ） 
平成 20(2008)年 4 月 1 日～平成 21(2009)
年 3 月 31 日  

 

（２）１０－２の自己評価 

・ 臨床現場で活躍している薬局薬剤師を「臨床薬学実習」に「臨床教員」として委嘱し、

学生教育を行うとともに最近の薬学教育の現状と発展に触れる機会を提供している。 

・ 多くの教員が国内外の大学や企業と共同研究や委託研究を実施し、成果を挙げている。 

・ 学術交流協定及び連携協定を締結した「旭川医科大学」と「夕張医療センター」にそれ

ぞれ実務家教員を派遣し、実務経験の継続を図っている。 

・ 多くの教員が、科学研究費をはじめ委託研究や特別寄付の外部資金を獲得し、産学連携

の推進を図っている。 

・ 教員の希望により実施される海外研修、海外留学を通して海外の大学等との連携を図っ

ている。 

 

（３）１０－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ 学術交流協定等を結んだ大学や施設と活発な交流を継続的に行うとともに、双方にとっ

てより良い成果が得られるように努力する。 

・ 6年制教育課程の4年次及び5年次で実施予定の「事前学習」に参加する「臨床教員」の

枠拡大を検討する。 

・ 多くの教員が企業や他大学と積極的に共同研究を行うことを更に推進する。 

 

１０－３．大学と地域社会との協力関係が構築されていること。 

《１０－３の視点》 
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１０－３－① 大学と地域社会との協力関係が構築されているか。 

 

（１）１０－３の事実の説明（現状） 

・ 学生が居住するアパート等の経営者で構成する「アパート組合」と連携し、学生に関す

る情報交換を行っている（資料 10-2）。 

・ 本学のOSCE(Objective Structured Clinical Examination)に、SP(Simulated Patient

；模擬患者)として、教育に協力・参加する目的で桂岡・銭函地区住民がSP養成研修を

受けている。平成19(2007)年11月4日の研修には、13人の地域住民が参加し、平成

20(2008)年2月20日の研修には、7人の住民が参加した。 

・ 大学祭行事の一環として、地域住民とともに地域の清掃活動に参加し、地域住民対象の

「薬の相談室」を開設した（資料 10-2；『北薬大情報誌 桂』100号）。 

・ 小樽市献血推進協議会に協力して、大学構内で年2回の献血活動を行った。平成

19(2007)年6月の献血は、受付人数114人、200mL献血人数23人、400mL献血人数77人

であり、11月の献血は、受付人数105人、200mL献血人数19人、400mL献血人数71人

であった。 

 

（２）１０－３の自己評価 

・ 大学と地域社会との協力関係は学生生活に関連することのみならず、町内会やアパート

組合員との定期的な連携を図り、本学の教育への参加や地域の活性化に貢献している

（資料 10-2）。 

 

（３）１０－３の改善・向上方策（将来計画） 

・ 桂岡・銭函地区住民に対して、大学施設等を積極的に開放し、本学と地域との連携を更

に強化する。 

・ 桂岡・銭函地区住民に対して、OSCEのSPとしてばかりでなく、学内の実習等の教育

へも積極的な参加を呼びかける。 

・ 本学と地域機関との教育連携を充実させるため、「北海道星置養護学校」及び「北海道

高等聾学校」における教育・ボランティア活動等の連携を充実させる。 

・ 年間を通じ、より多くの学生、教職員が地域活動（清掃活動、高齢者入居家屋の雪かき

など）に関わる。 

・ 大学は、地域と直接関わる事業「薬の相談室」などを積極的に支援する。 

 

【基準１０の自己評価】 

・ 「北海道薬科大学薬剤師教育研修会」は札幌市内だけではなく、北海道内・東北の各地

区で開催され、薬剤師生涯教育の一環として定着している。 

・ 「薬用植物園」を地域に開放している。 

・ 「薬用植物園」は、薬剤師研修センターが主催する「漢方薬・生薬認定薬剤師」のため

の研修施設として活用されている。 

・ 海外の3大学、1施設及び国内の2大学1施設とそれぞれ学術交流協定を結び、教員及び

学生の相互訪問や共同研究を活性化している。 
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・ 教員の海外研修、海外留学を通じて海外の大学等との連携を図っている。 

・ 臨床現場の薬局薬剤師を「臨床薬学実習」に「臨床教員」として委嘱し、薬学教育に携

わる機会を提供している。 

・ 「薬学教育6年制導入に伴う薬剤師学び直しのための教育支援プログラム」は既卒の薬

剤師に学び直しの機会を提供している。 

・ 委託研究や特別寄附を受け入れ、産学連携の推進を図っている。 

 

【基準１０の改善・向上方策（将来計画）】 

・ 本学施設の開放は、セキュリティー維持の問題との板挟みであるが、本学と地域がより

良く共生できる環境作りを積極的に推し進める。 

・ 「小樽市薬剤師会」や地元の企業あるいは病院や施設、更には協定を結んでいる「小樽

商科大学」と協力して、地域に貢献できるプログラムを検討する。 

・ 薬学に関する専門知識を広く社会に還元するシステムを構築する。 

・ 「北海道薬科大学薬剤師教育研修会」を更に充実させ、日本薬剤師研修センター「研修

認定薬剤師制度」における集合研修の単位を取得することのできる研修会を目指す。 
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基準 １１． 社会的責務 

 

１１－１．社会的機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされている

こと。 

《１１－１の視点》 

１１－１－① 社会的機関として必要な組織倫理に関する規定がされているか。 

１１－１－② 組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営がなされているか。 

 

（１） １１－１の事実の説明（現状） 

１１－１－① 

・ 建学の精神にある「地域的必要性」と「社会的要請」に基づき、「医療人としての薬剤

師」を養成する機関として理解され、認知されている。 

・ このような社会的機関の組織倫理は、「職務」に「就業細則」、「事務局職員の服務規律

心得」、「文書管理規程」を定め、「安全管理」に「安全教育及び安全管理規程」、「各種

事故防止対策要綱」、「組換 DNA(Deoxyribonucleic acid)実験安全管理要綱」、「放射線

障害予防規程」、「排水・廃棄物処理要綱」、「消防計画」を定め、教職員全員の法令順

守を図っている（資料 11-6）。 

・ 環境問題に関する各種規程、要綱を「安全管理」の項に定めている以外に、大学改修時

には、エコタイプ設備や環境に優しい設備を選択している。 

・ 医療人としての薬剤師養成という「教育理念」に

則り、平成 15(2003)年度より段階的に実施してき

た「喫煙対策」の完成年度に当たる平成 18(2006)

年度に、「構内全面禁煙」を実施した（図 11-1-1）。

更に踏み込んで、平成 21(2009)年度の入学試験出

願資格に「入学後の禁煙」を盛り込んでいる（資

料 F-4）。 

図 

・ ヒトを対象とした臨床研究に対しては「臨床研究

倫理委員会」を設置し、「臨床研究倫理審査ガイ

ドライン」に沿った審査を実施している（資料 

2-5、11-4）。 

11-1-1 構内禁煙のスローガン 

・ 動物を対象とした研究に関しては、「実験動物センター運営委員会」が、「北海道薬科大

学動物実験指針」に基づいた審査を実施している（資料 2-5）。 

・ ハラスメント対策に関しては、「組織･運営」に「ハラスメント対策に関する規程」、「ア

カデミック・ハラスメント及びセクシャル・ハラスメントの防止のためのガイドライ

ン」、「ハラスメント防止委員会規程」を定めている（資料 11-3）。 

・ 個人情報保護対策に関しては、「組織･運営」に「個人情報保護に関する基本方針」、「個

人情報保護委員会規程」、「個人情報保護規程」、「個人情報苦情対応委員会規程」を定

めている（資料 11-2）。 

・ 規程の「学生生活」の項に、「車両通学及び駐車場使用規程」に、学生の車両通学にあ

たっての順守事項を定め、また学生及び教職員で「北海道薬科大学安全運転者の会」

90 



北海道薬科大学 

を組織し、「交通安全講習会」を実施して交通安全に対する啓蒙を行っている（資料 

11-6）。 

・ 公的研究費の適正な使用及び不正使用がないように、「公的研究費の管理・監査に関す

る規程」及び「公的研究費不正防止・内部監査委員会規程」が定められている（資料 11-4）。 

・ これらの規程は「北海道薬科大学規程集」（資料 F-3）として、CD(Compact Disc)に

収められ、全教職員に配付している。 

・ 全教職員は、いつでもこの CD を開くことが出来る環境にあり、常にこれら規程に基づ

いて行動している。 

 

１１－１－② 

・ 上記の規程等に基づき、対応する部会、委員会等を設置して適切に運営している。 

・ ハラスメント対策としては、「規程」に基づき「ハラスメント防止委員会」を設置し、

学生・教職員からの相談に誠実に対応している（資料 11-3）。平成 19(2007)年度は、

委員個別に 5 件の相談があったが、いずれも「ハラスメント防止委員会」への提訴に

至る前に解決している。 

・ 学年初めのガイダンスで、全学生に『セクシャルハラスメント防止のリーフレット』を

配布し、「ハラスメント防止委員会委員」による啓蒙がある（資料 11-3）。 

・ 『学生便覧』に「ハラスメント防止委員会委員の名簿」及び「ハラスメントに関する相

談あるいは苦情申し出の際の確認事項」の書式を掲載して、相談しやすい環境を整え

ている（資料 F-5、11-3）。 

・ 個人情報保護対策としては、「規程」に基づき薬学部長を委員長とする「個人情報保護

委員会」及び「個人情報苦情対応委員会」を設置して、学生及び教職員の個人情報保

護に努めている（資料 11-2）。 

・ 「公的研究費の適正な使用に関する規程」に基づき、「公的研究費不正防止・内部監査

委員会」を設置し、公的研究費の使途に関する審査体制を整えている（資料 11-4）。 

 

（２）１１－１の自己評価 

・ 社会的機関としての組織倫理に関する基本的な規程は整備されており、倫理性・健全

性・誠実性、更に教職員及び学生のモラルなどを確保するための体制が整えられ、適

切に運営され、機能している。 

・ 種々のハラスメントに対して、学生、教職員が相談あるいは苦情申し出がしやすい体制

を整え、機能している。 

 

（３）１１－１の改善・向上方策（将来計画） 

・ 薬系大学として地域社会のニーズに応える機関であることを、社会に認知してもらうた

めに更なる改善・向上に努力を重ねる。 

・ 科学者倫理に関する取組について学術会議が提案している「科学者の行動規範」を学内

で検討する。 

・ 「ハラスメント対策規程」にパワー・ハラスメントの記載がないので、これを規定する。 
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１１－２．学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能していること。 

《１１－２の視点》 

１１－２－① 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能しているか。 

 

（１）１１－２の事実の説明（現状） 

・ 危機管理に関する規定は、「安全管理」の諸規程に、「安全教育及び安全管理規程」、「各

種事故防止対策要綱」、「組換 DNA 実験安全管理要綱」、「放射線障害予防規程」、「排水・

廃棄物処理要

綱」、「消防計

画」を定めて

い る （ 資 料 

11-6）。 

・ 特に火災に対

応する消防計

画のひとつと

して図  11-2-1

に示す「自衛

消防隊」を組

織 し て い る

（資料 11-6）。 

・ 休日・夜間に

おいて緊急に

対応を必要と

する場合に備

え「北海道薬

科大学非常召

集系統」を定

めている（資

料 11-6）。 

図 11-2-1 自衛消防隊組織編成表 

・ 学生教育の安全管理については、規程の「安全管理」の項に「安全教育及び安全管理規

程」が定められている。学生の学外における学習・実習についても本規程で対応する。 

図 11-2-3 教員対象「救急救命」講習 図 11-2-2 設置 AED 
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・ 学生ホールに自動体外式除細動器（ＡＥＤ; Automated External Defibrillator）を

設置し（図 11-2-2）、教員に対して使い方の講習を実施している。最近では平成 20(2008)

年 3 月 17 日～19 日に、「医療人 GP」の取組の「ファーストエイド（救急救命）」に関

する実習の担当教員を対象にして、日本赤十字社救急法指導員を招き、ダミー人形を

使用した「赤十字救急法救急員養成講習」を開催した。 

 

（２）１１－２の自己評価 

・ 学内施設すべてに、部屋単位で防火担当責任者・火元責任者を定め、毎月点検・報告を

行い、防災に成果を挙げている。 

・ 非常召集系統による連絡網が整備され、機能している。 

・ 学外での学生実習における保険加入や安全管理について十分な対策を講じており、迅速

な対応が可能な体制が機能している。 

 

（３）１１－２の改善・向上方策（将来計画） 

・ 事件・事故・災害に対する対応は、適切な取り組みがなされているが、具体的な細かい

対応策・マニュアルを策定する。 

・ 大学の情報を広く公開する反面、個人情報の漏洩等、個人情報保護に関するセキュリテ

ィの強化を図る(資料 11-2)。 

・ 学生の学外における教育・実習の安全管理に関しての対応マニュアルの策定を検討する。 

・ 交通安全に関する啓蒙活動を更に推進し「飲酒運転」等の撲滅を図る。 

 

１１－３．大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備されて

いること。 

《１１－３の視点》 

１１－３－① 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備

されているか。 

 

（１）１１－３の事実の説明（現状） 

・ 各部会代表者で構成される「広報会議」は、『北薬大情報誌 桂』を 1 回 5,050 部、年

3 回（計 1 万 5,150 部）を発行し、毎号大学の最新の教育研究活動の成果、事業の進捗

状況などを掲載し、本学学生・父母、教職員、北海道尚志学園系列校及び北海道内の

高等学校等に広く配布している（資料 1-1）。 

・ 『北薬大情報誌 桂』は、ホームページ「北海道薬科大学 HP」にも掲載され広く社会

に公開している（資料 11-6）。 

・ 「広報部」は、年 1 回『教育・研究活動の現況』250 部を発行し、「教育・研究業績目

録」、「特別補助金」、「学外研究助成金受入状況」、「海外研修・留学等状況」、「学術交

流状況」、「学位授受状況」、「社会活動状況」について学内外に広く配布している（資

料 10-1）。 

・ 「広報部」は、『教育・研究活動の現況』の教育・研究業績目録に沿った『北海道薬科

大学原著・総説論文集』を発刊している（資料 10-1）。 
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・ 大学院修士課程の「修士論文発表会」、博士後期課程及び論文博士の「博士論文発表会」

は公開とし、特に「修士論文発表会」は関連する病院薬局、開局薬局のスタッフが参

加し、積極的に討論にも加わっている。 

 

（２）１１－３の自己評価 

・ 本学の教育研究活動の現状や成果を、学内外へ広く公表し、成果の社会への還元に役立

っている。 

・ 「広報部」は、刊行物、ホームページ、メディアを駆使し、研究内容や、事業について

広く学内外に公表し、その周知に関して機能している。 

・ 「入試部」では、入学案内等の刊行物（資料 F-4）、ホームページにより高校生に対し

て本学の教育活動内容を伝え、北海道各地で開催される「入試説明会」等の機会を捉

えて積極的な広報活動を行っており、入試業務ばかりでなく、大学の広報機関として

も機能している。 

 

（３）１１－３の改善・向上方策（将来計画） 

・ インターネット社会に対応して、ホームページによる教育研究の広報活動を推し進める。 

 

【基準１１の自己評価】 

・ 社会的機関として必要な組織倫理が確立され、適切に運営され、成果を挙げている。 

・ 学内における危機管理の規程及び体制が整備され、機能している。 

・ 「ハラスメント防止委員会」、「個人情報保護委員会」が機能している。 

・ 教育研究成果は、「広報部」が作成する各種印刷物、広報資料によって公正かつ適切に

公開され、その成果が挙がっている。 

・ 『北薬大情報誌 桂』及びホームページを通して、本学のあらゆる情報を社会に対して

公開するよう努め、その成果が挙がっている。 

 

【基準１１の改善・向上方策（将来計画）】 

・ 「北海道薬科大学規程集」を冊子体及び CD にて全教職員に配付し、常に利用可能な状

況になっているが、今後学内 LAN(Local Area Network)に組み込み更に利便性を図る。 

・ ハラスメント対策に関する規程に、パワー・ハラスメンの記載がないので、規程の修正を

実施する。 

・ 危機管理に関する規程は整備されているが、緊急時に必要な各種マニュアルを作成し、

防災訓練等を計画的に実施する。 
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Ⅳ． 特記事項 

 

１． 平成 18(2006)年度文部科学省「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人

養成推進プログラム（医療人ＧＰ）」－「臨床能力向上に向けた薬剤師の養成」 

 

（１）北海道薬科大学の取組 「臨床能力を育む地域体験型学習とその支援」の内容 

概要：広大な北海道における地域医療、過疎地医療に貢献できる薬剤師養成を目的とする

取組である。この取組では、北海道全域を対象として 1 年次に病院・薬局でアーリーエク

スポージャーを実施し、2・3 年次に介護・養護施設、医療行政施設等での医療活動及び生

活支援へ参加する。このような体験により、北海道における地域医療への理解を深め、特

に過疎地医療への参画を志向する学生を育て、医療人としての基本的センスと倫理観を醸

成するとともに、患者と共感できる薬剤師を養成する。また、本取組実施のために構築さ

れる学生⇔施設⇔大学を繋ぐ統合プラットフォームは、5・6 年次に北海道全域で展開する

実務実習及び 6 年制薬学教育課程修了後の地域薬剤師の生涯教育の支援にも活用される。 

 

取組内容：平成

5(1993) 年 か ら

1 年次に札幌近

郊の病院薬局・

開局薬局で実施

していた早期体

験実習を、2 年

次、3 年次にも

持続的に、しか

も北海道全域の

医療関連施設、

すなわち老健施

設、介護・養護

施設、保健所等で、地域・業種を拡大して実施する（図 特 1-1）。薬剤師の医療人として

のコミュニケーション能力は大学内での通常授業からではなく、患者や社会的弱者と向か

い合ったときに初めて生まれる。この体験学習を、6 年制薬学教育課程の柱である 5、6

年次の実務実習に繋げていく。 

図 特 1－1 早期体験実習の拡大 

 

社会的ニーズ：本学の最も重要な使命は、北海道の地域医療・過疎地医療に貢献できる優

れた薬剤師を輩出することである。北海道内の薬剤師数は、医師や看護師と同様に大きな

地域格差を生じている。つまり、札幌圏の薬剤師は充足される一方で、他地域の薬剤師数

は極めて少ない。本取組によって学生の地域に対する理解を深め、積極的に地域、特に過

疎地医療を意識させて、地域での薬剤師の定着数の増加に結びつけることを考えている。 

 

 

95 



北海道薬科大学 

到達目標：北海道全域、特に地方から薬剤師になることへのモチベーションの高い学生が、

本取組をはじめ、質の高い 6 年制薬学教育課程を履修し、長期実務実習を出身地で実施す

ることによって、学生が地元に U ターンし、地域医療に貢献することが本取組の到達目標

である（図 特 1-2）。 

図 特 1-2 北海道出身学生の帰省地 

6 年後

6 年制教育課程

医療人 GP 取組

 

（２） 平成 18(2006)年度の取組内容 

 『医療人 GP』の取組開始時期が平成 18(2006)年度 10 月であったために、平成 18(2006)

年度の活動は、平成 19(2007)年度に向けた 1 年次アーリーエクスポージャーの施設を北海

道全域へ拡大することと、2 年次体験学習の対象となる介護・養護施設等を確保すること

及び大学と北海道全域の施設及び送り出す学生との間にネットワークを整備し、支援シス

テムを構築することであった。 

① 北海道全域の体験学習受入施設の確保：1年次の見学学習（アーリーエクスポージャー）

の施設確保には、平成18(2006)年度の実施開局薬局（121施設）・病院薬局（21施設）

に平成19(2007)年度の受入継続を依頼すると共に、北海道全域の病院薬局55施設およ

び北海道薬剤師会を通じ18支部に対して、平成19(2007)年度新入生にその地域の出身

者がいた場合の受入を依頼した（表 特 1-1）。2年次の体験学習実施のために1年次

北海道出身学生の出身地域調査を行った。平成19(2007)年度2年次に進級する学生は、

札幌市と小樽市及び両市の近郊出身学生92人、それ以外の北海道各地域からの学生95

人及び北海道外出身学生56人の計243人であった。したがって、体験学習を実施する老

人介護・養護・老健施設は、札幌市と小樽市およびそれらの近郊で148人分、北海道各

地で95人分が必要であることが判明した。「体験学習ワーキンググループ」を中心に、

北海道全域の老人介護･養護･老健施設530施設をリストアップし、平成19(2007)年度2

年次進級予定の北海道内出身学生187人の出身地域別に体験学習対象施設を241施設に

絞り込んだ。北海道外出身学生56人は札幌近郊施設に組入れた。電話でアポイントメ

ントを取り、「体験学習ワーキンググループ」委員5人と「医療人GP委員会」が選任し

た教員21人が原則2人以上の複数で施設を訪問し、「医療人GP」取組趣旨を説明し、学

生の体験学習受入を要請した。その結果、図 特 1-3に示すように札幌市と小樽市及び

その近郊で64施設、最大で225人の学生の受入が可能になり、北海道各地域でも学生が

実家から通える範囲にある67施設、最大167人の学生の受入が可能になった。平成
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19(2007)年度、2年次243人の老人介護･養護･老健施設での「医療人GP」の取組実施の

見通しがついた。 

 

  表 特 1-1 平成19(2007)年度1年次アーリーエクスポージャー受入調査結果 

施設所在地 受入病院薬局数＊ 施設所在地 受入開局薬局数 

札幌市 19 札幌市 127 

小樽市 3 小樽市 27 

後志 2 後志 6 

空知 5 空知 34 

上川 4 上川 23 

留萌 1 留萌 2 

宗谷 0 宗谷 4 

胆振 3 胆振 22 

日高 2 日高 8 

渡島 4 渡島 30 

網走 3 網走 12 

十勝 0 十勝 25 

釧路 1 釧路 24 

根室 2 根室 3 

計 49 計 347 
＊5 人以上の見学実習受入が可能 

 と回答があった病院薬局数 

  

② ネットワーク整備及び支援システム構

築：「プラットフォーム構築ワーキンググ

ループ」が中心になって、動画コンテンツ

作成システム（「メディアサイトライブ」

及び「撮影用ビデオカメラ」より構成）の

セットアップ、調整、動作確認を行い、「臨

床薬学実習」に沿った教材としての動画コ

ンテンツを試験的に作成した。動画コンテ

ンツ配信システム（ウェブサーバ、メディ

アサーバ、管理用パソコンより構成）をセ

ットアップし、動画コンテンツが本配信システムで動作するかを確認し、平成19(2007)

年度の動画コンテンツ作成および配信に向けた準備を行った。双方向コミュニケーシ

ョンが可能な統合プラットフォームとして、e-PassportSystem社のコミュニケーショ

ンシステムのセットアップとカスタマイズを行い、次年度からの使用に向けた準備が

完了した。 

図 特 1-3 平成 19(2007)年度 2 年次

     体験学習受入調査結果
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③ 平成18(2006)年度の取組に対する外部評価  

 「医療人GP」の取組「臨床能力を育む地域体験型学習とその支援」に関する平

成 18(2006)年度の取組内容は、平成 19(2007)年 3月、外部有識者 8人で構成される

「外部評価委員会」が開催され厳正な外部評価を受けた。「地域医療の崩壊」が話

題になる中で「地域連携」を根幹とする本学

の取組は、良い評価を受けた。一方、「医療

現場では学生のコミュニケーション能力が

非常に大事であるので、本取組を通じてしっ

かり教育して欲しい｣との要望も出された。  

 

（３）平成 19(2007)年度の取組内容 

 「医療人 GP」の取組で、1 年次の見学実習（ア

ーリーエクスポージャー）と 2 年次の体験学習

を実施するために、6 月の第 2 週と第 3 週を｢医

療人ウィーク｣と定め、正規授業に組み込んだ。

学外施設に送りだす前に「ガイダンス」、「導入

講義」、「車椅子講習」、「手話講習」等を実施し

た（図 特 1-4）。体験学習終了後は、パワーポ

イントを用いて 1 年次はグループ報告を、2 年

次は学生一人ひとりが自分の体験を報告して、

教員による厳正な評価を受けた。 

 大学は、「医療人 GP」取組の趣旨及び平成

19(2007)年度の成果を北海道各地の関係者に

広く伝えるため、「医療人 GP フォーラム」を北

見（7 月）、函館（8 月）、旭川（12 月）、帯広（2

月）で開催した。本来、文部科学省が唱える｢フ

ォーラム｣は、本学の取組を全国の他大学に対し

て公表し、高等教育の改善に繋げるものである

が、北海道の広域性と本取組の特殊性を考慮

し、このようなフォーラムを実施した。特に

最後の帯広で開催したフォーラムでは、1 年

次学生 2 人、2 年次学生 2 人による「学生の

生の声」を取り入れ、参加した多くの方々か

らお褒めの言葉をいただいた（図 特 1-5）。 

図 特 1-4 体験学習事前学習 

     スケジュール (2 年次) 

 

図 特 1-5 『医療人 GP』フォーラム 

          学生による発表 
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２． 平成 19(2007)年度文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」 

 

（１） 北海道薬科大学の取組  

  「薬学教育 6 年制導入に伴う薬剤師学び直しのための教育支援プログラム」の内容 

概要：最近の薬剤師業務は、ファーマシューティカル・ケアの概念の導入により、調剤・

製剤・薬品管理等のハードに加え、患者個々の薬剤関連問題をケアしていくソフトの充実

が求められている。これに伴い教育内容も大きく変革し、平成18(2006)年度から薬剤師を

養成する教育課程は6年制へと移行した。本事業では、4年制薬学教育課程を履修した薬剤

師に対して、新しい薬物治療や病態生理学を中心とした教育支援プログラムを提供し、 

① 子育て等で長期間離職していた薬剤師の再教育 

② 6年制教育課程履修に相当する臨床能力を身につける 

を目的として実施する。本プログラムは、講義コースと技能コースから構成され、受講

者は各コースを半年間ずつ延べ1年間履修し、修了後、履修証明書を受け取る。講義コー

スは6疾患について医師と薬剤師による講義を月に1疾患ずつ、技能コースは薬剤師業務

のハードとソフトを取り入れた6種類の項目を月に1項目ずつ実施する。また、地域格差

を是正するため遠隔地域の薬剤師に対しては、講義を本学の教育支援システムを用いて、

インターネットで専用配信し受講可能とする。本事業は本学卒後教育委員会が中心とな

り、同窓会および薬剤師会と協力して推進する。 

 本支援プログラムの全体の流れを表すフローチャートを図 特 2-1に示す。 

 

再就職 

スキルアップ 

 
薬剤師認定制度認証機構 

の認定取得（申請予定） 

「認定薬剤師証」を発行 

生涯学習の受講 

子育て等によ 

る長期離職者 

６年制教育課

程に相当する

臨床能力を身
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平
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19

年

度

後

期

平 

成 

20 

年 

度 

前 

期 

平

成

20

年

度

前

期

平 

成 

20 

年 

度 

後 

期 

平

成

20

年

度

後

期

平 

成 

21 

年 

度 

前 

期 

平

成

21

年

度

前

期

平 

成 

21 

年 

度 

後 

期 

1クール 2クール 3クール 4クール 
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履 修 証 明 書 

図 特 2-1 支援プログラムのフローチャート 

社会的ニーズ：薬剤師業務や薬剤師養成教育の変化に対し、従来の 4 年制薬学教育課程の

教育を受けた現場薬剤師の戸惑いは計り知れない。これを受け、本学は 4,365 人の本学学

部卒業薬剤師を対象に、実務家コース設置に関する受講、いわゆる「学び直しニーズ」に
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ついてアンケート調査を行った結果、354 人から回答が有り、その内 63%の 222 人から「興

味がある」との回答を得た。また、厚生労働省薬剤師問題検討会が平成 14(2002)年に報告

した有職届出率を見ると、女性は 20～30 歳代で結婚、出産に伴い離職するが、30 歳代後

半から薬剤師として働きたいと願う数が相当数ある。しかし、このような長期離職者の再

就職を支援する教育プログラムがほとんどないのも現状である。 

 

対象者：4 年制薬学教育課程により薬剤師資格を有し、「子育て等で長期間離職していた者」

及び「6 年制薬学教育課程に相当する臨床能力を身につけたい者」とする。1 クラスを約

20 人で構成する。2 学期制とし、講義コース（半年）＋技能コース（半年）の 1 年で修了

する。 

 

教育支援プログラム内容：講義コースは、「疾患の病態」と「薬物治療」に関する内容

を 1 テーマについて医師と薬剤師で行う。技能コースは、服薬指導のための臨床コミュニ

ケーション、TDM(Therapeutic Drug Monitoring)、注射剤の混合等の技術指導を行う。 

［講義コース］ 

 6 種類の疾患について、月 1 回、専門分野の医師による病態・診断解説と専門分野の

薬剤師による薬物治療解説を 1 日 4 時間行う。講義は 6 か月間で修了する。講義は、土曜

に実施され、札幌駅前にある利便性の高い施設の貸与を受けて実施する。 

［技能コース］ 

薬剤師職能に必要な以下の基本技能を実技あるいは演習により習得する。  

1 .  調剤  

2 .  輸液管理  

3 .  薬歴作成  

4 .  臨床コミュニケーション  

5 .  医薬品情報の収集と活用  

6 .  TDM（薬物治療モニタリング）  

 1 か月に 1 項目を実施する。1 項目は 2 日間で 9 時間行われる。受講者は上記 1

～6 の項目のうち、職域、キャリアに応じて 3 項目以上を選択することとする。

土曜及び日曜日に実施され、実施施設は本学に平成 18(2006)年度竣工した「臨床講

義棟（C 棟）」の薬局実習室、無菌室、製剤・TDM 室、IT(Information Technology)

演習室、小グループ演習室を利用する。  

 

受講者に対する評価：本教育支援プログラムは、薬剤師の医療現場への復帰、さらには医

療への貢献度の向上を支援するものであり、学習到達度が評価されることは重要である。

受講者は本教育支援プログラムで得た知識と技能に関するポートフォリオを作成し、講師

の評価を受けて、自己の問題点を明らかにし、解決することに努める。 

 

（２）平成 19(2007)年度の取組内容 

 平成 19(2007)年秋の第 1 期生募集には、定員 20 人に対して 70 人を超える応募があっ

た。平成 19(2007)年度の取組は、「講義コース」で構成され、必ず「医師」と「薬剤師」
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がペアになって講義を行い、10 月 20 日の「糖代謝異常疾患」を皮切りに、3 月まで疾患

テーマの異なる 6 回の講義が実施された（表 特 2-1）。特に、旭川医科大学から医師 3 人、

薬剤師 2 人の講師が派遣され、両大学の教育･研究に係る連携協定が、本取組においても

実を結んでいる。受講生は真剣に耳を傾け、終了後には鋭い質問が数多くあった（図 特 

2-2）。受講生は、平成 20(2008)年度前期の「技能コース」（表 特 2-2）を履修してプログ

ラムを修了する。 

 

表 特 2-1 平成19(2007)年度「学び直し教育支援プログラム」講義コース時間割表 

開 講 日 時 講義内容 担当講師（医師） 担当講師（薬剤師）

平成19(2007)年 10月 20日(土) 
1 5 : 0 0～ 1 7 : 0 0（ 医  師 ） 
1 7 : 0 0～ 1 9 : 0 0（ 薬 剤 師 ） 

糖代謝異常疾患
市立札幌病院 
糖尿病代謝内科 
部長 柳澤克之 

時計台記念病院 
薬局長 毛利智彦

平成19(2007)年 11月 10日(土) 
1 5 : 0 0～ 1 7 : 0 0（ 医  師 ） 
1 7 : 0 0～ 1 9 : 0 0（ 薬 剤 師 ） 

消化器系疾患 
小樽掖済会病院 
副院長 佐々木一晃 

北海道薬科大学 
講師 齋藤嘉津彦

平成19(2007)年 12月 15日(土) 
1 5 : 0 0～ 1 7 : 0 0（ 医  師 ） 
1 7 : 0 0～ 1 9 : 0 0（ 薬 剤 師 ） 

循環器系疾患 
北海道薬科大学 
教授 野村憲和 

北海道薬科大学 
教授 早川 達 

平成 20(2008)年 1 月 19 日(土） 
1 5 : 0 0～ 1 7 : 0 0（ 医  師 ） 
1 7 : 0 0～ 1 9 : 0 0（ 薬 剤 師 ） 

呼吸器系疾患 
旭川医科大学 
内科学講座 
講師 大崎能伸 

旭川医科大学病院
薬剤部 小野尚志

平成 20(2008)年 2 月 16 日(土) 
1 5 : 0 0～ 1 7 : 0 0（ 医  師 ） 
1 7 : 0 0～ 1 9 : 0 0（ 薬 剤 師 ） 

精神神経系疾患
旭川医科大学 
精神医学講座  
講師 田村義之 

北海道薬科大学 
教授 星勝治 
准教授 佐藤久美

平成 20(2008)年 3 月 15 日(土) 
1 5 : 0 0～ 1 7 : 0 0（ 医  師 ） 
1 7 : 0 0～ 1 9 : 0 0（ 薬 剤 師 ） 

脂質代謝異常疾患
旭川医科大学 
内科学講座 
准教授 伊藤博史 

旭川医科大学病院
薬剤部 大滝康一

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 特 2-2 講義風景  
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表 特 2-2 平成 20(2008)年度「学び直し教育支援プログラム」技能コース時間割表 

開 講 日 時 項   目 指導責任者 指 導 者 

平成 20(2008)年 
4 月 19 日(土) 
15:00～18:00 
4 月 20 日(日) 
9:00～12:00, 13:00～16:00 

調 剤 北海道薬科大学 
教授 早勢伸正 

北海道薬科大学 
助教 藤本哲也 

5 月 17 日(土) 
15:00～18:00 
5 月 18 日(日) 
9:00～12:00, 13:00～16:00 

薬物治療 
モニタリング
（ＴＤＭ） 

北海道薬科大学 
教授 猪爪信夫 

天使病院 
薬剤部主任 今田愛也

6 月 21 日(土) 
15:00～18:00 
6 月 22 日(日) 
9:00～12:00, 13:00～16:00 

栄養輸液管理 北海道薬科大学 
教授 郡修徳 

北海道薬科大学 
講師 齋藤嘉津彦 

7 月 19 日(土) 
15:00～18:00 
7 月 20 日(日) 
9:00～12:00, 13:00～16:00 

臨床コミュニケ
ーション 

北海道薬科大学 
講師 野呂瀬崇彦 

北海道薬科大学 
准教授 村上美穂 
准教授 櫻井秀彦 

8 月 23 日(土) 
15:00～18:00 
8 月 24 日(日) 
9:00～12:00, 13:00～16:00 

医薬品情報の収
集と活用 

北海道薬科大学 
教授 黒澤菜穂子 

北海道薬科大学 
講師 梅田純代 

9 月 13 日(土) 
15:00～18:00 
9 月 14 日(日) 
9:00～12:00, 13:00～16:00 

薬歴管理 北海道薬科大学 
教授 早川達 

北海道薬科大学 
講師 戸田貴大 
講師 伊東佳美 

会場：北海道薬科大学 臨床講義棟（C 棟） 

 

図 特 2-3 「技能コース」実施風景 


